
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年９月最上町議会定例会会期及び審議予定表 

 

  会期日程（会期１１日間） 

 

日 次 月 日 曜 開議時刻 摘      要 

第１日 ９ ９ 火 10:00 

○ 開 会 

○ 諸 報 告 

○ 会議録署名議員の指名 

○ 会 期 の 決 定 

○ 請願・陳情書の紹介と委員会付託 

○ 議案の一括上程 

○ 令和６年度一般・特別会計決算の一括議題 

  と提案理由の説明 

○ 決算特別委員会の設置及び付託 

○ 一 般 質 問 

     ○ 常 任 委 員 会 

第２日 ９ １０ 水 10:00 ○ 議 案 審 議 

第３日 ９ １１ 木 10:00 ○ 決算特別委員会 

第４日 ９ １２ 金 13:30 ○ 決算特別委員会 

第５日 ９ １３ 土  ○ 休     会 

第６日 ９ １４ 日  ○ 休     会 

第７日 ９ １５ 月  ○ 休     会 

第８日 ９ １６ 火 10:00 ○ 決算特別委員会 

第９日 ９ １７ 水 10:00 ○ 決算特別委員会 



第10日 ９ １８ 木  ○ 休     会 

第11日 ９ １９ 金 13:30 

〇 常任委員長報告と採決 

○ 決算特別委員長報告と採決 

○ 追加議案の審議 

○ 議員提出議案の審議 

○ 閉 会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月９日（火）開会 

 

（第１日） 
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令和７年９月定例会会議録 
 

令和７年９月９日 火曜日 午前１０時００分開会 

 

出席議員（９名） 
 

  １番 宮 本   浩   ７番 佐 藤 義 男 

  ２番 栗 林 浩 子   ８番 山 﨑 香菜子 

  ３番 尾 形 勝 雄   ９番 佐 澤   浩 

  ４番 佐 藤 正 市  １０番 伊 藤 一 雄 

  ５番 菅     孝    

 

欠席議員 

  ６番 須 貝 康 幸    

 

出席要求による出席者職氏名 
 

町 長  髙 橋 重 美  建設水道課長  奈 良 寿 仁 

副 町 長  伊 藤   勝  
農林振興課長兼 
農業委員会事務局長  野 口 勝 世 

教 育 長  笠 原 正 三  

ウエルネスプラザ 
総括管理監兼 
最上病院事務長兼 
介護老人保健施設事務長兼 
認知症対応型共同生活 
介護施設事務長 

 五十嵐 浩 一 

会計管理者兼 
会 計 課 長  高 橋 浩 康  

産業振興管理監兼 
商工観光課長兼 
エネルギー産業推進室長兼 
産業振興センター長 

 板 垣 誠 弘 

総務企画課長  阿 部   剛  教育文化課長  板 垣 由紀子 

政策調整主幹兼 
危機管理主幹  奥 山   浩  

こども支援課長兼 
こども家庭センター長  髙 橋 喜代美 

町民税務課長  吉 田   徹  代表監査委員  金 田 勝 雄 

健康福祉課長  菅   智 子  農業委員会会長  渡 部 浩 栄 

 

事務局出席者職氏名 
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事 務 局 長  金 田 敏 幸  
庶 務 係 
（ 専 門 員 ）  齊 藤 博 幸 
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令和７年９月最上町議会定例会議事日程（第１号） 

第１日 令和７年９月９日（火） 午前１０時００分開議 

 

      諸 報 告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定の件 

日程第 ３ 議案の一括上程（同意第２号から認定第９号まで） 

 

（令和６年度一般会計・特別会計決算の一括議題と提案理由の説明） 

 

日程第 ４ 認定第 １号 令和６年度最上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 認定第 ２号 令和６年度最上町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

日程第 ６ 認定第 ３号 令和６年度最上町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

日程第 ７ 認定第 ４号 令和６年度最上町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

日程第 ８ 認定第 ５号 令和６年度最上町立最上病院事業特別会計収入支出決算の認 

             定について 

日程第 ９ 認定第 ６号 令和６年度最上町介護老人保健施設事業特別会計収入支出決 

             算の認定について 

日程第１０ 認定第 ７号 令和６年度最上町水道事業特別会計収入支出決算の認定につ 

             いて 

日程第１１ 認定第 ８号 令和６年度最上町瀬見温泉管理事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

日程第１２ 認定第 ９号 令和６年度最上町下水道事業特別会計収入支出決算の認定に 

             ついて 

 

（決算特別委員会の設置及び付託） 

 

日程第１３ 決算特別委員会の設置及び付託 
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（一般質問） 

 

日程第１４ 一般質問 



 5 

開   議 

 

議 長  改めまして、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は９名です。 

 ６番 須貝康幸議員から欠席の届出があります。 

 定足数に達しておりますので、令和７年９月最上町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

諸報告 

 

議 長  報告事項がありますので、私から報告します。 

 ６月定例会以降の主なものについて報告をいたします。 

 ６月１０日、災害対策本部会議が開かれまして、昨年度の７月２５日から

２６日にかけての豪雨災害に関わる部分で、当町における災害箇所、それから復

旧、それから県との連携ということで、大変な忙しい中の災害対策本部であった

なというふうに思っております。しかし、そこからさらに今年度、来年度に向け

てのしっかりした対応をしていただくことが一番重要なことだというふうに確認

をさせていただいております。 

 ６月１２日には、最上総合支庁のほうに出向いておりまして、町に関わる部分

の道路整備促進ということで要望会がありましたんで、関係者と一緒に出席をし

ております。 

 ６月１８日、県勢懇話会が新庄で開かれましたので出席をしております。 

 ６月２０日、奥羽新幹線整備促進に関する同盟会総会がありましたので、出席

をいたしております。 

 ６月２５日、最上地域の保健医療対策協議会が新庄市で開かれ、出席をしてお

ります。医療に関わる部分の関係者が一堂に会しての協議会であります。私も初

めて出席をさせてもらいました。本当に大事な部分がそこでお互いに連携取り合

うことが大事なことでないかなというふうに思っております。医療分野につきま

しては、一町村単位で解決できるような状況がなかなか見えない状況であります

ので、この地域、県立新庄病院を中心とした医療体制の在り方というのをしっか

り協議をしてもらうような段取りをお願いをしております。 

 ６月２８日、仙台圏の友の会の総会が仙台で開かれましたんで、副議長と一緒

に出席をしております。会員の減少等につきましては、なかなか若い会員さんが

入会してもらっていることができないという部分で、悩みは同じような友の会の

在り方だというふうに認識をしております。できる限り連携を取って、しっかり

サポートしていければなというふうに思っております。 



 6 

 ６月３０日、広域議会運営協議会、議運が開かれましたので参加をしておりま

す。午後からは、最上校振興会総会が開かれ出席をしております。今後の運営等

については、なかなか先が見えない部分もあるのかなというふうには感じており

ます。しっかり皆さんと連携を取りながら進めていければと思っております。 

 ７月３日、県議長会の理事会がありましたので出席をいたしております。その

後、議長会の要望等について、県議会の田澤議長のほうに出向いて要望活動をい

たしております。 

 ７月４日、広域組合関係の話合いという部分で新庄に出向いております。同時

刻にシルバーのリクリエーション大会がありましたので、副議長から出席をして

もらっております。 

 ７月５日、ＪＡの農協まつりが開かれましたので出席をいたしております。 

 ７月７日、石巻・酒田地域間高規格道路整備協議会総会が石巻市で開かれまし

たんで、町長と一緒に出席をしております。 

 ８日の日には広域組合の臨時会があり出席をしております。新しい消防庁舎に

おける災害用資材の整備促進に関わる部分の補正を承認をいたしております。 

 １１日には新庄石巻道路整備促進協議会の総会が新庄市で開かれて出席をして

おります。今年度の事業計画等について協議をしております。 

 ７月１４日、新庄・湯沢地域間の道路整備同盟会の要望会があり、湯沢河川国

道事務所に出向いております。 

 ７月２４日、県勢懇話会がしんきんホールで開かれ出席をしております。参議

院選後の政局展望についての講義をいただいております。 

 ２５日には、小国川流域環境整備活性化促進協議会総会が当町で開かれており

ます。関係者と一緒に小国川の魅力、小国川の今後の在り方という部分で協議を

いたしております。 

 ７月２８日には、知事と町村議会議長会との意見交換会が自治会館で開かれて

出席をしております。山形県４ブロックの各地域の問題・課題等について協議を

しております。最上地域からは、医師確保対策の推進についてと県立新庄志誠館

高校の早期改築整備についてのということでテーマを持って、知事のほうに要望

いたしております。 

 ７月２９日午前中には、東北中央自動車道の新庄湯沢間の整備促進についての

要望会のために最上総合支庁に出向いております。午後からは、加美、大崎、最

上の３市町による道路改良促進同盟会の総会が開かれて出席をいたしておりま

す。 

 ７月３０日、町村議会議長会の意見交換会が自治会館で開かれ、関係者と一緒

に出席をしております。町村議会議員の成り手不足、取り巻いている環境等につ

いて協議をいたしております。 

 ８月４日、広域議会の全員協議会が開かれて出席をしております。組合の職員
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体制の変更等について、規約の変更等についての説明をいただいております。 

 次の日に町の全協を開きまして、その部分について広域の今後の在り方につい

て意見を交わしております。 

 ８月６日から７日にかけて県議長会の中央要望会が開かれまして、その臨時総

会で決議しました各課題についての要望を県選出の国会議員並びに関係箇所に出

向いて要望をしております。 

 ８月１８日、酒田市と石巻市を結ぶみちのくウエストライン道路の早期実現を

目指す沿線市町村議会連携会議総会が酒田市で開かれて出席をしております。こ

の会議につきましては、山形・宮城両県の１１市町村、沿線市町村の議長、副議

長で構成されておりまして、この地域の道路整備の早期整備実現を求めるため

に、国交省、そして財務省、関係省庁に強く要望活動を行うことを決議しており

ます。 

 ８月２１日、２２日と、岩手、秋田、山形の町村議長会の合同研修会が東京で

開かれておりましたので、局長と一緒に出席をしております。各講演をいただき

ながら、我々地方に今求められる地方議会の姿、形、それから成り手不足なりの

いろんな諸問題の講演をいただいております。 

 その中で、次の日に県選出の国会議員との懇談会がありましたので、出席をし

て意見交換会をしております。特に今、私どもの陸羽東線もそうなんですけれど

も、県内では米坂線と陸羽西線、うちのほうの３路線のＪＲが止まっているとい

う実態をしっかり受け止めて、今後の方向性をしっかりＪＲと協議をしてもら

う、その先導役として国会の先生方に、ぜひお願いしたい旨をお話をさせてもら

っております。 

 ８月２８日から２９日には全国広報研修会が開かれておりますので、広報委員

の皆さんと出席をし、研修を深めております。 

 ８月３０日には地元の加藤鮎子衆議院議員が町のほうにおいでをいただきまし

た。今止まった状態の陸羽東線の被害状況の視察と同時に今後の陸羽東線の在り

方、運営の仕方等について、我々の代表としてしっかりその思いをＪＲのほうに

交渉していただく旨を確認をさせていただいております。 

 ９月２日には東北中央自動車道の新庄・湯沢間の建設促進のフォーラムが湯沢

市で開かれ、出席をしております。 

 次の日の３日には、石巻新庄高規格道路建設促進期成同盟会の要望会がありま

して、仙台の東北地方整備局に町長と一緒に出向いております。石巻新庄道路の

早期実現と、それに伴う道路予算の確保について、局長及び関係者に強く要望を

いたしております。 

 以上で報告を終わります。 

議 長  続きまして、最上町監査委員から、地方自治法第２３５条の２第１項の規定に
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基づき実施した令和７年５月分から令和７年７月分に係る出納検査の結果につい

て、同条第３項の規定により報告書が提出されておりますので、ご報告いたしま

す。 

 お手元に配付しております資料をご参照願いたいと思います。 

 なお、詳細については議長室に備えておりますので、後ほどご覧いただきたい

と思います。 

説明員の報告 

 

議 長  次に、本定例会に地方自治法第１２１条の規定により出席された方及び説明員

に委任された職員等を報告します。 

 髙橋町長、伊藤副町長、笠原教育長、金田代表監査委員、渡部農業委員会会

長、高橋会計管理者兼会計課長、阿部総務企画課長、奥山政策調整主幹兼危機管

理主幹、吉田町民税務課長、菅健康福祉課長、奈良建設水道課長、野口農林振興

課長兼農業委員会事務局長、五十嵐ウエルネスプラザ総括管理監兼最上病院事務

長兼介護老人保健施設事務長兼認知症対応型共同生活介護施設事務長、板垣産業

振興管理監兼商工観光課長兼エネルギー産業推進室長兼産業振興センター長、板

垣教育文化課長、髙橋こども支援課長兼こども家庭センター長。 

 これで説明員等の報告を終わります。 

会議録署名議員の指名 

 

議 長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名しま

す。９番 佐澤浩議員、１番 宮本浩議員の両名を指名します。 

会期の決定 

 

議 長  日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１９日までの１１日間にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

議 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から９月１９日までの１１日間に決定し
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ました。 

 なお、会期中の審議予定につきましては、お手元に配付しました予定表のとお

りでありますので、よろしくご協力願います。 

議案の一括上程 

 

議 長  日程第３ 議案の一括上程を行います。 

 同意第２号 最上町教育委員会委員の任命についてから認定第９号 令和６年

度最上町下水道事業特別会計収入支出決算の認定についてまでの３２件を一括上

程します。 

令和６年度一般会計・特別会計決算の一 

括議題と提案理由の説明 

 

議 長  令和６年度最上町一般会計及び特別会計決算の一括議題と説明を行います。 

 日程第４ 認定第１号 令和６年度最上町一般会計歳入歳出決算の認定につい

てから日程第１２ 認定第９号 令和６年度最上町下水道事業特別会計収入支出

決算の認定についてまでの９件を一括議題とします。 

 本件について町長に説明を求めます。 

町 長  それでは、認定第１号から認定第９号まで、令和６年度の一般会計と４つの特

別会計及び４つの公営企業会計の決算についてご説明を申し上げます。 

 冒頭、私からは令和６年度が最上町にとって、かつてない大豪雨災害に見舞わ

れつつも、議会の皆様はじめ多くの町民の皆様と共に懸命にその復旧に努めた

１年間であったことを振り返りながら、この場をお借りいたしまして、そのご理

解とご協力に対し深く感謝を申し上げたいと存じます。本当にありがとうござい

ました。 

 それでは、決算報告に係り、初めに令和６年度決算の全体についてご説明を申

し上げます。 

 一般会計及び４つの特別会計の令和６年度の決算総額につきましては、歳入が

１０６億１，６４０万９，５８６円、歳出は１０１億５１１万２，４２８円とな

りました。前年度の決算額に対し歳入は０．１３％の増加、歳出は０．４７％の

減少となり、全ての会計において収支の均衡を保たれたものであります。 

 また、４つの公営企業会計の決算総額は、収入が２４億１，５３４万

３，１９３円、支出が２５億７，５８３万１０１円となり、４つの会計とも資本

的収支において赤字となっておりますが、内部留保資金によって補塡をされてお

ります。 
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 続いては、認定第１号 令和６年度最上町一般会計歳入歳出決算についてご説

明を申し上げます。 

 令和６年度の町政運営につきましても、町の最上位計画である第５次の最上町

総合計画にある目標の１つ目、「『楽しいね』と言えるまちづくり」、２つ目に

「『幸せだね』と言えるまちづくり」、３つ目は「『安心だね』と言えるまちづく

り」、４つ目は「『豊かだね』と言えるまちづくり」、５つ目は、「『美しいね』と

言えるまちづくり」、６つ目に「『住みやすいね』と言えるまちづくり」を目指し

取り組んでまいりました。さらには、令和６年度の基本姿勢に「自律と協働、笑

顔がつなぐ次代に誇れるまちづくりの推進」を掲げ、重点施策に向き合ってまい

りました。 

 そうした中、繰り返しとなりますが、昨年７月の第一四半期において、かつて

ない大豪雨災害に当町は見舞われ、復旧復興を最優先としながらも、一歩でも二

歩でも当町らしいまちづくりを目指して努力を重ねた令和６年度と言えるものと

捉えます。 

 それでは、一般会計決算の概要からご説明をいたします。 

 歳入につきましては８１億９，０４４万２，３１８円で、前年度に対して１．

０３％の増加となり、歳出につきましては７７億９，６９８万５，７１７円、前

年度に対して０．２％の増加となりました。歳入歳出差引きは３億９，３４５万

６，６０１円となったところであります。 

 各施策を支える歳入の状況につきましては、最も大切な町税収入は全体で７億

７，３９１万２円で、前年度より２，９２２万５，１０９円の減少を見ておりま

す。収納率については、町民税９９．９６％をはじめ、たばこ税、入湯税が

１００％と、町税全体でも９８．２６％と非常に高い収納率となりました。改め

て町民の皆様に対して心から感謝を申し上げたいと存じます。 

 他の主な歳入としては、地方交付税は３７億４３５万６，０００円で、前年対

比で１億２，６３５万２，０００円の増加となり、今般、豪雨災害に対する特別

交付税分が増えたためであります。 

 国庫支出金については６億８，１４０万２，４８２円、前年対比で

２，１５９万８，８９３円の増加。道の駅整備を終える中、災害復旧に係る国負

担によるものであります。 

 県支出金については４億１，３４５万６，９２２円、前年対比で５６４万

４，３５７円の減少。 

 寄附金は、ふるさと納税が大幅に伸び、前年対比で１億４，３８４万

６，３０７円の増加、総額が４億２９７万２０７円となり、当町を応援くださる

多くの方々に対して改めて厚くお礼を申し上げたいと存じます。 

 繰入金は、財政調整基金からのものが多く９億６３０万８，５５８円。結果し

まして、財政調整基金は前年対比で１億３，４００万円減少し、期末残高は８億
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６，６００万円となっております。減少は豪雨災害への対応によるところが大き

いと捉えます。 

 歳入決算額に占める自主財源の割合は３３．９％、国・県等への依存財源割合

は６６．１％であります。 

 続いて、歳出の概要につきましては総合計画の柱に沿ってご説明を申し上げま

す。 

 目標の一つである、「『楽しいね』と言えるまちづくり」につきましては、子育

て大国を掲げながら、子育て世代の経済的支援と触れ合いを通じた子育てを応援

するために、家庭保育応援給付金として３２３万円、令和６年度新規事業とし

て、小学校に上がるお子様の応援に１人当たり３万円、合計１２３万円を支給。

高校生の生活環境の改善に、セミナーハウスの空調の設備設置工事に

１，０５７万２，１００円を拠出するなどしております。 

 目標の２つ目である「『幸せだね』と言えるまちづくり」につきましては、町

は大きなホスピタルの理念の下、地域包括ケア体制を構築しながら、生涯健康な

暮らしを目指し、もっと元気になる講座を１０回開催をし、１１１名の参加を得

ております。各疾病予防に向け、健康診断事業に１，２７５万６，０２３円、予

防接種事業に２，８９５万５，０６８円を支出をしております。 

 目標の３つ目である「『安心だね』と言えるまちづくり」につきましては、こ

れまで重ねて述べておりますとおり、７月の豪雨災害の復旧復興を一義的に目指

して、農林、土木合わせて災害復旧費に２億８，４８４万５３円を拠出をし、令

和７年度の現時点においては、農林分野６割、土木分野８割の復旧がなされてお

ります。今後とも、一日も早い完全なる復旧復興を目指して、鋭意取り組みを継

続してまいりたいと思います。 

 災害の備えに重要な役割を果たす消防活動においては、９款の消防費、合計

２億５，５０１万８，７３０円を拠出をしております。 

 目標の４つ目である「『豊かだね』と言えるまちづくり」につきましては、農

業分野において、農地多面的機能支払事業に１億２，４３１万３，３３２円、中

山間地域等直接支払事業については５，５３１万７，２３０円、圃場整備事業に

６１２万５，０００円を支出をしております。 

 商工分野においては、本格的な運営年度を迎えた道の駅事業において

１，０１１万６，２６４円を支出をし、災害からの復旧後の農林、商工併せて産

業振興により一層貢献しているところでございます。 

 目標の５つ目である「『美しいね』と言えるまちづくり」につきましては、国

を挙げて取り組まなければならない脱炭素社会の構築に向けて、当町らしい展開

を目指し、ゼロカーボンシティ推進事業に１，３６５万２，３４７円を支出、清

掃費には最上広域分担金を含め２億５，４５３万４，６７２円を支出しながら、

持続可能なまちづくりを推し進めてきております。 
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 目標の６つ目である「『住みやすいね』と言えるまちづくり」につきまして

は、住まいの新築・リフォーム時支援を含めて、住環境整備促進事業を展開を

し、１，２１５万２，０００円を支出、ＵＪＩターン促進事業に９０７万

９，７２２円を支出しながら、定住、さらには関係人口を基軸にしながらも、な

お一層ＵＪＩターンを促進してまいりたいと思います。 

 以上のような事業展開の下、予算に対する執行率は、歳入で９９．１２％、歳

出が９４．３６％となりました。 

 決算に係る財政指標は、いずれも基準内にあります。 

 また、経常収支比率は９１．６％と、前年度より４．９％の改善となりました

が、なお一層の財政健全化に取り組む所存でございます。 

 次に、認定第２号 令和６年度最上町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

についてご説明を申し上げます。 

 決算額は、歳入が１０億２，４０５万１，８６４円、歳出は１０億

１，２８９万２，８２６円、歳入歳出差引き額で１，１１５万９，０３８円とな

りました。 

 国保税収入を見ますと１億９，０４１万１，２１２円で、前年度より９５１万

１，０１０円の減少となりました。収納率は前年度を０．２２％下回りました

が、９６．８８％と、町民の皆様のご理解を得ながら高い収納率を維持をしてお

るところであります。 

 次に、認定第３号 令和６年度最上町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算についてご説明を申し上げます。 

 決算額は、歳入が１億３，４８０万２，２６４円、歳出は１億３，３００万

５，１１１円で、歳入歳出差引き額は１７９万７，１５３円となりました。 

 後期高齢者医療保険料の収入は９，２５５万３，１００円で、収納率は５年連

続の１００％となっております。 

 次に、認定第４号 令和６年度最上町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につ

いてご説明を申し上げます。 

 決算額は、歳入が１２億４，９７８万６，３８６円、歳出は１１億

４，５８３万９，４９２円で、歳入歳出差引き額は１億３９４万６，８９４円と

なりました。 

 介護保険料収入は２億４，１０１万１，９２６円で、収納率は前年度を０．

１１％上回り、９９．６１％となりました。 

 次に、認定第５号 令和６年度最上町立最上病院事業特別会計収入支出決算に

ついてご説明を申し上げます。 

 決算額は、収益的収入が１１億６，４２３万３，７２９円、支出は１１億

３，８２５万６，５１０円で、収益的収支においては２，５９７万７，２１９円

の黒字となりました。 
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 資本的収入は、企業債等繰入金によって７，６１３万５，０００円、支出は

９，４２４万７２３円となり、１，８１０万５，７０２３円の不足額につきまし

ては留保資金で補塡をしたところであります。 

 一般会計からは５億３，６８５万５，０００円を繰入れをしております。 

 最上病院の利用状況については、外来患者数が延べ人数で前年度より３４５人

減少の２万２，８２９人で、入院患者数は前年度より２９１人減少の１万

６，２６５人となっております。 

 病床の利用率は、前年度より１．１％減少の７４．３％でありました。進む人

口減少の状況にあっても、高齢化社会を支える最上病院の果たすべき役割は重要

なことに変わりはありませんので、経営の強化プランにのっとり、持続可能性を

追求しながら、我が町の医療体制を守っていくべく努力するものであります。 

 次に、認定第６号 令和６年度最上町介護老人保健施設事業特別会計収入支出

決算についてご説明を申し上げます。 

 決算額は、収益的収入が３億４，４１０万４，５９４円、支出は３億

３，３１１万４，５９３円で、１，０９９万１円の黒字決算となりました。 

 資本的収入は１，６３２万７，０００円、支出は３，５０３万９，６３０円と

なり、１，８７１万２，６３０円の不足額につきましては、留保資金で補塡をし

たところであります。 

 一般会計からは８，５０４万５，０００円を繰入れをしております。利用状況

については、長期・短期利用者の延べ人数が１万７，８３８人で、前年度より

１１２人の減少となりました。 

 続きまして、認定第７号 令和６年度最上町水道事業特別会計収入支出決算に

ついてご説明申し上げます。 

 決算額は、収益的収入が２億５，５６３万２５０円、支出は２億５，２５９万

５，９３６円で、収益的収支は３０３万４，３１４円の黒字決算となりました。 

 資本的収支は、収入が９，１８１万１，０６９円、支出は２億５７６万

２，１７９円で、１億１，３９０万１，１１０円の不足額については留保資金で

補塡をいたしました。 

 一般会計からは７，３５０万６，０００円を繰入れをしております。 

 給水戸数については２，６５５戸、給水人口は７，０６１人で、普及率は人口

比で９７．７％となっております。 

 次に、認定第８号 令和６年度最上町瀬見温泉管理事業特別会計歳入歳出決算

についてご説明を申し上げます。 

 決算額については、歳入が１，７３２万６，７５４円、歳出は１，６３８万

９，２８２円で、歳入歳出差引きは９３万７，４７１円となりました。７月の豪

雨災害による営業被害は甚大でありまして、一般会計から５９１万５，０００円

を繰り入れております。 



 14 

 次に、認定第９号 令和６年度最上町下水道事業特別会計収入支出決算につい

てご説明を申し上げます。 

 当企業会計は、令和６年度から農業集落排水事業特別会計と浄化槽事業特別会

計を統合しております。 

 決算額は、収益的収入が３億１４７万４，３５１円、支出は２億９，６４４万

６，４３９円で、収益的収支は５０２万７，９１２円の黒字決算となりました。 

 資本的収支は、収入が１億６，５６２万７，２００円で、支出は２億

２，０３７万４，０９１円で、５，４７４万６，８９１円の不足額については留

保資金で補塡をいたしました。 

 一般会計からは１億５，１９７万６，０００円を繰入れをしております。 

 水洗化の状況を申し上げますと、下水道区域内においての戸数比率で８４．

９％、農業集落排水区域では同１００％、浄化槽事業では同５６．１％となって

おります。 

 以上、認定第１号から認定第９号まで、令和６年度一般会計並びに各特別会計

の決算についての説明を終わります。 

 最後に、各会計で計画された事業につきましては、前年度からの繰越事業も含

めて、ほぼ計画どおりに実施されたものと捉えておるところであります。これも

ひとえに議会の皆様をはじめ町民の皆様の町政に対する温かいご理解とご支援に

よるものでありまして、重ねて厚く感謝を申し上げる次第であります。 

 ４つの公営企業会計については６月２４日から４日間、一般会計と４つの特別

会計については７月８日から７月３０日にわたり、また、財政健全化判断比率及

び資金不足比率については７月３０日に監査委員の審査を受け、別紙のとおり審

査結果に基づく意見書を提出いただいたところであります。 

 詳細につきましては、審議の過程におきましてご説明をいたしますので、よろ

しくご認定を賜りますようお願いを申し上げます。 

 ありがとうございました。 

決算特別委員会の設置及び付託 

 

議 長  日程第１３ 決算特別委員会の設置及び付託を行います。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となりました認定第１号から認定第９号までの９件について、議

員全員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 
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議 長  異議なしと認めます。 

 したがって、議題の９件については、議員全員をもって構成する決算特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 ここで、決算特別委員会を開催し、正副委員長を互選するため暫時休憩しま

す。 

 休  憩 １０時４４分 

再  開 １０時４４分 

議 長  会議を再開します。 

決算特別委員会 

 

臨時委員長  委員会条例第９条第２項の規定によりまして、委員長が互選されるまでの間、

年長委員であります私が臨時委員長の職務を行います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 ただいまの出席委員は９名です。 

 ６番 須貝康幸委員から欠席の届けがあります。 

 ただいまから決算特別委員会を開会します。 

 これより、委員会条例第８条第２項の規定により委員長の互選を行います。 

 お諮りします。 

 委員長の互選の方法については、指名推選にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

臨時委員長  異議なしと認めます。 

 したがって、互選の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、臨時委員長が指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

臨時委員長  異議なしと認めます。 

 したがって、臨時委員長が指名することに決定しました。 

 委員長に総務文教常任委員長の菅孝委員を指名します。 
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 お諮りします。 

 ただいま指名しました菅孝委員を委員長とすることにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

臨時委員長  異議なしと認めます。 

 したがって、決算特別委員会の委員長は菅孝委員と決定しました。 

 それでは、特別委員長と交代しますので暫時休憩します。 

 ご協力ありがとうございました。 

 休  憩 １０時４７分 

再  開 １０時４７分 

決 算 特 別 

委 員 長 

 ご苦労さまです。 

 会議を再開いたします。 

 それでは、改めまして、令和６年度一般会計及び特別会計決算の審査に当た

り、決算特別委員長として選任いただきました菅孝です。 

 よろしくご協力お願いいたします。 

 それでは、これより最上町議会委員会条例第８条第２項の規定により、決算特

別委員会副委員長の互選を行います。 

 お諮りします。 

 副委員長の互選の方法については指名推選にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

決 算 特 別 

委 員 長 

 異議なしと認めます。 

 したがって、互選の方法は指名推選で行うことに決しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、委員長が指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

決 算 特 別 

委 員 長 

 異議なしと認めます。 

 したがって、副委員長の指名の方法は委員長が指名することに決定しました。 

 決算特別委員会の副委員長に総務文教常任委員会の尾形勝雄委員を指名しま
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す。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました尾形勝雄副委員長とすることにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

決 算 特 別 

委 員 長 

 異議なしと認めます。 

 したがって、決算特別委員会の副委員長は尾形勝雄委員と決定しました。 

 これで本日の決算特別委員会を終了します。 

 ご協力ありがとうございました。 

議 長  会議の再開は１１時から再開します。 

 休  憩 １０時５０分 

再  開 １１時０１分 

議 長  会議を再開します。 

一般質問 

 

議 長  日程第１４ 一般質問を行います。 

 質問の順序は通告順に行います。 

 持ち時間は答弁時間も含め４５分以内とします。 

 質問、答弁に際しましては、ともに最上町議会会議規則第５３条並びに最上町

議会運用例の規定を遵守し、簡明にされるよう願います。 

 ２番 栗林浩子議員に発言を許します。 

２ 番 

栗 林 

 おはようございます。 

 町議会議員に就任してから、早いもので２年がたち、任期の折り返し地点とな

りました。まだまだ力不足を痛感する日々ではございますが、町民の皆様にとっ

て本当に必要なことは何か、それを常に考え活動してまいりたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日、私からは２点の質問をさせていただきます。１点ずつお答えいただきた

いと思います。 

 まずは、若者定住環境づくりと継続的な支援についてを質問いたします。 

 少子高齢化による人口減少の加速化は、ますます深刻になっています。若者定

住環境モデルタウンの建て売りのモデル住宅分譲地は既に完売しており、定住促
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進住宅、集合住宅のほうになると思いますが、こちらにも多少の入居者の入れ替

わりはありますが、大体ほとんど満室になっている状態が続いているのではない

でしょうか。 

 町は若者が定住しやすい環境づくりに取り組んでいますが、残念ながら人口増

につながる抜本的な対策としての長期的な効果を期待するのは難しいのではない

でしょうか。子育ての支援金や給付金は十分なのでしょうか。女性の就労環境、

育児支援の課題は町はどう捉えているのでしょうか。男女の家事・育児分担の意

識改革もまだ不十分だと感じています。 

 雇用対策については以前にも質問させていただきましたが、地方には希望する

職種や待遇のよい仕事が少なく、町では企業支援、新規就農支援などにも取り組

んでいますが、資金的なリスクや手続の煩雑さが壁になっているように思いま

す。また、定住後の継続的な支援が不足しているのではないかと感じます。町外

から来た方に対する一時的な支援だけでなく長期ビジョンが必要なのではないで

しょうか。 

 若者定住環境の強化、子育て世代の就労環境問題、子育て支援の拡充、家事・

育児分担の意識改革、これは当事者の問題よりも家庭や地域住民の理解が必要と

考えております。これらの問題について町はどう捉えていらっしゃいますか。 

町 長  ２番さん、栗林議員の１点目の若者定住環境づくりと継続的な支援についての

ご質問にお答えをいたします。 

 初めに、若者定住環境の強化についてのご質問でありますが、現在、若者定住

促進住宅の集合住宅への入居状況は、議員がおっしゃるとおり、ほぼ満室に近い

状態を維持をしており、多少の入居者の入れ替わりはありますが、多くの若者世

帯に利用をいただいているところでございます。このことは一定の定住促進策が

効果を発揮しているあかしと考えます。 

 ただし、モデル住宅や分譲地が完売している現状を踏まえますと、今後の住宅

供給及び環境整備の在り方について、地域のニーズを分析していく必要があると

認識をしております。 

 少子高齢化による人口減少が深刻化する中にあって、特に若者層の定住環境づ

くりは、町全体にとっても非常に重要な施策であると痛感をしているところでご

ざいます。定住環境づくりについては、定住供給面だけでなく、従来の施策の枠

組みを超えた複数の分野に基づく長期的・総合的な取り組みが必要であります。 

 こうした中、当町では現行の住宅施策を推進するとともに、維持するととも

に、新たなニーズに対応するため、各省庁において創設されている補助事業等を

活用した定住促進空き家活用住宅の新たな整備に向けて、町内の利活用可能な空

き家や空き地の掘り起こしと空き家バンクの運用に共に取り組んでおるところで

ございます。 
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 定住促進住宅の現状はおおむね良好であり、施策の一定の成果が確認できてお

りますが、人口増加に向けた抜本的な対策として、今後も継続的な努力が求めら

れているところでございます。 

 次に、子育て世帯の就労環境問題についてもお答えをいたしたいと思います。 

 地方は都市部に比べ職種の選択肢は少ないものの、都市部では実現できない仕

事もたくさんあると捉えております。地方の風土や伝統文化の奥深さに魅力を感

じ、それらに根差した仕事をなりわいとしたり、農業に魅力を見いだし就農を希

望する者など、地方への移住を考える方も増えてきております。いかにこの最上

町の魅力を知ってもらうかが定住や移住促進の鍵であると捉えておりまして、観

光振興室や産業振興センターでの情報発信のほか、商工会やふるさと回帰支援セ

ンターとの連携も行っております。 

 また、当町では産業連携の事業や新規開拓事業を考える方への支援として、平

成２５年度より農観商工ビジネスチャンス支援事業、そして夢チャレンジ交付金

事業などの施策を展開をしておるところであります。本年度採択された２事業を

含め、これまで３５件の事業が採択され、当町ならではの特産品の開発や独自性

のある飲食店の開業など、インターネットの有効活用など様々な新規事業が展開

されてきたところであります。 

 このように、世代や性別を問わず、やる気のある方々に対してのバックアップ

はもちろんのこと、継続した経営相談にも力を入れておるところでございまし

て、さらにこの産業振興センターでは、女性の就業や企業キャリアアップに係る

県や国の支援事業も発信をしているところであります。 

 最近では、女性が職場で活躍するために必要なスキルを学べるやまがた女性キ

ャリアアップセミナーや社会人女性のキャリアアップや、女子学生の地元定着意

欲の向上を目的に開催をされている交流会「Yamagata Women's Link」の案内な

ども行っているところでありまして、ＳＮＳを活用されている方であれば、産業

振興センターの公式アカウントに登録していただくことで、よりタイムリーに情

報を取得することが可能でありますので、あわせてご紹介をいたしたいと思いま

す。 

 続いて、子育て支援の拡充についてのご質問でありますけれども、初めに現在

当町が実施をしている子育て世帯に対する経済的な支援策を挙げてみますと、出

産育児応援給付金をはじめ妊婦支援給付金や家庭保育応援金、小学校入学祝い金

や児童手当、さらには保育料の段階的無償化、高校生以下の医療費無償化など多

岐に及んでいるところでありまして、この中には国や県の補助事業もあります

が、町独自の事業も様々あり、他の自治体と比べても決して劣らない施策である

と捉えておるところでございます。 

 しかしながら、全国的に加速化の進む少子化現象の中で、どの自治体も独自の

子育て支援策を多方面に実施をしておりますので、当町における支援策が直接出
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生率や子どもの増加に結びつきにくい現状にあることも事実であろうと思いま

す。 

 子育て支援の内容や充実とは自治体ごとに異なり、人口規模や財政状況によっ

ても、そのサービスの質や量に差が出ると考えます。さらには、住んでいる地域

で受けられる支援が均一ではないなどの地域格差が生じているといった課題も多

い現状にあると感じておるところであります。 

 こうした課題を受けて、当町といたしましても、冒頭申し上げましたように、

経済的支援に加えて育児負担の軽減に向けた様々な支援策を実施をしているとこ

ろでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 今後は、今年度設置をしたこども家庭センターを中心として保護者のニーズに

しっかりと寄り添い、新たなサービスの開発や地域資源の発掘など、こども家庭

センター機能の強化・充実を図り、必要な支援が確実に届くよう、一層の子育て

支援策の推進に努めてまいりたいと思います。 

 最後に、家事・育児分担の意識改革についてのご質問もありました。 

 当町では、第２次の男女共同参画計画に基づき、家庭、地域での男女共同参画

を推進することを重要な柱として捉えておりますので、特に家庭生活において

は、夫婦がお互いの人格と人権を尊重し合い、自立を支え合うことを基本理念と

して、男女が共に家事や育児に積極的に参加できる環境づくりを目指しておると

ころであります。 

 具体的な施策としては、家事・育児への意識改革を促進するため、男性の参加

を後押しするイベントや教室の開催に力を入れております。例えば料理教室や親

子参加型の育児イベントの実施など、夫婦が共に学んで協力するきっかけになる

場を設けておるところであります。 

 また、町民アンケート調査で、女性の家事負担が依然として高い現状が明らか

になったことを受けまして、男性の家事や育児参加もさらに推進をし、地域全体

での意識改革に取り組む方針であります。 

 今後もこれらの取り組みを通じて、若い世代を含む全ての町民が安心して暮ら

し、共に未来を築いていける環境づくりに全力で取り組んでまいりますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 現在、町は、令和８年度から１２年度までの５か年を計画期間とする第５次の

総合計画の後期基本計画を策定をしておりまして、この中で議員のご質問にあり

ますように、若者定住環境づくりと子育て支援につきましては、本計画の重要プ

ロジェクトとして位置づけるとともに、町民の皆さんをはじめ関係機関や団体の

皆様との連携と協働、そして各課連携による長期的かつ総合的な施策を展開して

まいりますので、議員のご理解とご協力をお願い申し上げて、まずは答弁とさせ

ていただきます。 

 ありがとうございます。 
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２ 番 

栗 林 

 住宅の環境ということで、今の答弁にもございましたように、空き家の利用と

いうのは、やはり私もポイントかなと思っております。ただ、若い人が住まうと

きに、今の現状のまま使えるところというのが空き家というのは、私が見た限り

では、そのままというのはやはり厳しいかなと思う空き家が多いなというのは実

感しております。リフォーム等を考えるというのも、ぜひお願いしたいところで

す。 

 また、このたび発行された広報もがみの８月号のほうで、「最上町に住む」と

いう特集が組まれておりまして、転出された方のアンケート記事等が載っており

ましたことを拝見いたしました。 

 その転出された方から町にどのようなサポートが必要かという質問では、やは

り１が住宅の支援、それから２が子育て支援、最後が就業支援ということで、や

はりこの３つというのは、実際に最上町に来ようかなと思った方から見ても、や

はりこの３つ、三大問題といいますか、大きな問題があるなというのは本当に実

感して、この広報を読んで、ああ、やはりそうかというように感じました。 

 また、Ｕターンして実家の家業を継いだ方のお話、また都会から移住された農

業生産法人で憧れの農業を始めたという１０代の若者の記事を読ませていただき

ました。この２人は移住定住がうまく進んで、これから未来に向けて最上町で頑

張っていこうという方のご紹介だったと思います。大変いいご紹介だったとは思

います。 

 しかし、結婚などを機に最上町に定住されて、例えば５年、１０年、例えばお

子さん、女性の方でしたら、若い方でしたら、お子さんをちょっと産んだりし

て、少し一段落ついたぐらいの方へのサポートといいますか、そういう方のご意

見というのは町では聞いたことがあるんでしょうか。 

 実は私、先日、最上町に来て３０年以上経った女性の方から話を聞いてほしい

と言われたことがあります。私も実は２５年ですかね、最上町に来て、そのぐら

いたったんですけれども、その話を聞いた方からは、いろいろ思うことがある

と。実は何十年たっても移住してきた人間というのは、それなりにいろんなこと

を考えているし、多少なりともストレスというのを抱えているというお話を聞か

せていただきました。 

 私、そのときに思ったんですけれども、私、２５年前にこちらに来まして行政

に関わる仕事をさせていただいていたんですが、その中で、ここに来て、「最上

町のことをどういうふうに思われましたか、どんなふうに感じていますか」とい

う意見を尋ねられたことが実はないんですね。「何で来たのか」とか「どうして

知り合ったの」とか、そういうことはたくさん聞かれたんですけれども、実は最

上町を外から見た、外から来た人が見てどんなふうに感じるんですかというふう

に尋ねられたことが残念ながらないんです。 

 私、今、移住者のことを考えていただけるなら、移住して数年たった方の意見
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って聞くべきではないかなというふうに思うんです。例えば先ほど言った若者定

住促進住宅、たしか平成２８年ぐらいでしたからね、取り組みまして七、八年た

ったと。例えば新しい土地を、そちらに引っ越してきた方で土地を購入された

方、家を建てた方も、多分５年、６年、たたれたのではないかなと思います。そ

ういった方からのご意見を私はぜひ町では聞いてほしいと思うんです。 

 成功例とか、よかったとか、そういうことだけではなくて、できればクレーム

とか厳しいご意見、そういう厳しい意見こそが今後の若者の定住促進に必要なこ

とだと思うんです。その辺の少し定住してすぐではなくて、５年、１０年たった

方のご意見を聞いてはいかがかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

町 長  今、大変きめ細かい、まさしく大事な視点をご指導いただきました。まさしく

これからの移住定住、子育て支援も含めて若者の定住も含めて考えたときに、ど

う町民と向き合うかということが大事で、そして私、これもいつも言う。ただ来

てください、来てくださいだけではなかなか駄目だ。そこに私、住宅政策、そし

て子育て施策がどういうふうになっているんだかということを向き合うというこ

とも物すごく大事でありますし、この前、消防でも発信させていただきました。

２名の方が最上の魅力を感じて農業をして今頑張っている方もおられるんですよ

ね。そのため職場環境、体験交流、これはまず来てくださいの前に、ぜひ交流の

施策をするということが最も大事でありますし、子育て大国最上町、私は子育て

支援については、ほかの町村に負けないような温かい支援する、何よりも、これ

も何回もお話ししますように、次の時代の子どもたちの笑顔いっぱいあふれるそ

ういうまちづくりをしようということが私の大きな政治の理念でもありますし、

一つひとつ言っていただいた体験をするＩターンＵターンに向け、そのためには

本音で語り合えるそういう話合いの場というのは最も大事であるということは言

われるとおりでありますんで、これからもいろんな形で頑張っていきたいと、こ

んなふうに改めて今言っていただきました。 

 これをただ言うだけでなくて、じゃ、次のステップとしてどうするかというこ

とも私は大事なことでないかなというようなことで、繰り返し、そういう意味で

も、ただ言うだけでなくて、そういったことが一つひとつのセットとして町民に

向ける出前講座なんかも町の姿勢として望んでおりますんで、改めて私は若い人

たちがいかに最上町の魅力を、それには今日の全協でもお話ししましたように、

ただ単にでなくて、この最上町は昔からこんなにすばらしい伝統文化があるんだ

よ、地域の絆づくりがいろんな、この前も最上祭りのあの大盛況のああいったき

っかけもいいよねという形に私はつながるし、この前、日本福祉大学の学生さん

が１８名が最上町に来て体験をしていただきました。改めて改めて福祉のまちづ

くりとして、さらに魅力あるまちづくりとしてどうあるべきかということで、い

ろんな提言もいただく中で、そういった意味での職場体験、体験交流、本音で向
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き合う、そこに制度もうまく活用して来ていただく、これがなければ私は大変だ

なというようなことで、若者定住関係のモデルタウンについても大変好評をいた

だいております。 

 さらに、これからの移住定住も含めて来ていただくための、あそこの農協の跡

地をいかにこの若者定住環境モデルタウンのような形に、地下水を活用して除雪

もしなくてもいいぐらいのない制度も発信しているわけでありますので、こうい

ったことも含めて、今、農協さんと本音で語り合いながら、これも行政だけでな

くて官民連携の運営体制なんかもしたいという形も今進めておりますので、大変

話長くなりましたが、一つひとつ、今、栗林議員が言ったことも、大事な課題と

して取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

２ 番 

栗 林 

 そうですね、若者定住環境、ぜひ今のスペース、町長のおっしゃられたような

場所があって、もし取り組む方向で考えていただけるなら、ぜひ、さらに広げ

て、例えば住まいだけではなくて、何が若者の皆さん、定住するにはどんなもの

が欲しい、こういう施設があったらうれしい、そういったものをぜひ聞いていた

だいてお願いできればいいなと思います。 

 定住ということになりますと、ああいう問題になったときに、他県のことです

が、例えば地域おこし協力隊が地域をよくしようと思って積極的に活動すれば活

動するほど、残念ながら地域と衝突が発生してしまう、そんな残念な事例という

のが一時期問題になったことがございました。それだけ地域住民の皆さんとのコ

ミュニケーションの取り方というのは大変一番難しいかなと、いろんな問題の中

でも、かなり難しい問題なのではないかなと思います。 

 このコミュニケーションの取り方というのも、以前と今と少しずつ少しずつで

すが変わってきたというように思っています。現在の２０代、３０代の方たち

が、どのように地域との関わりを持っていこうと思っているのか、できれば地域

に溶け込んで、今、移住した方も、もともといる方とうまくコミュニケーション

が取れたらいいなと思います。 

 ただ、やはり私が来た頃は、移住者はこの地域のやり方に従っていくのが一番

地域に溶け込んでいくコツだよというようなふうに言われたことがあります。確

かに地域に溶け込むというのは大変重要なことですし、私も努力というか、自然

にやっぱり受け入れてくださる地域があったので、大変すんなり私はうまく、ず

うずうしいほうなので割とぐいぐい入っていって、結果的にはうまくいったと自

分では思っています。 

 ただ、それがやはりうまくいけない方とかもいらっしゃると思うので、今の皆

さんの考えるコミュニケーション、もともと地域に住んでいる方のコミュニケー

ション、そういったものの少し差を埋めるようなやっぱりサポート、こういった

ものをぜひお願いしたいなと思います。 
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 移住者を支援する町のサポートとして、もがさぽさんという団体さんが移住者

の交流会などを開いて、いろいろサポートをしてくださっているということを伺

っています。なので、いろいろ移住の初心者の方、中級者の方、また本当に長く

住んでいる方、こういった方もいらっしゃるので、そういう方との交流会などが

できればいいのではないかなと思います。 

 最上町、どういうところがいいですかとお尋ねすると、よく町長もおっしゃる

のが、自然がすばらしい、人が温かい。本当に魅力的な言葉なんですが、山形県

最上郡見て、自然というのは本当にこの辺どこに行っても本当にすばらしいで

す。そして人はやはり温かいです。もうそれはどこに行っても、どこの地方が冷

たい、温かいというのはやっぱりないと思います。日本国内どこに行っても人は

温かいなと私は感じています。 

 その中で、いかに最上町を選んでもらうか。移住希望、地方に移住したいとい

う希望がある方の中で、いかに最上町を選んでもらうか、そういうことをぜひ今

後考えていただきたいなと思っております。 

 すみません、ちょっと時間がないので次の質問に移らせていただきます。 

 もう一つの質問は、介護サービス業務の適正な給料と報酬について。こちらを

質問させていただきます。 

 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所な

ど、介護施設といっても他ではいろんな介護施設があり、介護に携わるたくさん

の方が働いていらっしゃいます。また、社会福祉協議会などが行っている居宅介

護支援、訪問介護、それから入浴介護など、介護と一言で言っても様々な業務が

あると思います。 

 以前から介護スタッフ不足の問題が度々取り上げられていることは私から言う

までもありません。介護職は身体的にも精神的にも負担が大きい上に人材不足で

あり、さらに負担が大きく厳しい現場であると感じています。また、ほかの業種

に比べ給与水準が低い傾向があり、例えばですが町の職員さんなどとは異なり定

期的な昇給は難しいということも聞いています。 

 先日、社会福祉協議会さんの資料を拝見しまして、介護サービスの収入が大幅

に減っており、積立金の取崩しなどで補塡しており、今後の運営がかなり厳しい

状況にあるという資料を拝見させていただきました。この状況で介護職の皆さん

の働きに見合う十分な給料・報酬を支払うことができているんでしょうか。 

 少子高齢化により高齢者世帯が増え、介護施設や介護サービスのニーズはます

ます増加します。十分なスタッフを確保するには、それ相応の報酬が必要だと思

います。社会福祉法人が運営する施設やサービスではありますが、町では介護職

の給料や報酬について、どのようにお考えでしょうか、お尋ねします。 

町 長  栗林さんの２点目のご質問にお答えをいたします。 
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 介護サービス業務の適正な給料・報酬についてのご質問でありました。 

 まず、議員ご指摘のとおり、持続可能な介護サービスを提供し続けるために

は、介護職員の経済的・社会的な待遇改善は、本町のみならず全国的な喫緊の課

題であると認識をしております。介護報酬と呼ばれる介護事業者に支払われる報

酬は、介護保険制度に基づいて提供されるサービスの対価として国が定めた単価

を基準に設定をされておりまして、利用者は費用の１割から３割を自己負担を

し、残りは介護保険の公費や保険料で賄われており、介護報酬は国により原則と

して３年に一度改定され、社会情勢や財政状況、介護業界の実態に応じて内容が

見直されるシステムとなっております。 

 介護報酬は高齢者に必要なサービスを提供すると同時に、介護事業者の経営を

支える役割を果たすものでありまして、高齢化社会において介護サービスの充実

を図るために重要な仕組みとなっております。介護職員の賃金向上を通じて人材

確保や離職率の低下を図るため、介護職員の待遇改善を目的とした仕組みで介護

報酬の中に組み込まれているものが介護職員等処遇改善加算であります。これは

介護報酬に上乗せをされる形で支給されるものでありまして、事業所が職員の待

遇改善を行い、要件を満たした場合に加算を受け取れるものとなっております。 

 介護職員等処遇改善加算を受けるためには、事業所が職員の賃金改善計画を策

定をし、実際に賃金改善を実施する必要があるものとなっております。加算は、

事業所の規模や取り組み内容に応じて異なる率も設定されておりまして、より積

極的な取り組みを行う事業所ほど、高い加算を受けられる仕組みとなっておりま

す。 

 町ではこのような制度改正等を介護事業所に周知を図りながら、また加算を受

けるための書類作成の相談を受け、介護事業所が処遇改善加算を受けるための支

援を行っておるところであります。 

 高齢化が進む中で、介護報酬等処遇改善制度は介護業界において重要な役割を

果たしておりますので、賃金向上や待遇改善に一定の成果を上げている一方で、

働き方改革等の労働環境や人材不足の課題は依然として残っていると認識をして

おります。介護職員の待遇改善に向けては、町だけで問題解決することは困難な

状況でありますので、国・県との連携を強化しつつ、町内の事業者や職員の皆さ

んが安心して働き続けられる環境の整備に努めてまいりたいと思います。 

 また、県と協調しながら機会を捉えて、国に対してさらなるこの介護職の処遇

改善を要望してまいりますので、引き続き介護職員のスキルアップ等の支援を行

いながら効果的な施策を模索し、本課題に取り組んでまいりますので、議員ご理

解をお願いを申し上げて答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

２ 番 

栗 林 

 いろいろな制度、それから報酬に関する決まり、そういったものがあっての今

の状況ではないかなというふうに感じています。 
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 ただ、本当にこのままでいくと、こういった介護サービスをされている団体さ

ん自体の運営といいますか、そういうのがどんどん厳しくなってしまう、また、

働いていく方がどんどん減少してしまう、そういったことが懸念されるわけで

す。何とかこの打開していく方法を国や県からの支援をいただいて、何とか立て

直していくというか、運営自体がなくならないような対策を打っていかなければ

ならないなということは本当に感じています。 

 そして、この介護サービスとともに、もっと介護にならないぐらい、ならない

と言ったら変ですね、例えば自宅で暮らしている方々の自宅のお買物のサポート

ですとか、あと例えば移動の支援とか、いろいろな問題があるわけなんですけれ

ども、大堀地域のほうで、ご家庭にいる方の日頃の生活のサポートをしていただ

いている団体さんがありまして、本当に安いお値段でボランティアをしていただ

いております。このボランティアさんというのが、なかなか集まらないという

か、そういうことが大変問題になっておりまして、向町のあるＮＰＯ団体さんで

も同じようなサービスをしていたんですが、何が問題かというと、結局そういっ

た働いてくれるスタッフがいないということで、私もそういったサポートをして

くださる方がいないのかなと思って、少し民間のボランティア活動等をされてい

る方にお声がけをしたことがありました。というのは、こういった介護サービス

を経験されて退職された方のような方に、今、本当の寝たきりの方ではなくて生

活をするのに、少しお一人で暮らしていて、ちょっとサポートが欲しいというよ

うな方のボランティア活動をしていただけませんかということを、この介護の経

験者の方にお願いしに行ったことがあります。そうしますと、残念ながら、「あ

あ、私やっていたから少しのサポートならするよ」という返事を私、期待してい

たんですけれども、残念ながら経験者ほど、「申し訳ないんですけれども、私も

うできません」というようなお断りの回答をいただく方がほとんどでした。その

くらい、やはりご自分の働いていた仕事というのは大変な仕事だったんだろうな

というふうに感じています。 

 例えば、この介護サービスとか、どのぐらい大変なのかというのは、やはり経

験してみないと分からないと思うんです。例えば町の職員さん、新規の職員さ

ん、いろんな研修を受けられると思うのですが、そういうものの中にこういった

介護サービスの研修などを取り入れて、どのくらいこういう介護職というのが大

変なのかというのを、短い期間でもいいんですけれども経験されるというのはど

うかなと思いますけれども、町でそういった取り組み、いかがでしょうか。 

町 長  これも大変きめ細かいアイデアを言っていただきまして、ありがとうございま

す。 

 ただ、この前、例えばはっぴーバスケットって誕生しましたよね、永井先生か

らのご寄附を頂いてね。このことによって大勢のボランティア団体が改めて発生
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したということですよね、ゆりの会であったりね。 

 そして、プラス、これも大きな事業にしようという形で今回取り組んでいる子

ども食堂、このことについても大堀の地域もそうですし、向町地域も富沢地域、

３地域でさせていただいたときに、大勢のボランティアの人たちがたくさん参加

をして、おいしいよねという子どもたちと体験をした、このことが食を通して生

産者、高齢者も元気になるということです。 

 いろんな介護報酬的ないろんな加算については制度的なこともございますの

で、先ほど答弁したように国・県との連携を取りながら、これは当然のこととし

てこれからも進めていきますが、改めてどういうふうに私は期待されて生かされ

ているかということの体験をさせることが、そういったことがボランティアにも

つながり、生きがいにもつながるということで、健康の町、福祉のまちづくり、

そういったことで笑顔いっぱいあふれるまちづくりという形で進めております。 

 ただ、課題はあります。今、栗林さんが言ってくれたようないろんな課題もあ

りますけれども、そういった方々に丁寧に向き合いながら、気にしていただく、

気づかせてやるということも、これから私はまちづくりの最も大事な視点であり

ますので、高齢化、それは悲観する必要はない。高齢者はまちづくりの財産です

から、光る光齢者と書きましょうというお話ししたところ、子どもたちからは、

笑子化、笑顔いっぱいあふれるまちづくりという話も含めて言ってくださいと子

どもからも教わりました。 

 そういったことが、繰り返しになりますが、この前の最上祭りのあの文化にも

つながっているし、いろんな地域づくり、子育ての支援も含めて子ども食堂にも

つながっているなと。 

 いろんな課題はありますけれども、そういった気づかせてやるということが、

私はこれからの自治協働の町民が主役、期待されているんだということが大事で

ないかなと、こんなふうに思っておりますので、思いは共有させていただきます

ので、これからもいろんな面でのアドバイス、ご指導をいただく中でお願いをし

たいと思います。 

 ありがとうございます。 

２ 番 

栗 林 

 今、町長の口から子ども食堂という言葉が出まして、私も２か所ほど見学をさ

せていただいたんですが、地域の皆さんが協力していただいて大変いい活動だっ

たと思います。 

 ただ、やはりこの子ども食堂にしても、介護サービスというか生活の見守りに

してもそうなんですけれども、あるこの日というふうに決めたイベント的なもの

だと、割りと協力してくださる方、多いんですね。例えば子ども食堂もこの日に

行いますと言いますと、やはり地域の方がいろいろ協力してくれます。本当に協

力はありがたいことです。 
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 ただ、やはり継続的なそのニーズに合わせて活動するようなボランティアを、

必要な方に対するボランティアを組織するというのは本当に難しいことです。こ

れ、介護でも子ども食堂でも同じだと思うんです。なので、やはり地域のボラン

ティア、いろんな面でのボランティア活動を積極的にしていただける団体なり人

材の確保というのは、これからいろんな面で大変大切ではないかなと思っており

ますし、もし、できましたら私も協力したいなと思います。 

 ちょっと話の方向、少しずれてしまいましたが、これで私の質問、終わらせて

いただきます。 

 ありがとうございました。 

議 長  これで、２番 栗林浩子議員の一般質問を終わります。 

 ここで１３時まで休憩します。 

 休  憩 １１時４４分 

再  開 １３時０１分 

議 長  それでは、休憩前に復し会議を再開します。 

 引き続き一般質問を行います。 

 ８番 山﨑香菜子議員に発言を許します。 

８ 番 

山 﨑 

 私も、栗林議員と同様、１期目の折り返し地点となりました。まだまだ勉強不

足ではございますが。引き続き民間、また女性、そして母親としての視点から頑

張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、私の一般質問を始めさせていただきます。今回２つの一般質問を用

意しております。 

 まず、１つ目が人口流出を食い止めるための公共交通対策をについて質問をさ

せていただきます。質問の答弁者は町長とさせていただきます。 

 昨年７月の豪雨災害により陸羽東線が運休し、代行バスに切り替わってから

１年がたちました。高校や職場へ通う手段、また観光の足として陸羽東線は最上

町の重要な交通インフラです。当初から代行バスのみでは利用者への負担が大き

いのではないかという懸念がありました。まずは乗車時間が大幅に増えたことが

挙げられます。代行バスの快速では最上駅から新庄駅まで４５分の乗車時間です

が、通常は７０分を要します。列車が走っていた際には３５分でしたので、移動

時間が倍になっています。 

 また、ダイヤが下りの９本から８本、上りの９本から６本に減ったことで、高

校生は下校や部活の終了時間からの待ち時間が増え、場合によっては保護者の送

迎が必要になり負担が増えている状況です。 
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 以上のことから、進学先の高校の選択肢も狭まり、先行きに不安を抱えておら

れる方が増えている状況で、高校進学に合わせて他地域への転出を検討している

という声も聞かれます。このままでは確実に若年層の人口が減り続け、人口減少

は加速し続けるでしょう。 

 陸羽東線の復旧に向けて尽力されていることは承知しておりますが、少なくと

も復旧までの２年間は現在の状況が続くと考えられます。この危機的状況を改善

するために、現在行っている地域交通リデザイン事業において、陸羽東線の復旧

まで町独自で新庄市までのシャトルバスを走らせることを検討していただけない

でしょうか。特にダイヤが空白になっている最上駅発８時台、最上駅発１１時か

ら１２時台、新庄駅発１４時台、１６時台、１８時台、２０時台あたりで需要の

声が聞こえています。 

 また、県立新庄病院等へ通院されている方にとっても移動が大きなハンデとな

っていることから、新庄駅のみならず病院を経由するようなルートも併せてご検

討ください。 

 脆弱な交通網のままでは、移住先としても選ばれる可能性は低くなります。交

通の利便性が高まれば転出する理由もなくなりますし、免許返納後の安心にもつ

ながるのではないでしょうか。現在行っている地域交通リデザイン事業の進捗状

況と併せて町長のご意見をお伺いいたします。 

町 長  ８番 山﨑議員の１点目のご質問、人口流出を食い止めるための公共交通対策

のご質問にお答えをしたいと思います。 

 今、最も大事な課題の一つの提案をしていただきました。町の交通インフラに

関する懸念は重く受け止めておるところでございまして、町内唯一のタクシー事

業者の業務終了や陸羽東線の運休により、地域の交通アクセスが著しく制約を受

けている現状は、特に高校生、通勤者、通学者、そして観光客の皆様にとっても

大きな負担となっていることを十分認識をしているところでございます。 

 昨年は７月に２度にわたる豪雨災害に見舞われまして、当町において過去にな

い甚大な災害を受けましたけれども、こうした中、町民の皆さんをはじめ関係機

関の皆様、そしてボランティアの皆様など多くの方々よりご支援を賜り、一歩一

歩、着実に復旧復興に向け、鋭意努力しているところでございます。 

 陸羽東線の復旧については、ＪＲはもとより国や県等の関係機関をはじめ町民

の皆様と連携をしながら、可能な限り早期の運行再開を目指して必要な取り組み

を行ってまいりたいと思っているところでございます。 

 しかしながら、現在の情報に基づくと、ＪＲによる復旧工事は今年９月から着

手する予定であることから、もうしばらく時間を要する見通しでありまして、そ

の間の現状維持のみでは、議員も心配されますように地域の人口流出や経済的損

失に大きな影響を及ぼすことが懸念される状況にあります。 
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 現在運行している予約制の乗合バス事業も、早いもので本格稼働してから３年

が経過しております。指定場所や施設の増加、待合環境の充実、分かりやすい制

度の周知など利便性向上に向けた課題解消、さらには運行エリアの再編、車両の

更新など、経費削減を考慮した効率のよい運行を目指すべく新たな課題も見えて

きているところでございます。 

 このような状況を踏まえながらも、６月定例会でも述べましたけれども、高齢

者をはじめとする町民に寄り添ったサービスを提供することが、まず町として優

先すべき課題であると私も考えているところでございます。 

 この視点を念頭に置きながらも地域交通全体の改革に取り組み、町民ニーズに

応える形で改善を進めており、持続可能な地域交通を目指し、地域交通リデザイ

ン事業に取り組んでおるところであります。 

 現在の進捗状況としましては、６月に町地域公共交通会議を開催をしながら、

現在の予約制乗合バスについての現状報告と、地域交通リデザイン事業活用によ

る本町の地域交通を見直すことの説明を、町内区長会代表、老人クラブ代表、学

校関係者、関係事業所、国・県関係機関の同席の下で行ったところでございま

す。 

 この会議は道路運送法の規定に基づき、町全体の整合性を取りながら、地域に

おける需要に応じた住民生活に必要なバスなど、実情に即した運送サービスの提

供に必要となる事項について協議する場となっておるところでありまして、様々

な課題がある中で一つひとつを整理しながら優先度をつけつつ取り組むこと、地

域の多様な関係者と協議することの重要性を確認したところであります。 

 さきに述べたとおり、タクシー事業者が業務を終了したことから、多くの方が

自由な移動手段がないことについて大変不安感を持っていることから、その解消

に向けた取り組みの検討も加速してまいりました。 

 ７月には、新潟県の村上市の先進地でありますＮＰＯ法人おたすけさんぽくに

出向き、公共ライドシェア導入に向けて視察を行っております。その後、８月に

は第５回の地域交通リデザイン推進事業検討委員会を開催をしながら、鉄道や予

約制乗合バスなどのそれぞれの長所を踏まえた上で、全体的な地域交通体系の在

り方について検討をしてまいりました。 

 今後の予定としましては、第２回の地域公共交通会議を開催をし、具体的な公

共ライドシェアの仕組みづくりについて協議をし、１０月には運輸局へ許可の申

請を予定をしているところであります。そして、１２月から実証実験を開始をし

ながら、モニタリング調査も導入しながら、本格稼働へ来年の４月に予定をして

いるところでございます。 

 今回の公共ライドシェアの導入に向けた検討に当たっては、多様な関係者との

連携と協働により、持続可能な地域交通とすることに主眼を置いておりまして、

そのため現在予約制乗合バスの運行業務委託をしているＮＰＯ法人アルカディア
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もがみが地域交通に関する強い危機感と、その解決に向けた意欲を持っているこ

とから、町と連携をしながら共同構築を進めることとして今進めております。 

 現在検討している公共ライドシェアは、事前に登録や予約をしようとしますけ

れども、町内を自由に移動できるタクシーのような制度でありまして、鉄道との

組合せや予約制乗合バスのない夕方、夜間、休日など多様な使い方ができ、多く

の住民の不安を払拭する制度になると考えておるところであります。 

 さらに、現在のＪＲ代行バスの運行状況を補完をし、移動時間や待ち時間の軽

減を図ることで通勤通学環境の改善、陸羽東線へのアクセス確保、高齢者の移動

手段提供といった多方面での課題解決に向けた最上町版の公共ライドシェアを目

指していくものであります。また、このことは今後の進路選択の材料となり、町

外への流出につながるという悪影響も懸念しているところでありますので、そう

いった意味で努力していきたいと思っているところであります。 

 議員からは、この事業の一環として、陸羽東線が復旧するまで町独自での新庄

市までのシャトルバス運行や路線について検討できないかというご提案をいただ

きました。大事なことであります。時間的な空白や利便性については、ご指摘の

とおりでありまして、特に毎日の通学に伴う高校生やその保護者には大変な負担

をかけていると認識をしているところでございます。 

 このたびの新たな公共ライドシェアは、町内における交通空白の解消を掲げた

国からの許可となりますので、町を越えた運行エリアについては、道路運送法上

での制約がありまして他自治体との協議が必要となりますので、まずは順を追っ

て、この町内の運行開始に向け取り組んでまいりたいと思っているところでござ

います。 

 さらに議員からは、町独自でのシャトルバスの導入についての提案もありまし

た。導入に当たっては、特にこの鉄道との関係性も考慮しなければなりませんの

で、また財政負担や新庄市との交通関係者との合意や車両運転手の確保などハー

ドルも高いものとも考えておりますので検討してまいりたいと思います。 

 引き続き住民の皆様からのご意見を参照しながら、最も効果的かつ持続可能な

体制を構築していく所存でありますので、地域交通の改善は、今言われたよう

に、町の何といっても未来を左右する重要な課題でありまして、このような取り

組みを通じて地域住民が住み続けたいと思うまちづくり、そして他地域からの移

住の促進にもつなげていきたいと考えておりますので、午前中の栗林議員のご質

問にもございました移住定住も含めて、こういった魅力づくり、何といっても足

の確保、住宅政策などなどが大事でありますので、まずは最上町版のライドシェ

ア、これをできるところから、ひとつ官民連携の中で組み立てていきながら、何

とか応えていきたいと、こんな思いで今立ち位置でいるところでありますので、

引き続きのアドバイス、ご指導をよろしくお願い申し上げて質問にお答えさせて

いただきました。 
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 ありがとうございます。 

８ 番 

山 﨑 

 現在、公共ライドシェアの実証実験を進めていただいているというお話をいた

だきました。やはり、もちろん町内の公共交通の利便性を高めるのは、もう当た

り前というか絶対にやらなければならないことで、最も重要な部分ではあるので

すが、やはり町内だけでは完結できない部分、それが通勤であったり通学であっ

たり病院、そういった部分、生活に欠かせない部分になってまいりますので、ラ

イドシェアのほうは町を越えた運行が協議が必要ということではありますが、ぜ

ひこちらも早急に協議をして、そのような状況であれば、他市町村が、それはや

めてくださいとは言わないのではないかなと推測するところもありますので、ぜ

ひそういった部分、まずそのシャトルバスでやっぱり財政的に厳しいというとこ

ろも承知はしていながらも、今回やはり人口流出を食い止めるための政策として

提言させていただいたのですが、シャトルバスがすぐには厳しいということであ

れば、やはりこの公共ライドシェアが始まる中で、乗り合いで少しでも安く新庄

市まで移動できたりとか、そういった部分で利用できることが一番まずいいのか

なと思うのですが、そういった協議はこれから行っていく予定でしょうか。 

 また、新庄市まで使えるようになった場合、やはり多くの時間を要することに

なりますので、今のところ公共ライドシェア実証実験の段階では１台を想定して

いると全員協議会でのお話がありましたが、そういった長距離の部分でライドシ

ェアのタクシーが埋まってしまう状況になった場合、どのように対応していくの

か、お考えがあれば教えてください。 

総 務 企 画 

課 長 

 ただいま、山﨑議員のほうから、今進めておりますリデザイン事業についての

中で質問にもありましたけれども、町外へのシャトルバスについてというような

議論をこれからするのかというご質問をいただきました。この話におきまして

も、やはりこういった話、以前から皆様からもお話を聞いております。 

 具体的にも、やはりこの対新庄市、または尾花沢市といった隣接する市町村へ

のライドシェアを使いながらの、これからのシステムの組立てをどうするのかと

いった話も伺っております。 

 こちらについて、このたび今現在町内向けで整備はしているものの、こちらに

ついても検討は当然ながらさせていただくというふうに思っております。今、研

究業務の中で新たな交通システム研究業務について委託させていただいておりま

すけれども、そちらの意見がこれからいろいろどんな形で出てくるか期待する中

で、恐らく今言われるような内容も出てくるんだろうというふうに思っておりま

す。 

 これらと併せ、または、あと今進めているシステムと併せて、これから実証実

験に入らせていただきながら、システムのほうをすり合わせしていきたいなと考
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えております。 

 このような中で今後の町外向けの交通手段、どうするのかというところは、き

ちんと整備、協議させていただきます。 

 ただ、町長の答弁にもございましたけれども、他市町村、近隣市町村との協議

が必要というようなことでございます。近隣市町村におかれましては、当然なが

らタクシー業でなりわいを出している方がたくさんおりますので、そちらの方の

意見が一番どうなるかというのが重要なポイントになってきます。そちらとの話

合いも当然ながらさせていただきながら、町としてどうするかという方向性につ

いては多少時間はかかるとは思いますが、協議台には乗せていきたいなというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

８ 番 

山 﨑 

 これから様々な検証をした上で、また検討していくということでした。ぜひ新

庄や尾花沢のタクシー会社さんのメリットともなるような提案も可能かなと思い

ますので、共存していけるようなシステムというか、構築をしていっていただけ

ればなと思います。 

 そして、陸羽東線が復旧した後も、やはり存続させなくてはいけない状況にあ

ります。陸羽東線が通ったとしても、やっぱり空白の時間も出てきたり、いろい

ろその辺も考えながらやっていくことは必要なんですが、実際に復旧した後、日

常的な利活用についても、ますます今の段階から検討していくことが必要ではな

いかなと考えております。 

 今、陸東サポーターさんなどが様々な活動を行っていただいておりますけれど

も、最上町として現時点で具体的な利用促進案など、お考えがあれば教えていた

だければと思います。また、既に行っている取り組みがあれば教えてください。 

町 長  大変ありがとうございます。先ほど総務課長さんから課題も含めて答弁したと

おりでありますけれども、改めて今回の最上町版のライドシェア、これは最上町

だけでなくて、これはＪＲの復旧復興に対して議長さんと一緒にＪＲに行ったと

きに、今、代行バスに乗っているお客さんが少ないのは最上町ですと言われたん

ですよね。 

 ですから、９月からは工事に入るという林野庁も立ち上がってくれましたもの

ですから、そういったことの復旧はしますけれども、ただ走ってくれるだけでな

くて、来たお客さんがこの町内を周遊できる２次交通の手だて、これ、まさしく

ライドシェア、例えば最上駅に来たお客さんがどちらに来たんでしょう、前森高

原に行きたいんです、はい、どうぞどうぞ、赤倉に来たお客さんがスキー場に行

きたいんです、どうぞどうぞ。こういった２次交通の手だてが最も私は大事な今

後の課題の一つだと思っている中で、今回タクシーさんが廃業するということも

あったものですから大変なショックでありますけれども、先ほど答弁しましたよ



 34 

うに、この最上町の公共交通のライドシェアの導入に向けて、今、手続も含めて

させていただいているということであります。 

 そして、さらに、これもシャトルバスも含めての提案については、最上町だけ

の課題だけでなくて最上地域全体の課題として、これからの高校生の移動手段な

んかもあるものですから、そういったことも会議する機会が私は大事だなという

ようなことを思っているんです。 

 そこで、最上地域の観光振興センター全体のこれからの会議の中で、改めてこ

の２次交通の手だての支援策として、赤倉温泉に来たお客さんが尾花沢のほうに

行きたいというような方も含めて、そういったこともできるような支援制度も最

上町のモデル版として、赤倉温泉組合に銀山温泉にも行けるよねというような形

の政策なんかも立ち上がってくれたんです。もっとも銀山温泉はもちろんであり

ますが、来たお客さんが舟下りもしたいよねということもあるでしょう。ですか

ら、これも最上地域の課題のテーマだけでなくて、最上地域全体でのこの２次交

通、ライドシェアの仕組みづくり、これは私はこれから市町村会はもちろんであ

りますけれども、そういう話の提案なんかもすることによって、ＪＲもこういう

形で迎え入れてくれる地方創生の対策があるんだねということがＰＲにもつなが

るし、またプラスして、よく国道４７号のみちのくウエストラインに向けても沿

線町村の一町村の取り組みでない全線の沿線町村が、それがこの足の交通、ライ

ドシェア通行提携、これが大きな大きな私はこれからの課題の一つになっている

なというふうに思っているところでありまして、そういう意味で改めて最上町で

もこの最上町の公共ライドシェアの導入に向けて手続も踏んで、今、進めている

ということでありますので、一歩一歩、すぐはできませんけれども、今、山﨑議

員が言ったことは、最も私はこれからの地方創生、大事な課題の一つと受け止め

ておりますので頑張らせてください。よろしくお願いします。 

８ 番 

山 﨑 

 再質問しようと思っていた部分、今、町長に、先に言っていただいたんですけ

れども、本当におっしゃるとおりで最上地域全体の課題だと思っていて、今、町

長は観光の分野で今主にお話しされておりましたけれども、やはり生活圏の中で

新庄市というものがあって、最上８町村全体の交通の利便性を高める必要がある

のではないかなと思います。全体でやることで少し費用を抑えられたりとか、新

庄市だけではなくて舟形であったり、ほかの市町村への移動も可能になってくる

ことで最上郡全体が盛り上がっていくようなそんなことを、ぜひ広域のほうで

も、一つの自治体だけではなくて全体で考えていっていただきたいなと思ってお

りますので、引き続きご検討いただきたいなと思います。 

 やはり、全国的に人口はもちろん減少していきますけれども、諦めてしまって

は食い止めることはできません。政策の効果から微増している同様の規模の町も

あります。ぜひ人口流出の原因をしっかり調査して対策を行っていただければと
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思います。 

 こちらで１つ目の質問を終わらせていただきます。 

 続きまして、２つ目の質問に移らせていただきます。 

 疎開保険の活用における観光人口の拡大についてを町長にお伺いいたします。 

 当町では、東日本大震災時にも多くの被災者を受け入れ、今も交流が続いてい

る集落もあります。その経験は今後も必ず役立てられるものと感じています。 

 先日、南海トラフ地震が３０年以内に８０％の確率で発生すると政府の発表が

ありましたが、規模も大きく事前避難対象者は約５２万人とも言われています。

避難者をより安心・安全に受け入れるための関係性を構築するために、鳥取県智

頭町では、２０１１年より都会などで被災した方に住居や食事を提供する疎開保

険を実施しています。現在、保険利用は１４年間でゼロの状態ですが、災害時の

活用のほか関係人口を増やすことにつながる取り組みとしても注目されていま

す。 

 保険の内容としては、被災地から疎開する場合、年間１名１万円。４人家族の

場合２万円で、１日３食７日分の宿泊場所を提供するもので、保険加入特典とし

て、地震、災害が起きなければ、毎年地場産品が送られてくる新たなふるさと納

税のような仕組みになっております。また、町内での宿泊や体験が半額になる特

典もあり、保険をきっかけに智頭町に滞在した利用者は２００名を超えていま

す。田舎を持たない都会の方の第二のふるさととしても浸透してきているようで

す。 

 最上町にも関わりのある板橋区や大船渡市などとの連携も強化できる仕組みで

はないでしょうか。ぜひ疎開保険の取り組みを参考に当町ても検討いただきたい

と考えておりますが、町長のお考えはいかがでしょうか。 

町 長  ８番 山﨑議員の２点目のご質問にお答えをしたいと思います。 

 これも大変いい質問をしてくれたなと思っているんです。疎開保険というこの

名称も私も新たな気づきでありますけれども、今お話しのとおり、これは最も大

事なこれからの関係人口、いろんな交流人口、災害を通した支え合いということ

で、最も大事な提案だろうなと、こんなふうに思っているいるところでございま

す。 

 当町では、この自治体間の災害時における応援協定を全国２３の自治体と締結

をしておりまして、その主な内容としましては、災害発生時に被災自治体への物

資の支援や人的な支援のほか、被災者の広域避難の受入れを盛り込んだ協定とな

っておりまして、被災者の受入れについては自治体間での調整の上、行ってきた

ところでございます。 

 鳥取県の智頭町で実施されている疎開保険は、災害時に避難者を受け入れる体

制を事前に整備するとともに、町の関係人口を増加させる目的を兼ね備えた先進
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的な取り組みであると認識をしているところでございます。特に被災した方々に

住居や食事を提供するほか、平時においては地場産品や町内での宿泊体験特典を

通じて交流を促進する仕組みも注目すべきものでありまして、まさしく町が定住

人口、交流人口、関係人口、そういった面でのこれからの絆づくりをするための

大事な大事な施策の提案であるというふうに思っているところでございます。 

 東日本大震災のときも被災者を受入れ経験がある町としましても、南海トラフ

地震を想定し、同様の仕組みを視野に入れることは重要な課題であります。智頭

町の成功の要因は、疎開保険以外にも継続的な交流促進と魅力的な特典を提供

し、被災者に対する安心・安全な受入れ体制を確立するとともに、第二のふるさ

ととしての位置づけにつながる関係人口が拡大していると分析をしておりまし

て、まさしくこれも先ほど来お話ししますように、最上町の大きな東日本震災の

いろんな絆づくりも含めて、全国でのいろんな協定を結んでいる板橋も含めてで

ありますが、そういった課題を検討しているところでありますので、疎開保険を

契機として、町を訪れた２００名を超える利用者が誕生している点については大

変参考になる事例であります。 

 災害は必ずある、そういったときの備えとしての絆づくりが、これからも私は

大事じゃないかなとこんなふうに思っておりますので、本当に大変いい質問と共

有をさせていただきたいなと、このように思っているところであります。 

 当町では、関係人口の拡大に向けた取り組みの一例として、移住希望者や地域

に関心を持つ人々への情報発信や相談窓口を設置をしているところでありますの

で、また、この短期滞在型のお試し移住体験なども提供し、最上町での暮らしを

体験してもらう機会を増やしていきたいと思っておりまして、午前中の栗林さん

の質問にもあったように、そういった意味での体験することによって、将来の移

住定住にもつながる絆づくりが最も大事であるということでありますので、ふる

さと納税でも、米やアスパラガスをはじめとする魅力的な地場産品を多く出品し

ており、ふるさと納税を通した地域ブランドのプロモーションにより、最上町な

らではの価値を外部に訴求しており、関係人口拡大の一環として一翼を担ってお

るところでございます。 

 さらに、この観光分野でも公式ユーチューブチャンネルで最上町のプロモーシ

ョン動画なんかも踏まえ、「えま」や「えんじん」の公開とともに商工観光イン

スタグラムやＬＩＮＥを通じて、町の魅力を広く伝える取り組みを行っておると

ころでありますので、地域のイベント情報や観光スポット、地場産品等の紹介な

ど多くの情報が発信されております。こういったいろんな体験も含めて、魅力あ

る情報発信こそが、これからの私は移住定住、関係人口、この地方創生につなが

るものと確信をしているところであります。 

 このたび、議員によりご提案をいただいた疎開保険については、当町の特性や

過去の経験を踏まえながら智頭町の成功事例を参考に、災害時協定に基づく被災
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者の受入れなどの制度を整理をし、疎開保険も一つの方策として視野に入れなが

ら関係人口の拡大を目指してまいりますので、議員のご理解とご協力、さらなる

ご支援、よろしくお願い申し上げて答弁とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

８ 番 

山 﨑 

 現在、短期滞在型の体験事業であったりふるさと納税、ＳＮＳへの発信など、

多岐にわたって行っていただいていると思いますが、やはりほかの地域とどのぐ

らい差別化されているのかとか、もっと知ってもらうためにはどうしたらいい

か、または、やはり私が今回提案させていただいた件は、どちらかというとやは

り最上町の優位性を生かしたような政策になっておりまして、もちろんもう既に

智頭町で行われていることでもありますので、実績というか、やり方なども参考

にしながら、最上町独自の最上町の魅力を生かしたような、別に疎開保険と言わ

ずとも何か言い方があるかもしれないんですが、そういったところも含めて検討

していただければなと思っております。 

 先ほどの質問でも申し上げたとおり、現状の交通インフラでは、やはり定住移

住先として当町を選んでいただくことが、なかなかハードルが高いと考えており

ます。二地域居住や、このような疎開保険の活用、また短期滞在、１週間、２週

間だけ農業のお手伝いをしたいとか、そういった声も実際一回最上町に来て好き

になっていただいた方からの声も聞こえてきておりますので、そういった最上町

らしい関係人口のつくり方を、もっと分かりやすく発信していって、より多くの

関係人口を創出していくことで、交通インフラが整った時点で自信を持って最上

町に住んでいただけるようになるのではないかなと思っております。 

 先ほども申し上げたとおり、やはりこれまでは支援とか支給割引とか、そうい

ったことで移住者を呼び込むような考えが主でしたが、地震による災害が少ない

ことや豊かな自然環境など町の優位性として発信し、保険料を払ってでも町との

関わりをつくりたいという方を増やしていくことも念頭に入れていく必要がある

と考え、この質問をいたしました。 

 既に板橋区とは防災協定を、先ほど町長もおっしゃっていたとおり結ばれてお

り、ほかにも板橋区含む２３の自治体と協定を結んでいるということですが、実

際に発災時に支援物資の供給以外で、スムーズにそういった被災者を受け入れる

ようなシミュレーションは行っているものなのでしょうか、質問いたします。 

町 長  ありがとうございます。思いを共有させていただきました。 

 先ほどの答弁で申しましたように、このライドシェアも含めて、これから２次

交通の手だても含めて、災害の協定の皆さんとも含めて改めて思いを共有して、

いいところをお互いに学びながらさせていただくということは町の大きな課題の

一つでもありますので、その思いなんかも担当のほうから少し熱く語らせてもら
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いますので。 

政 策 調 整 

主 幹 兼 

危 機 管 理 

主 幹 

 ただいま、山﨑議員よりご質問のありました災害協定を結んでいる自治体との

有事の際を意識した何かそのシミュレーション、取り組みがあるのかといったと

ころですが、基本的に有事の際に動くため活用するための災害協定となっており

ますが、関係自治体とは、やはり情報を共有しながら、例えば協定を結んでいる

市町村において受入れにはどれくらいの人数が受け入れられるかとか、そういっ

たところの情報の共有はさせていただきながら、有事の際には対応できるような

体制をといったところで進めているところでございますので、よろしくお願いし

ます。 

８ 番 

山 﨑 

 先日、広報委員会で板橋区のほうを訪問させていただいた際に、近いのです

が、板橋区と別に防災協定を結ばれている群馬県高崎市と、実際に避難訓練のよ

うな形でスムーズに誘導ができるのかなどをシミュレーションしたというお話が

あったので、やはり突然、例えば今起きたときに、じゃ、どこの旅館にご案内す

るのかとか、そういったことがすぐに調整できるのかどうか、しっかりいつでも

準備できるように今しておく必要があるのかなと思っております。 

 また、そういった際に旅館だけでは足りなければ空き家などのそういった部分

での活用、そういった部分で協定を結び、板橋区専用のおうちじゃないですけれ

ども、そういったところで確保しておくなど、そういったことも、もしかしたら

必要になるのかなと思いますので、そういったシミュレーションをしっかり行っ

ていっていただきたいと思います。 

 この疎開保険もそうなのですが、やはり絶対に成功するとか、成果が出ると

か、移住者につながるとか、そういう成功するとは限らないかもしれないんです

けれども、やはり何事も行動して考えて、しっかりＰＤＣＡを回しながら行動し

続けることが大切だと思いますので、常に発想力を持ちながら施策を組んでいっ

ていただきたいなと思います。 

 以上で私からの一般質問を終わります。 

議 長  これで、８番 山﨑香菜子議員の一般質問を終わります。 

 次に、４番 佐藤正市議員に発言を許します。 

４ 番 

佐藤（正） 

 お疲れのところ、申し訳ございません。私から通告書に基づき質問させていた

だきます。 

 質問事項は、給食費無償化について伺います。 

 通告書により５つの質問を通告させていただいておりますので、一問一答で答

弁お願いします。 
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 令和７年３月の定例議会において、ある請願が採択されました。国による学校

給食の無償化を求めるという意見書です。 

 意見書の内容は、１つ、学校給食法を改正し、全ての市町村で学校給食の無償

化を実施できるように進めること。１つ、国による恒久的な給食の無償化が行わ

れるまで、学校給食の経費軽減策を実施する市町村に対し、その財政支援の拡充

を図ることという内容です。 

 また、国会では２０２４年１２月２３日に、野党３党が給食費無償化法案を共

同で衆議院に提出しました。これを受けて政府は２０２６年度までに無償化に向

けた制度化を目指すとしています。県内においては、村山市、鶴岡市が令和７年

３月の定例議会に、国による学校給食の無償化を求める意見書が提出されていま

す。 

 このように、国や県、各自治体といったいろんなところで協議されているのが

現状です。 

 近年、全国的に物価上昇が続く中、保護者の皆様からは、家計の負担が重くな

っているとの声が多く寄せられております。特に子育て世代にとって給食費は毎

月継続的に発生する支出であり、負担軽減を求める声が高まっています。これら

を踏まえ、今回は小中学校における給食費の無償化について町の現状と今後の方

針についてお伺いします。５つの質問を通告しておりますので、一問一答で答弁

をお願いします。 

 質問１です。町の現在の給食費徴収の状況について伺います。 

 小学校、中学校ごとの年間の給食費の額は。それに対する未納件数と金額。未

納者があった場合の対応策について現時点での状況をお示しください。 

町 長  ４番 佐藤議員のご質問にお答えいたします。 

 佐藤議員からは、給食費無償化への考え方についてご質問いただきました。

１点目の町の給食費の状況でお答えをいたします。 

 令和７年３月議会において採択された請願書に基づき、内閣総理大臣、財務大

臣、文部科学大臣に対し、国による学校給食の無償化を求める意見書が提出され

ました。 

 こうしたことの背景には、近年の様々な世界情勢や異常気象による原材料費や

燃料費の高騰と併せて、急速に少子化に伴う人口減少により、自治体によって多

額の出費を伴うことになる給食費の無償化は、地方財政のさらなる圧迫につなが

る懸念が大きな要因と考えられます。 

 現在、町内では小学校が１食当たり２８５円、中学校が３１５円の給食費を保

護者より頂いております。これは、パンやご飯、牛乳、おかず等の食材の実費に

相当する額になります。これらは学校給食法の第１１条の規定により、児童・生

徒の保護者が負担することと定められております。 
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 令和６年度一般会計における学校給食費負担金の収入につきましては、小学校

が２，３６８万９，７８２円、中学校が１，３１３万６，２８３円となっており

ます。 

 未納状況については、毎月数件ほど未納者がおられるものの、文書での支払い

催促によって全ての方に納めていただいておるところでありまして、昨年度の給

食費の収納率は１００％となって未納の方はおりませんでした。 

 なお、経済的な理由により、困難を要する世帯につきましては、就学援助の制

度により給食費の実費額を支給し支援を行っている状況であります。 

 本町の学校給食費は県内で９番目に安い金額となっておりまして、給食物資高

騰の影響により、現行の１食単価では必要な栄養価が確保できないことから、単

価を上げて献立を立てており、本来であれば単価上昇分は保護者にご負担をいた

だくものでありますが、子育て世帯の負担軽減を図るため、国等の交付税制度を

活用し、保護者の皆様には負担を求めず、町より補助をしている状況でありま

す。 

 こうした取り組みを継続しながら、今後もこの栄養価と献立の質を保ちなが

ら、地元の農水産物を使ったおいしい給食を提供してまいりますので、議員のご

理解をよろしくお願い申し上げて答弁とさせていただきます。 

４ 番 

佐藤（正） 

 私もですが、この質問する際に、いろいろ町の財政状況をちょっと調べてまい

りまして、同等の金額であるということが確認されております。特に給食費の補

助に当たっては県内９番目ということもありますが、大きい市であります山形市

なんかは、小学校の給食費が２６５円で中学校は３０５円の給食費になっている

模様です。最上町も低い現状は把握しておりました。 

 次の質問に入ります。 

 質問２なんですが、近隣市町村や他の自治体との無償化の動きについて伺いま

す。 

 県内、あるいは最上地域の中で、給食費の一部または全額を無償化している自

治体の状況について町はどのように把握しているか、お聞かせください。また、

これらの自治体が無償化に踏み切った背景や効果について、町はどのように評価

しているのか、併せてお示しください。 

町 長  佐藤議員の２点目のご質問にお答えをいたします。 

 自治体における無償化の導入につきましては、子育て世帯の支援、子育て環境

の充実、移住者の増加等を目的として、とりわけ人口の少ない小規模自治体での

無償化が見受けられる一方、人件費や継続的な財政負担に懸念を持つ自治体も多

いようであります。 

 令和６年度の学校給食実施の状況調査結果によりますと、県内におきまして
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は、鶴岡、寒河江、米沢の３市のほか、山辺、中山、河北、西川、朝日、大江、

大石田の７つの町で無償化が行われており、加えて最上管内では、真室川、鮭

川、戸沢の１町２村において実施がなされ、合わせて県内では１３自治体が給食

費の全額を無償化している状況であります。 

 また、一部無償化、一部助成を行っている自治体は、県内が９市８町の１７自

治体、最上管内では本町及び新庄、金山、舟形、大蔵の１市３町１村で合わせて

２２自治体であることから、県内において全額無償化よりも一部無償化、一部助

成を取り入れている自治体が９自治体多い状況となっております。 

 無償化を導入する自治体では、主な目的としては保護者の家計負担が軽減さ

れ、子育て支援の評価が向上することによって、定住・転入の促進を掲げている

ものと捉えます。 

 給食費の無償化は、町の魅力向上、子育て支援強化に寄与するものと考えてお

りまして、その意義は認識しつつも、現状では多額の財政を町が負担することに

なります。恒常的に大きな費用が生じることになるため、将来的なこの町の財政

状況を十分に見極めながら検討を進めていきたいと、こんなことを思っておりま

すので、何とぞご理解いただいて検討させてください。よろしくお願いします。 

４ 番 

佐藤（正） 

 やっぱり、県内、県外においても、いろんな給食費無償化に向けての自治体の

取り組みというのが、今の答弁にあったように数値から分かるような気がしま

す。それだけ地域の保護者の皆さんにとっては財政負担になっているということ

は重要な課題だと思っております。 

 次の質問に入ります。 

 町の財政面から見た無償化の可能性について伺います。 

 無償化した場合、年間にどの程度の予算が必要になるのか、そしてその財源と

して考えられる手段、具体的な試算や町の見解をお示しください。 

町 長  佐藤議員の３点目のご質問にお答えをいたします。 

 給食費の無償化に向けた取り組みは、日本国内で地域ごとの政策として進めら

れており、国全体での制度化についても、少子化対策の一環として子育て世帯へ

の負担軽減措置が検討されておりまして、給食費無償化はその一部として議論が

進んでいるところであります。 

 議員もご承知のとおり、自治体によっては独自に給食無償化が行われており、

その中でも完全無償化のほか、部分無償化や補助制度がありますが、後者には経

済的な困窮している家庭を対象にした給食費補助や、保護者負担を軽減する形で

費用の一部負担などの例もあります。 

 本町においても、就学援助制度での給食費補助や物価高騰に係る保護者負担軽

減のための費用負担を行い、子育て世帯への支援策を講じているところでありま
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す。 

 また、小中学校の給食費を完全無償化にする場合には、年間で約３，０００万

円の財政負担が必要となります。その額は学校給食費を提供している小中学校の

児童・生徒数を６００名として、１年間の給食提供回数と１食当たりの給食費を

乗じて試算したものであります。 

 財源といたしましては、国の交付金や県補助金の利用を最大限検討するととも

に、一般財源やふるさと納税を活用する可能性もあります。また、この物価高騰

が影響する今後の動向に応じて段階的な導入や、所得層を特定した導入なども視

野に入れる必要があると考えられます。 

 給食費の無償化は、少子化対策や子育て支援を強化する上で非常に重要なテー

マでありますので、財源や公平性という課題解決に加え、給食の質の向上に向け

て、いかに継続していくかが鍵となっておるところでありますので、国と地方が

連携をしながら具体策が進んでいくかどうか、今後の動向を注視しつつも慎重に

検討してまいりますので、議員のご理解のほど、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

４ 番 

佐藤（正） 

 それでは、次の質問に入りたいと思います。 

 質問の４番で今後の検討方針について伺います。 

 子育て支援、定住促進、人口減少対策の観点からも、給食費無償化は町にとっ

て大きな意味を持つ政策だと思います。 

 そこで、次の２つの質問は、ぜひ町長に見解をお聞きしたいのですが、１つ

は、今後、段階的に、または対象者を限定してでも給食費無償化を導入する考え

はおありでしょうか。また、その検討に当たって具体的なスケジュールや調査、

検討体制はあるのでしょうか、お示しください。 

町 長  佐藤議員の４点目のご質問にお答えいたします。 

 我が町においては選択と集中を進めながら、どこにポイントを絞って最上町流

の子育て支援を充実させていくか、また特に子育て世帯の皆さんが喜んでこの町

に定住していただけるための環境をどう整備していくか、次代を担う子どもたち

が、この町に自信と誇りを持って住み続けられる環境をどうつくっていけばよい

のかと、幅広いこの議論を通して給食費の補助や無償化の構想についても施策の

優先度、そして充当すべき財源の確保等を考慮しながら検討してまいりたい決意

であります。 

 給食費無償化に向けた検討には、教育委員会のみならず、財政や児童福祉を含

めた横断的な調査検討チームが必要になることを考えておりますので、また、こ

の先行事例のデータ収集や近隣自治体の導入事例を参考しながら、調査、検討に

当たることが肝要と捉えておるところでありますので、何といっても子育て大国
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最上町の中、そういった面での地産地消、おいしい食べ物をまず子どもたちに優

先してやっていると、このまちづくりこそが、私はこれからの少子化対応にとっ

ても最も大事な施策の一つにつなげていきたいなと、こんな決意でおります。 

 現時点におきましては、この安価な給食費の維持と良質な給食の提供を図るた

めに地産地消を推進をし、物価高騰への対策等も実施しながら、本町が誇る給食

の質の確保を主眼として給食施策を進めてまいりたいと、こんなふうに思ってお

ります。 

 本町において学校給食費の無償化については、町民の負担軽減と子育て世代の

大きな進展を意味しますので、町として実現可能な形、政策を進めるべく、今後

も慎重に議論を重ねてまいりますので、ご理解のほど、ご協力のほどお願い申し

上げて答弁とさせていただきます。 

４ 番 

佐藤（正） 

 ぜひ町民の声を反映していっていただきながら、負担軽減につなげていってい

ただきたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 保護者、町民の意見の反映について伺います。 

 町民の声をどのように今後政策に反映していくのかについて伺います。給食費

に限らず子育て支援の全般において、保護者や教育現場の意見を町としてどのよ

うに把握し政策に生かしていくのか、町主催によるアンケートや意見交換等の実

施予定はあるのか、お示しください。 

町 長  佐藤議員の５点目のご質問にお答えをいたします。 

 子育て支援に係る保護者からのご意見につきましては、令和６年度の第３次も

がみすこやか子どもプラン策定に当たり、子育て世帯を対象としたアンケート調

査を実施をしてご意見を収集をしているところであります。 

 この中で今後どのような子育て支援が必要かお伺いしたところ、子育て環境の

充実のほかに、給食の質の維持確保や給食費の無償化による負担軽減など様々な

ご意見をいただいたところであります。 

 今後は子どもたちにとって望ましい教育環境を考えるべく、意見収集のための

オンラインアンケートのほか、保護者や地域の方々との懇談会の実施を検討いた

しており、子育て支援を含め子育て環境の充実についても議題として取り上げて

まいりたいと思います。 

 当町においては、これまでも子育て支援施策として、出産育児応援金や家庭保

育応援給付金、入学祝い金支給のほか、子育て支援医療助成制度の拡充、保育料

の段階的無償化、ゼロ歳児保育の実施、未入園児のこどもの広場の開設、放課後

児童クラブの拡充、特別支援教育の巡回相談、中学校部活遠征でのスクールバス

利用による負担軽減、高校生からの修学資金制度の充実などなど、妊娠から出
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生、乳幼児、小中高校生と、それぞれのステージにおける本町ならではの子育て

支援策の拡充と環境整備を図ってまいりました。 

 こうした施策の一つひとつに町民の皆様方のご理解の下に慎重なご意見をご提

言をいただく実現に至っていることは申し上げるまでもございません。これから

の子育て支援、また、いろんな面での給食費の問題もたくさんの課題はあります

が、そういった意味で町民と向き合いながら、定住促進並びに子育て支援、環境

整備についても、今後とも最上町ならではの支援策を講じてまいりたいと思って

いるところであります。 

 付け加えますと、これ、子ども食堂なんかもさせてもらうと、大勢の皆さん、

お裾分けでボランティアの方が食べ物を持ってきてくれたんですよ。こういった

ことなんかも含めて、次の時代の子どもたちが、おいしいね、いいね、最上いい

よね、そういったことにもつながるようなこの自治協働の地域づくりを通して、

この給食費の無償化に向けての取り組みを町民と向き合いながら検討して頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

４ 番 

佐藤（正） 

 本来の給食費は、小中学校の提供される学校給食の食材費に当たるものだと思

っています。保護者が支払う費用のことですが、近年、物価高騰により地産地消

の食材補助においても大変厳しい状況にあり、子育て世代の保護者にとっての負

担増となっており、兄弟が多いご家族の場合、その負担は多大なものとなってい

るのが現状です。我が町の場合も、おいしい給食の提供、アレルギー対応、食育

教育といったいろんな面での補助を行っていることも理解しています。 

 議員視察で給食センターに伺い、実際、給食を頂いております。大変おいしか

った給食を頂きました。給食を子どもたちに提供いただき感謝しています。です

が保護者の皆さんの負担は大変で厳しい現状にあることは否めません。町におけ

る小中学校無償化をぜひ実現していただけないでしょうか。 

 財源確保の厳しい現状は理解しています。しかし、町の財源現状は、令和４年

度の経常収支比率９７．４％、令和５年度、経常収支比率９６．５％、令和６年

度、経常収支比率９１．６％と削減傾向になってきているのが現状です。 

 給食費完全無償化している県内の自治体は、鶴岡市、寒河江市、西川町、地域

内では鮭川村が実践しています。 

 予算確保は鶴岡市の場合、令和４年１１月から完全無償化をしています。令和

４年度の物価高騰対策予算に取り組み、予算を充てています。令和７年度以降は

自主財源で予算確保し実施していくということを言っておられます。 

 また、直近では山形市議会が給食費補助として８，５００万円の補正予算を

定例会で決議されております。給食費完全無償化を視野に入れ施行しておりま

す。 

 予算の捻出はどこの自治体も物価高騰対策予算で施行し、自主財源で予算化し
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て実施に至っているのが現状だと思います。我が町はこのような取り組みを期待

できないのでしょうか。ぜひ、もう一度町長にお伺いしますが、無償化に向けて

のもう一度の取り組みをちょっと町長のお考えをお聞きしたいのですが。 

町 長  ありがとうございます。いろいろ質問も受け、答弁をさせていただきました。

ただ単に将来は無償化につなげたい気持ちはもちろんであります。ただ、それを

するために持っていくためまでのこの過程ですね、国の補助金、いろんな支援制

度は当然のことでありますが、どういう形で無償化につながっているんだという

ことが、町民自ら生産する側も食べる側も加工する側も理解をするような、この

食の魅力の発信、これなくして単に、はい、しますというだけでない形を、これ

からの私は大事なことでないかなというようなこと、今回の一般質問、いろんな

面で災害との援助協定やら、改めて子育ても含めて地域の魅力づくりにつながる

その一環として、どういう過程で給食を最上町で食べさせてもらっているんだと

いうことがみんなが分かるような制度で応援できる仕組みがあってこそ、将来、

私はつながるんでないかなと、こんなふうに思いますんで、改めて一つひとつの

質問に対して丁寧な対応と、いろんな国・県あたりの連携も含めて頑張っていき

たい、こんな決意でいるところでありますので、大変貴重な提言、今回いただき

まして、ありがとうございます。 

４ 番 

佐藤（正） 

 最後に、子育て大国最上町、子どもは町の財産です。 

 未来に向けてのまちづくり、ぜひ令和８年度予算化と４月からの給食費無償化

を実現できたらいいかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

議 長  これで４番 佐藤正市議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

 １４時２０分に開会します。 

 休  憩 １４時０８分 

再  開 １４時２１分 

議 長  それでは会議を再開します。 

 ９番 佐澤浩議員に発言を許します。 

９ 番 

佐 澤 

 私からは、デジタル教科書の有意さについて質問いたします。 

 先日、６日、７日と最上祭りが開催されまして、初日すごく天気がよくて大勢

の方々が参加されて、最後まで夜遅くまでにぎやかにされておりました。２日
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目、午後２時前頃からちょっと雨が降り出しまして、残念だなと思いながらも、

それでも多くの方々が祭りという雰囲気を味わっておられました。 

 祭りというのは、その地域を映し出す鏡であるというふうに思っています。今

度、来週には大堀祭り、そして富沢祭りと続くわけですので、できれば雨の降ら

ない晴天の下で、その祭りが行われればなというふうに祈りながら私の一般質問

をさせていただきます。 

 令和６年１２月定例会の一般質問でも伺いましたが、改めて質問いたします。

現在の政府の政策に疑問を抱かざるを得ないものが幾つかございます。例えばそ

の一つに米農政、消費者よりも生産者への配慮を優先してきた戦後の米農政は、

令和の米騒動と言われる価格高騰により政策の限界があらわになりました。各党

には、国民が安心して米を食べられる新たな政策、減反政策見直しへ議論を深め

ていただきたい。 

 ２つ目は、財政の信任。 

 借金の利払い費をさほど気にせず税財政政策を行える時代は、もう終わったこ

とを与野党は認識すべきであります。新たな国会勢力の下で責任ある政策に向

け、市場の警告を重く受け止め、協力していかなければなりません。まだまだあ

りますが、こうした疑問点を精査すべく、デジタル教科書について質問をいたし

ます。 

 今やデジタル教科書は、デジタル正式教科書となりつつありますが、デジタル

を教育現場でどう活用すべきなのか、その形が見えません。紙の教科書を中心

に、国際的にトップレベルを維持してきた日本の教育が変化に直面しておりま

す。 

 文部科学省の中央教育審議会が、今年の秋頃にはデジタル教科書の在り方の方

針をまとめると言われております。教育現場での紙とデジタルの関係を改めて考

えなければならない分岐点にあると考えます。 

 ７月１１日、福島県三島町立三島小学校で、社会科授業を受け持つ教頭の井上

先生が、６年生９人に「教科書から平安時代の貴族、藤原道長が自信に満ちあふ

れていた根拠を見つけてください」と呼びかけました。子どもたちは一斉に平安

時代の貴族の文化生活を紹介した教科書の見開きページを探し始めて、３７ペー

ジの４行目にあると男子生徒が手を挙げて答えると、他の子どもたちも、その部

分を指で指しました。 

 この指指し確認は、人の話す内容への理解力や集中力が高まるといいます。紙

の教科書で手を動かし学ぶ指導方法の一環で、教科書や新聞などを速く正確に読

み解く力、リーディングスキルの習得が目標だそうです。 

 授業では紙と手をフルに活用します。重要なことや疑問は鉛筆ですぐに教科書

に書き込みます。板書する教員の早さに合わせて書く共著で文字を書く力をつけ

るそうです。学びに集中する子どもたちの表情は明るいといいます。 
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 ６年生の佐久間さんは、「教科書にはたくさんの情報が書かれ、言葉の意味を

調べ考えるのが楽しい」と話しているそうです。井上教頭先生は、「誰もが使い

やすい紙の教科書と鉛筆、ノートによる学びの必要性を評価すべきだ」と語って

おります。紙を重視する教頭先生も、前任校では、当初、授業でデジタル端末を

メインにしていたそうです。 

 政府が２０１９年末に打ち出したＧＩＧＡスクール構想で、小中学生に１人

１台の端末が配られました。しかし端末操作でつまずく児童も目立ち、授業がス

ムーズに進まないこともあったそうです。そんなとき、国立情報学研究所の新井

教授が１６年に提唱したリーディングスキルテストを知ったそうです。２３年以

降、指差し、共著など紙の教科書を使った指導方法を徹底すると、子どもたちが

授業に集中し積極的に発言するようになったそうです。 

 福島県でリーディングスキル指導方法を研究する勉強会は、一般財団法人教育

のための科学研究所の目黒上席研究員が主催しております。目黒氏によると、デ

ジタル端末の授業は、文章の変換や画面への専用ペンでの書き込みなどで認知負

荷がかかり過ぎると思考が中断されるといいます。福島県では、勉強会から、指

指し、文書を早く書く、正確に書き写す試写や共著といった指導方法が広がり、

相馬市は２０年度、全市立小中学校で採用されました。スキルテストは２４年

度、全国３２都道府県で５３６校が実施しています。新潟県燕市は２１年度か

ら、読解力育成プロジェクトとして小中学生を対象にスキルテストを導入いたし

ました。新井教授は、「紙の教科書は見開きページなどにある情報をしっかり理

解できるし、その一貫性が学力を高める鍵です。情報の中から新しい根拠を見つ

け出すスキルにもつながる」と話しているそうです。 

 紙の教科書で学んだ日本の１５歳は、国際的な学力調査ＰＩＳＡで、読解力、

数学、科学の３分野で２位から５位と世界トップクラスの成績を維持しているそ

うです。一方、教育先進国と言われてきたフィンランドは、２２年、３分野で

９位、２０位と近年低調で、デジタル重視から紙の教科書に戻す動きも出ている

そうです。 

 東北大学の大森名誉教授によると、欧州の小児科学会の連合組織は今年６月、

読解に関する研究成果を分析した論文を公表し、デジタル媒体は紙に比べ、拾い

読みや流し読みといった浅い読みになりやすいと指摘したそうです。大森氏は、

国は国内外の研究や動向をしっかり検討し、政策判断すべきだと指摘しておりま

す。 

 私も、まさしくそのとおりであると思っていますが、文部科学省は昨年の９月

から中央教育審議会のデジタル教科書推進の作業部会で、デジタル教科書の利用

拡大に向けた議論を始めました。今年２月には、デジタルを紙と同じく正式な教

科書とする中間まとめを策定し、最終まとめの公表は秋頃に見込まれております

が、中央教育審議会で、デジタル教科書の義務案として正式な教科書に向けた議
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論が大詰めを迎えているそうです。今月にも示される審議まとめに向けて、紙の

教科書と同様、デジタルも国による検定や授業での使用義務の対象とする案が検

討されているようです。紙とインターネット上にある教材を組み合わせたハイブ

リッドも提起されておりますが、学習面での子どもたちへの学習負担増加など課

題は多く懸念されます。 

 また、２５年度の全国学力テストのアンケート調査では、授業外で端末などを

勉強のために長時間使う児童・生徒の成績は、全く使っていない子どもよりも低

いという結果も出ております。全くもって検証不十分であることは明らかであり

ます。 

 文部科学省が議論を急ぐのは、２０３０年度から小学生が新たなカリキュラム

で学び始めるのに間に合わせたいという思惑があるからとしか思えません。スウ

ェーデンやフィンランドでは、学力低下などを理由にデジタルから紙の教科書重

視に転じており、海外では紙回帰の動きが出ております。 

 東京大学の酒井邦嘉教授は、「教育の根幹に関わる話で性急に進めるべきでは

ない。デジタル化が効果的だとは実証されておらず、慎重な議論が必要だ」と指

摘しておりますが、町の教育現場はそれに疑問なく移行されるのか伺います。 

教 育 長  ９番 佐澤議員のご質問にお答えいたします。 

 議員からは、デジタル教科書の有意性についてご質問をいただきました。 

 初めに、教科書の使用について法令を基に申し上げます。 

 現在、全国の学校において使用される教科書とは、学校教育法の定めにより、

教科の主たる教材として文部科学大臣の検定を経たもの、または文部科学省が著

作の名義を有するものと定義されております。同時に教科において必ず教科書を

使用しなければならないとの使用義務が課せられております。 

 続いて、議員が心配されているデジタル媒体等への懸念でありますが、この点

については私も意を同じくするところであり、今日発行されている多くの書籍や

新聞等がデジタル化に推移し普及する以前に、学校教育の根幹に関わる教科書に

ついて、十分な議論や検証結果が得られないままデジタル教科書のみが先行導入

されることについては理解に苦しむところであります。 

 学習者用のデジタル教科書については、令和元年度に教科書代替教材として制

度化され、昨年度より本格導入として小学５年生から中学３年生に対して国から

提供されております。 

 本町においては、令和６年度より英語のデジタル教科書は全ての小中学校に、

算数は一部の小学校に提供されており、各学校ではＧＩＧＡスクール構想の下、

配備された１人１台端末上で、必要に応じてデジタル教科書を使用して学習して

いる状況にあります。 

 近年は加速度的にデジタル教材の導入が進み、学びの充実と個々のニーズに応
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じた学習の充実が期待されておりますが、その一方で、通信環境面での問題や健

康面への配慮などの課題もあると認識しているところであります。議員が述べら

れるとおり、中央教育審議会のデジタル教科書推進の作業部会で、現在デジタル

教科書の有意性について幅広い観点から議論がなされております。この作業部会

では、教育におけるデジタル技術の活用が進む中、デジタル教科書の有効性や課

題に関する具体的な検討が行われています。 

 主な有意性としては、以下の点が挙げられます。 

 まず、デジタル教科書の最大の利点は、学習が個別化、柔軟化される点です。

デジタル教科書は、視覚的なアニメーションや音声、動画などを活用して、従来

の紙の教科書では困難だった視覚・聴覚的な理解を深める学習環境を提供するこ

とが可能です。また、学習者ごとの進捗状況に応じた教材や問題が提示されるこ

とで、子ども一人ひとりに合った学習体験を提供できます。この点は特に学習の

つまずきや特別な配慮が必要な子どもたちへの支援に寄与するものと期待されて

おります。 

 次に、教員の負担軽減と教育の管理効率化が挙げられます。デジタル教科書を

通じて得られる学習データを活用することで、生徒の理解度や進捗状況をリアル

タイムで把握することが容易になり、個々の生徒への適切な指導が可能になりま

す。また、教材の更新や補足資料の追加が迅速に行えるため、紙の教科書に比べ

て時代の変化に柔軟に対応できる点が挙げられます。さらには生徒の主体的で協

働的な学びを促進する点でも、デジタル教科書の可能性が議論されております。 

 デジタル教科書は、学習者同士がオンラインで意見交換をする場を提供した

り、クラウド上で共同作業を進めたりすることが可能で、これからの教育に求め

られるコミュニケーション能力や協働力の育成にも注目されております。 

 また、英語の学習では、ネーティブスピーカー等が話す音声を聞くことがで

き、シミュレーション機能や映像、動画資料により、実感を伴った学習や文字の

拡大や色の変更で読みやすくなり、家庭での音読練習にも活用が広がってきてお

ります。 

 さらには、算数の学習において立体図形の展開をシミュレーションで確認させ

るなど、児童の理解につなげる活用を行っております。 

 ただ一方で、デジタル教科書の普及には課題も指摘されております。児童・生

徒の画面使用時間の増加による健康への影響、家庭の通信環境によってはデジタ

ル機器がスムーズに利用できない場合があるといった課題も指摘されています。

これらの課題を解決し、紙媒体との併用を含む形で、より効果的な運用方法が求

められると捉えております。 

 児童・生徒も教師も使い慣れ、いつでもどこでも使用できる紙の教科書のよ

さ、議員おっしゃられた紙の教科書の強みも十分に理解し認識しているところで

あり、現在は紙の教科書を主として使用しながら、デジタル教科書は強みが生き
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る場面で使っている状況にあります。 

 総じて、デジタル教科書には学習の多様化、効率化、主体性の育成などの多く

の有意性があると評価されています。ただし、その導入には社会的課題への十分

な検討が必要であり、今後の議論が学校や子どもの実態に即した形で進められて

いくことを期待し、強く望むところであります。 

 教科書は教科の主たる教材として使用されるもので、これからの児童・生徒に

とって、より主体的、対話的に深く学ぶことができるもの、そして個別最適な学

びと協働的な学びが充実するものが望ましく、紙の教科書とデジタル教科書、そ

れぞれの強みを生かし適切に取り入れ学習を行っていくことが望ましいと考えて

おります。 

 最後に、子どもたちが使用する教科書の採択について、一言付け加えさせてい

ただきます。 

 教科書の採択に当たっては、地方教育行政法により、学校の管理機関である教

育委員会に採択権があり、最上管内においては教科書無償措置法に基づき共同採

択方式が採用され、各社検定教科書の十分な研究や調査を事前に行った上での採

択決定となり、最上管内８市町村の児童・生徒が同じ教科書を使用しておりま

す。 

 今後も引き続き国の動向を注視しながら、本町の児童・生徒の学習環境の整

備、教育の充実に、より一層努めてまいりたいと考えております。議員のご理解

のほど、よろしくお願い申し上げ答弁といたします。 

９ 番 

佐 澤 

 小中学生、ともに学力低下の兆候が表れているそうです。これはコロナ禍とデ

ジタル機器の長時間利用が影響したというふうに強く言われているそうです。こ

の状況下で、教科書までデジタル化を推し進めることが本当に子どもたちのため

になるのか、その不安は拭い切れません。まして、正式という文字、義務案とい

う文字で新聞に堂々と書かれてしまうと大変なことになってきたなというふうな

思いをするわけです。 

 私が心配するのは、デジタル推進を掲げる部会の意見だけで国の教育行政を決

めていいのかということであります。町の教育現場でもデジタルありきで突き進

むのではなく、学習効果や使い勝手を見極めていただくことを願いまして、私の

一般質問を終わります。 

議 長  これで、９番 佐澤浩議員の一般質問を終わります。 

 一般質問は全て終了しました。 

散   会 
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議 長  本日の議事日程は全て終了しましたので、これで散会します。 

 この後、常任委員会の予定が入っています。 

 その前に控室のほうにお集まりをいただきたいと思います。 

 散  会 １４時４６分 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月１０日（水）開議 

 

（第２日） 
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開   議 

 

議 長  それでは、改めましておはようございます。 

 ただいまの出席議員は９名です。６番 須貝康幸議員から欠席の届出がありま

す。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

 

議 案 審 議 

 

議 長  日程第１ 同意第２号 最上町教育委員会委員の任命についてを議題としま

す。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  おはようございます。 

 同意第２号 最上町教育委員会委員の任命についてご提案を申し上げます。 

 現在、教育委員として活躍をいただいております明石二三江氏は、令和７年

９月３０日をもって３期目の任期が満了となります。明石氏は、幼児教育をはじ

め、読書教育の知識と実践経験を生かし、幅広い識見と町の教育に対する熱い情

熱を有しておられる方であります。教育委員として適任でありますので、引き続

き同氏を任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により議会の議決を求めるものであります。 

 任期は令和７年１０月１日から令和１１年９月３０日までの４年間となりま

す。 

 よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長  これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 本件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 
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議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第２号は同意することに決定しました。 

議 長  日程第２ 同意第３号 最上町消防委員会委員の委嘱について同意を求める件

から、日程第９ 同意１０号 最上町消防委員会委員の委嘱について同意を求め

る件までの８件は関連しますので、一括議題とします。 

 同意第３号から同意第１０号までの８議案について、町長に提案理由の説明を

求めます。 

町 長  同意第３号から同意第１０号までの最上町消防委員会委員の委嘱についての

８案件を一括してご提案を申し上げます。 

 消防委員会は、本町における消防及び防災の充実と発展に資し、かつ消防行政

の円滑な運営を図ることを目的として設置しているところであります。 

 これまで貴重な意見をいただき、今日の本町における消防防災体制の根幹が構

築されております。その委員の任期が令和７年９月３０日をもって満了となりま

す。 

 つきましては、二戸孝芳氏、野口繁弥氏、齊藤常久氏、佐藤正市氏、須貝康幸

氏、須貝英幸氏、阿部幹彦氏の７名に引き続き委員をお願いをし、また新たに、

学識経験者として元最上町消防団分団長の伊藤勝一氏を加え、計８名の委嘱につ

いて最上町消防委員会条例第５条の規定により同意を求めるものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。よろしくお

願いいたします。 

議 長  ここで暫時休憩します。 

 休  憩 １０時０６分 

再  開 １０時０９分 

議 長  ただいま提案理由の説明をいただきました。 

 その中で一括して質疑を行う段取りでありますけれども、同意第３号から５号

までの部分の質疑をまず最初にお受けしたいと思います。 

 第３号から第５号までの３件について、質疑を願います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 
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 討論を省略し、採決に入りたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

議 長  異議なしと認めます。 

 同意第３号 最上町消防委員会委員に二戸孝芳氏を任命することに同意を求め

る件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第３号は同意することに決定しました。 

議 長  同意第４号 最上町消防委員会委員に野口繁弥氏を任命することについて同意

を求める件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第４号は同意することに決定しました。 

議 長  同意第５号 最上町消防委員会委員に齊藤常久氏を任命することについて同意

を求める件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第５号は同意することに決定しました。 

議 長  同意第６号 最上町消防委員会委員に佐藤正市氏を任命することについては、

４番 佐藤正市議員に関わる事件でありますので、佐藤正市議員の退席を求めま

す。 



 60 

 （ ４ 番 佐 藤 正 市 議 員 退 席 ） 

議 長  それでは、本件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第６号は同意することに決定しました。 

 入場お願いします。 

 （ ４ 番 佐 藤 正 市 議 員 入 場 ） 

議 長  佐藤正市議員に申し上げます。 

 退席中に審議を行いました同意第６号につきましては、全員一致で同意するこ

とに決定しましたので、申し伝えます。 

議 長  同意第７号 最上町消防委員会委員に須貝康幸氏を任命することについて同意

を求める件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第７号は同意することに決定しました。 

  同意第８号 最上町消防委員会委員に須貝英幸氏を任命することについて本件

の質疑を行います。 

 すみません、同意第８号から同意第１０号までの件について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 本件を採決します。 

 同意第８号の件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 
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 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第８号は同意することに決定しました。 

議 長  同意第９号 最上町消防委員会委員に伊藤勝一氏を任命することについて同意

を求める件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第９号は同意することに決定しました。 

議 長  同意第１０号 最上町消防委員会委員に阿部幹彦氏を任命することについて同

意を求める件を採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、同意第１０号は同意することに決定しました。 

議 長  日程第１０ 議案第３５号 最上町議会議員及び最上町長の選挙における選挙

運動に要する費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第３５号 最上町議会議員及び最上町長の選挙における選挙運動に要する

費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご提案を申し

上げます。 

 町議会議員及び町長選挙における選挙運動費用の一部については、公職選挙法

施行令に定める額を準用し、条例により公費で負担することとなっております

が、昨今における物価の変動等に鑑み、令和７年６月に公職選挙法施行令の一部

が改正され、公費限度額が引上げられたところであります。 

 主な改正内容といたしましては、選挙運動用ビラの印刷費を１枚当たり７円

７３銭から８円３８銭に、ポスター印刷費を１枚当たり５４１円３１銭から
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５８６円８８円に定めるものであり、公費負担の限度額単価を改正することによ

り、立候補しやすい環境を整えることを目的に、最上町議会議員及び最上町長の

選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の一部を改正するた

め、提案するものであります。 

 よろしくお願いをいたします。 

議 長  これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第１１ 議案第３６号 最上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第３６号 最上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてご提案を申し上げます。 

 少子高齢化が進展し、人口減少が加速している中で、男女共に家庭と仕事を両

立できるよう柔軟な働き方を実現するため、国家公務員においては、仕事と生活

の両立支援の拡充に対するため、令和６年１２月に人事院規則の改正が行われま

した。 

 地方公務員においても均衡の原則に基づき、国家公務員と同様の措置を講ずる
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必要があることから、最上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

するものであります。 

 主な改正内容は、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を新設

するもので、妊娠、出産についての申出をした職員や、３歳に満たない子を養育

する職員に対し、仕事と育児の両立支援制度の周知と、制度利用の意向確認のた

めの措置を講ずるものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願いをいたします。 

議 長  これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

１ 番 

宮 本 

 私から、この後の議案の部分にもちょっと関連してきてしまうとは思うんです

が、現在、町の職員の育児休業、そういったところの取得状況、男性、女性、そ

んなに詳しい具体的な数字は求めませんが、そういった状況や割合の部分と、職

員の方へのそういった対応の状況、具体的にはこの後に関係してくるであろう部

分休業であったり、時差出勤であったり、時間外勤務のそういった配慮とか、そ

ういったことというのは今どういった状況なのか、ちょっとお聞きしたいなと思

うんですが。 

総 務 企 画 

課 長 

 おはようございます。 

 ただいま、宮本議員のほうからの質問に対してお答えいたしたいと思います。 

 ただいまの職員におけます育児休業の取得状況につきまして、状況につきまし

て報告させていただければと思います。 

 現在、取得の状況におきましては、９月現在で３名の方が取得している状況に

なります。やはり今回の条例の内容といたしましては、先ほど、町長のほうから

の説明でございましたとおり、これから妊娠、出産等について申出をした職員に

対しまして、町側といたしましてもきちんと意向を確認し、また、いろいろな制

度がございます。そちらについて、きちんと説明をした上で働きやすい環境を、

また、生活と仕事の両立を図るために、制度を取得しやすいように説明するもの

でございます。 

 こちらの内容につきましては、今、このたび制度を改正するわけでございます

が、当然のことながら、従前もこのような時期が来ましたら、職員に対してもき

ちんと説明をしておりますし、なお、法整備することによって、みんながこうい

う状況にあるんだというところで、職場の環境をも配慮させながら、安心して働

ける職場づくりを進めるための法整備でありますので、我々といたしましても、

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、このような整備をしながら努めてま

いりたいと考えております。 
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議 長  ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第１２ 議案第３７号 最上町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第３７号 最上町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてご提案を申し上げます。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が令和７年１月に公

布され、同年１０月１日に施行されることに伴い、職員が育児と職務を両立しや

すい勤務環境の整備を図るため、最上町職員の育児休業等に関する条例の一部改

正を提案するものであります。 

 主な改正内容は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために勤務し

ないことを認める部分休業制度について、現行の１日につき２時間以内の部分休

業に加え、年間を通じて一定時間内で取得可能な新たな部分休業を制度化するこ

とで、職員の育児状況や勤務形態に応じた柔軟な働き方を可能とするものであり

ます。 

 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第１３ 議案第３８号 最上広域市町村圏事務組合規約の一部変更につい

てを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第３８号 最上広域市町村圏事務組合規約の一部変更についてご提案申し

上げます。 

 ご提案いたします規約の一部変更につきましては、最上広域市町村圏事務組合

の事務執行体制において、組織管理面での機能強化が喫緊の課題であるため、事

務部局と消防部局の全体調整を図るほか、施設の長寿命化をはじめとする財政の

健全化を図るために、新たに特別職である総合調整監を置くことができるよう、

変更するものであります。 

 なお、規約の変更につきましては、その手続上において、最上広域市町村圏事

務組合の構成員である８市町村の議会にて可決されることが前提となっておりま

して、その上で、最上広域市町村圏事務組合が県への許認可の申請を行うことと

なります。 

 つきましては、地方自治法第２９０条の規定により、規約の一部変更に向けて

議会の議決を求めるものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 
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議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

３ 番 

尾 形 

 おはようございます。 

 この議案第３８号 最上広域市町村圏事務組合規約の一部変更について、昨年

９月定例会でもこの話がありました。提案されました。私はやっぱり、疑問に思

っていることも前回質問させていただきました。 

 それで今回、いろんな、今日までの間に説明がありましたけれども、まだ納得

できない部分もありますので、その辺。今、町長のほうから、提案理由として総

合調整監、事務局部と消防部門ということで、分けなくちゃいけないということ

であったんでしたけれども、その辺の経緯。ここまで来るまでに、前回も各市町

村議会に上程する前に、広域市町村のほうで事前に話されたのかという話も前回

ありました。 

 やはり私たちもそうですけれども、議会におられる各議員の皆さんもこれ納得

を本当にしたのか、これするまでに経緯がどのような形であったのか、まずその

辺。それで、それにプラスして、多分事務局部と消防部というので分けるために

名前だけ変えた、前の副管理者から総合調整監という名前を変えただけで、内容

が変わっている部分も私はあると思うので、その辺の変わった部分、どういうと

ころが変わったのか説明願います。 

町 長  尾形議員から再質問がございましたけれども、この前全協でもお話ししました

ように、前回の提案の仕方の中には、前回、最上町は不採択になったわけであり

ますが、あのとき広域議会議員に全然説明がないままに町村に下ろしたというこ

とが、何分私はまずかったなというようなことでお願いもしたんでしたけれど

も、ああいう形になったということでおわび申し上げたい。 

 今回の提案についても、議会の提案者は、責任は私町長であるわけであります

ので。ただ、今、尾形議員からおっしゃっていただいたように、現時点ではプロ

パー職員が若くて適任者がなかなかいない状況で、事務局長が置けない状況であ

るということ。そして今回、改めて消防のパワハラ問題が出たということも含め

て、事務局長は一般職になるわけです。特別職ではないわけね。ですから、今回

の調整監を置くことによって、消防部局と最上広域全体の在り方についてのアド

バイスができるような人、まず期限を切って２年というくくりを持ってお願いす

るという提案になりました。 

 改めてそういう意味でのこれからの消防行政、また、広域行政の円滑な職務に

貢献してもらうために、今回の理事会を補佐し、事務局と消防部局の調整を図っ

て、円滑な広域行政につなげたいという思いの中で、今回の特別職、調整監とい

う形の提案になりますので、どうかひとつご理解とよろしくお願いしたいと思い
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ます。 

３ 番 

尾 形 

 今、町長の説明がありました消防の関係で、パワハラがあったと。その調整役

も必要だという、確かに今、広域消防のほうにも、職員も何かやっぱり不足、成

り手がいないんではないかという話もちらっとありますけれども、その辺がやっ

ぱり、郡内と県民の生命を守る職員が消防職員として本当に私は必要だと思いま

す。その辺で、消防職員も生活するためにも、いろんなそこの中で心配事が消防

職員にはあると思います。その辺の調整役として私は必要だとは思っております

ので、やっぱりうまく、うまくという言い方は失礼ですけれども、でも、やはり

町民、市民、県民のためにしっかりと働いてもらう環境づくりは私は必要だと思

っております。 

 それで、説明の中で、管理者または総合調整監という、特別職を置かなくちゃ

いけないということで設置されるとすれば、正しいか正しくないか分からないの

ですけれども、金額が１，０００万円とか５０万円とかという数字もいろんな形

で出てきていますけれども、この場合、８市町村……役場のほうに、市役所のほ

うに、また議会のほうにも関係あると思いますけれども、お金のほうが本当に各

自治体への負担がないのか。ないような話もちらっと聞きますけれども、本当に

自治体の負担がないのか。あるとすれば幾らぐらい負担になるのか、その辺をお

伺いしたいと思います。 

町 長  今回、事務局長を置かないということについては、特別職でないと消防に対す

るパワハラ問題の調整も利かない。これからの広域行政として最も大事だという

提案でありますけれども、費用等については後ほど副町長からお話しさせます

が、事務局長を置かないということからも大幅な増額にはならない、

１，０００万ぐらいということがありましたけれども、そういった中で、今回は

特別職を置くことによって、広域行政とそして消防行政と全体を調整できる、そ

ういった特別職を置くということで調整監のお願いということでありますので、

今最も大事なことでないかなというふうに考えますんで、よろしくご理解をいた

だきたいと思います。 

 費用等については、じゃ、ひとつ。 

副 町 長  じゃ、私のほうから、正確とまでは言わないんですが、大きな流れの中での数

字について申し上げたいと思います。 

 まず、今年度の事務局長につきましては、臨時的な任用ということで、法的に

は１年限定となっているということで、かなり報酬といいますか、それも下がっ

ております。６年度までは専任のプロパーの事務局長さんが配置されたというこ

とで、その年と今年と来年、特別職が置かれた場合の３つに分けた比較をちょっ
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と申し上げたいと思います。 

 まず、昨年度につきましては、人件費の見方ですけれども、単に給与とか一時

的な手当のほかに、共済金負担とか退職金等もありますので、こちらでほぼほぼ

１,０００万ということです。去年の事務局長、専任の段階で。今年度は臨時的

な任用ということで、それよりかなり下がっております。 

 それから、副調整監ですね。今の説明で５０万円以内というようなことであり

ますが、今、３段階で４０万、４５万、５０万の３段階で、これから理事会でも

検討していくというふうになりますが、仮にこれが４５万という、月額報酬した

場合の人件費につきましては１，０００万ということで、去年までいた専任のプ

ロパー職員の人件費とほぼほぼ同じ額というふうになります。 

 ただ、状況が変わってきているのは、令和２年度から運用が始まりました再任

用職員については、広域の場合は今年度から適用者が出てきたということで、今

までの事務局長さんが再任用職員として働いております。この部分につきまして

は、大体年額、人件費相当につきまして約３００万ということになります。そう

していきますと、今年度につきましては約１，１０２万円という、そういった額

になります。 

 もう一度言います。現事務局長、臨時的な事務局長の報酬と、新たに今年度か

ら導入しました再任用職員を合わせますと１，１１０万になります。これが来年

度になった場合は、特別職の総合調整監の報酬プラス再任用を入れますと約

１，３００万ということで、今年度と比べると２００万ほどの増になります。 

 ただ、考え方がありますが、事務局長がプロパーの職員または特別職を置かな

い関係なく、また別の人の流れで再任用制度というのは適用されるべきものです

ので、一概に一緒くたにはちょっと論じられないんですが、お金の面から言うと

そういうふうな計算になります。これを市町村の割合、最上町は大体１２％ぐら

いの負担割になっておりますので、それを割り算すると単純な増加額ということ

が算出できるなと思っています。 

 ただ、もう一点だけ付け加えさせていただきたいんですが、５か年の財政運営

計画というものを広域のほうでも出していまして、私もその委員になっているん

ですが、今後５年間でちょっと多いんですけれども、２，０００万ほど負担金が

減るという試算になっております。これは様々な設備関係の投資とか、それか

ら、今般やっています消防新庁舎とか、その動きを見ながらということで計算し

ていくと、今後は減っていくというふうな状況が予測されております。ただ、こ

れを実現していくには、かなりやっぱり強力な調整リーダー役がいないとできな

いだろうというようなことでは、私たちもこういった委員の中で話し合っている

ところでございます。 

 金額については以上でございます。 
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３ 番 

尾 形 

 今、副町長のほうから、いろいろな数字が上がってきましたけれども、なかな

かやっぱり各自治体というのが、昨年起きた災害で、各自治体もいろんな形で難

しいことがあるなというので、大変であるなというのは私は感じておりますの

で、少しでも各自治体の負担を減らすということを目標にしていただきたいな

と。 

 それで、前回、私の質問の中で、天下り先を設定しているように感じるという

ことも質問させていただきました。その中で、今回もこのかたちで、人事のほう

で私たちがどうのこうのは多分できないでしょうけれども、ただ、県の天下り先

でないのかなといううわさもやはりちらちらとありますので、その辺の、今の天

下り先でないんだよという言葉が出るのか。ただ、それは広域議会のほうで決め

ることなので、多分出ないと思うんですけれども、その辺の今の状況をお知らせ

ください。 

町 長  前回そういう表現も一部あったように思いますが、決して天下りという方法で

はないということをはっきり申し上げさせていただきます。 

 ただ、いろいろな議論の中で、今まで私の反省としては、やっぱり広域議会運

営の理事会の在り方、広域行政の在り方については、毎月１回は定例の理事会が

あるわけでありますが、そういった経過の内容等々について、我々自身も、最上

町の議会の皆さんにも、折に触れ説明しておくということをなかなかしてこなか

ったということは、物すごく反省点の１つになっています。 

 ただ、今回はそういったことではなくて、改めて事務局長は一般職でもあるも

のですから、特別職として調整監を設置していただいて、あくまでも原則２年間

という限定の中で、広域行政と消防行政に対する指導の立場も含めた形で設置を

お願いするということでありますので、どうかひとつご理解、ご指導よろしくお

願いしたいと思います。 

１ 番 

宮 本 

 私のほうから。 

 この総合調整監は、人材の話や専任の部分の話もありましたが、やはり実質市

町村で今まで総務課長とか、そういったことを歴任した職員の方というのが適材

になってくるのかなとか、そういったことも少し考えちゃうんですが、事前ので

すか、今回、全員協議会の中で、組合事務局長の説明では、今いる職員が経験を

積んで事務局長になれば、総合調整監を置かないことも考えられるという話があ

ったかなと思うんですが、そういう認識でいいのか。前回たしか副管理者の場合

のときの話ですと、６０歳を超える方が事務局長兼務で就任が可能というような

考え方もあったと思うんですが、その部分が１つ。 

 要するに内部登用というのがあるのか、可能なのかというところを改めて確認

したいのと、今、町長からも言われましたが、「２年間限定なんだよ」と言われ
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ると、私たちは２年目以降というのが不透明なのかなって感じてしまうんです

ね。あわせて、総合調整監の設置の２年後の見通しについて、将来を見据えた職

員の中の職員の育成であったり、組合組織や組合機構の在り方をどのように考え

ているのか。これ今までどおり総務課長を新庄市から派遣して、業務課長とかそ

ういったものは事務組合の内部の職員で担っていく考えなのか、そのあたりの組

合組織、そういう機構の全体のこれからの考え方というのは、理事会のほうでは

どのような話がされているのか。ちょっと以上２点、お聞きしたいなと思いま

す。 

町 長  ありがとうございます。 

 先ほど来お話ししておりますように、今現在のプロパー職員は５０代というこ

とで、なかなか事務局長までに至らないような状況の中であったものですから、

そこには特別職を置かせてもらう、事務局長はあくまでも一般職でもある。そう

いう背景の中で先ほどもお話ししましたように、今回の消防のパワハラ問題もあ

った、第三者委員会の委員会にもお願いをしてきた経緯の中でパワハラがあった

ということもありますんで、特別職という形でお願いすることによって、消防の

ほうに対する指導も含めて、できるという環境の中で今回の提案でありますの

で、あくまでも原則２年であります。 

 ただ、再任用については、改めて議会の承認を得るという形でありますので、

そういう経緯も含めて、今後皆さんにも丁寧な進め方を説明するような形の中

で、どういうふうになりますか、今の段階で２年でいいのか、もう２年になるの

かということも不透明でありますが、まずは２年が原則で、そしてさらに再任す

るためには、議会の議決が必要になるということでありますので、まずは最初の

スタートとして、特別職でないと消防の指導もできないということもあったもの

ですから、そしてプロパーの職員が若いということもあるものですから、今回の

提案であるということでありますので、ご理解をいただければと思います。 

１ 番 

宮 本 

 ちょっと今、答弁もらっていないんですが、要するに内部登用というのも将来

的に考えているのか、そういったところまで育成とかも考えながら、今回の２年

ということを考えているのか、そういったことを理事会がどこまで考えて、先を

見通しての部分で今を考えているのかというところをちょっとお聞きしたいんで

すね。 

 要するに２年間限定、もちろん２年後はもちろん任期２年なので、２年後にも

う一度諮ることはもちろんなんですが、その後の部分をどこまで見ているのか、

その先はちょっとなってみないと分からないというような状況では、これ私た

ち、ちょっと難しいかなという判断がというところがあるので、まずそこの部

分。内部登用ももちろん視野に入れながら、なれるんだよと。今回の総合調整監
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にはなれるんだよというところがあるのかというところと、理事会の部分で、ど

こまで職員育成とか含めてこれからのことを考えているのかというところを、理

事会の部分でちょっと話があるのかないのかというところも含めてお聞かせくだ

さい。 

町 長  説明不足で申し訳ございませんが、そういう意味で、この２年間を原則として

今回お願いするわけでありますが、将来に向けて、理事会との人材育成のことに

ついては最も大事なことでありますので、その経緯なんかも含めて、２年以降に

ついては、先ほど理事会での提案になろうと思いますけれども、議会の承認が必

要になりますが、その経緯も含めて、人材育成というのは何よりも大事であると

いうことでありますので、そういったことが理事会の中でいろいろな事業等々に

ついても、常に意識をした形の中で理事会の運営にも関わっていきたいと。こん

な決意でいるところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

１ 番 

宮 本 

 質疑回数も３回なので。 

 率直に内部登用とかというのも、もちろん方向性としてあるのかというところ

をまずお答えいただきたいなというところなんですが。 

 このたびの件は、職員の人員配置、言われているように配置が難しいと。事務

局長になる人材のことが難しいということと、消防組織のパワハラの事案に端を

発しているのだろうと考えるんですが、今回の提案されている部分にあるよう

に、「総合調整監は理解を補佐し、職員の担任する事務、ただし、消防長及び消

防署長が統括する事務を除く、これを監督する」とあります。今までのように、

予算執行の調整などは特別職を置かなくてもできると思いますし、今回のような

パワハラのような事案が発生すれば、今回のように第三者委員会、例えば様々な

報道がありましたが、答申によるところによると、消防部局内のハラスメントに

関する相談窓口、苦情処理委員会にこれ外部の専門家を入れるべきだということ

も、話があったということもありました。 

 この事案がパワーハラスメントに該当するかどうかは、今回のように第三者委

員会に委ねることになると思います。懲戒処分に関しても、懲戒処分審査会が今

回行われたように開かれて、最終的には理事会理事長が判断するという中にあっ

て、これ本当に総合調整監が必要なのかというところが一番私はちょっとまだ分

からないんですね。パワハラのような事案が発生しないように防ぐ、そういった

ところの意味合いで常勤が必要だということもあるのかもしれませんが、そうい

った意味での組織運営面での監督ということであれば、これ今の理事会理事長に

与えられている権限の中で、常勤ではなくたってその部分の責務は果たせるんじ

ゃないかなと考えてしまうんですが、それはできないってことなんでしょうか。

最後なんでちょっとそこを２つお聞かせください。 
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町 長  先ほど来も同じ表現になりますが、若手職員がいるということで、なかなか特

別職になれるような状況もないということで、総合調整監にお願いするわけであ

りますが、これはずっと置くという形でなくて、今のプロパー職員の中で、そう

いったことを育てていくことも我々の責任として、教育しながら、お願いをしな

がら、消防行政と広域行政の在り方、これからの最上地域全体の在り方について

の特別職に値する事務局長ということになれば、今の調整監を２年１回になるの

か分かりませんが、そういう形にするということは原則として、今の体制の中

で、何とかひとつそういう消防のほうにも指導できる、そして広域行政のことも

やれるような立場にまずは置かせてもらいながら、今のプロパー職員の中から

も、そういうことの人材を育てながら今後対応していくということで理事会でも

お話しておりますし、これが最終的な理事長の判断と、我々の判断につながるん

でありますので。 

 ただ、何回も言いますように、その経過も含めて、全然皆さんに説明してこな

かったということが私自身も大反省をしているわけでありますので、決定権だけ

でなくて、経過も含めた広域行政の在り方についての経過も説明していくという

ことが、これからの私の大きな、これから頑張っていかなきゃならない課題の一

つだなと思っているところでありますので、まずは今回の特別職調整監の任務に

ついてはご承認をいただいて、そしてその後のこれからのプロパー職員の育成も

含めて、分かりやすい制度設計の在り方については、理事会でまず理事長を中心

として頑張っていかなきゃならない。こんな決意でいるところでありますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

２ 番 

栗 林 

 今回の議案についていろいろ説明をいただいたり、全員協議会のほうにお越し

いただいて説明をいただいたりしました。正直言いまして、説明をいただければ

いただくほど、何か分かりにくいというふうに感じ取っているのが正直なところ

です。 

 本当に素朴な質問になってしまうかもしれないんですが、今、宮本議員が聞か

れたような内部登用はないのかということを、はっきり町長からの回答がなかっ

たように感じるんですが、すごく年齢のことを何度も何度もおっしゃいました。

なかなかいい人材が、まだ若くて経験がないというようなことを、いろんな理由

の中で上げられていることを何度かお伺いしました。これ、そういう年代のはざ

まというか、そういうことが発生するということはいろんな場面で往々としてあ

ると思うんです。実際に、町の役場の中でもそういったことがあるということは

今までも感じることがありました。経験がやはり不足しているということが、

私、全員協議会のときに、若い方では、５０歳代の方では駄目なんですかという

ことを、私もそのときも質問をさせていただきました。やはり経験がないから、

経験がある方をどうしても置きたいというところが、そこもまた私はちょっと…
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…かえって疑問に感じてしまうところがあります。 

 改めて内部登用、そして、若い方がそういった職務を担うということは考えら

れないのでしょうかということをお伺いします。 

町 長  今、５０代の方が２名おるわけでありますけれども、決して未熟ではありませ

ん。そういった面でこれからの広域行政の在り方については、大変頑張っていた

だかなければなりませんし、頑張っているわけです。 

 ただ、特別職という形で、今回のパワハラがあったということが大きな問題の

一つとなりましたけれども、改めてそういった面で、調整監を置かせていただく

中で、今の職員も一緒に一つ育てていくという形の中で、将来、私は事務局長が

特別職としてあり得るぐらいの資質に育てていくということが、まず今回の提案

になっていくのではないかなと。決して今の若い職員が、未熟で駄目だと言って

いるんでないんですよね。 

 改めて、今まで以上に広域行政の在り方、業務の在り方は極めて極めて大事な

論点になっているわけでありますので、そういう意味で、人材育成も含めて、今

回の総合調整監を一つ方策をしていただくような形の提案となっているところで

ありますので、ぜひひとつご理解とご協力をお願いしたいと思います。 

９ 番 

佐 澤 

 今、５０代の方が２名、本来ならば、我々のほうに謝罪すべきものではなかっ

たのかなというのは、これ理事会の人事ミスです。分かっていたはずです。昨年

までいた事務局長が退職される、その次には５０代、空白があったんです。これ

人事ミスです、完全な。それで謝罪一つない。それで、穴埋めをするためにこう

いった形で補おうとしている。そうすることによって、先ほど３番議員さんも言

っていました。各自治体からの持ち出しが増えてしまうと。 

 ごみ問題であればこれは仕方ありません。これから人口減少がますます起きて

きます。その中で、人口減少が起きていってもごみが急激に減るということもな

いんですよね。それを処理する機械は何十億ですよ。それを、今までこの町で

１万３，０００人いたときと同じ負担がのしかかってくるような、そういったこ

とも考えていかなければならない。だから持ち出しを１円でも少なくしていく。

そういった行政の在り方でなければ、８市町村集まっているんだから割当ては少

しずつだよというふうな、そんな甘い考えでやっておられるのかなと。先ほどか

ら１，０００万という人件費、とんでもないくらいに大きな数字です。当町も予

算を組むとき、ぎりぎりの内容で組んでいるはずです。にもかかわらず、広域行

政になってくると、そういったことがないがしろにされているんではないのかな

というふうにも考えられてしまいます。 

 この２年間という、前と違ってきたのが、置くというふうなことだったんです

けれども、置くことができる、これが一つの手品かなというふうに思うんですけ
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れども、マジックを使ってもそれでも理解できない。本当に２年だけで済むのか

と思った今の状況で言ったら育ちません。年を重ねていくだけですよね。ですか

ら、こういった人を置くんだというような理由が見えて来ませんし、２年間勤め

られてもまだ成長しません。年齢から言ったら。最低でも４年、もしかしたら

６年が必要になります。それを誰が見定めるのか、今の理事会ではないですか。

どうもその理事会の方々の在り方というもの、考え方というものが不安でならな

いわけです。本当に底辺である各自治体のことをどれだけ考えながら、この広域

行政を持って行かれようとしているのかも見えてきませんし、あまりにもお金の

使い過ぎな部分も出てくるなと。 

 今回の消防庁舎、これは市民、町民、村民を守り、命を守るための建物であり

ますし、近代的な建物の中で、そういった人命と財産を守るべき建物としてこれ

は活用されるわけですが、その中で働く人にパワハラ問題が起こっていたと。そ

のパワハラ問題に関して理事会で示したのが、パワハラを受けて辞める人もいる

し、パワハラを受けて心が病んだ人もいるし、立ち直れない人もいる中で、あま

りにも甘過ぎる処分でなかったのかなと。懲戒処分があまりにも甘過ぎたんでな

いのかなと。原因は第三者委員会によって究明されましたが、そこではっきりと

しましたが、それでもそれに見合ったような処分であったのかなということも、

逆を言ったら、理事会そのものがゆがんでいないのかなというふうに思えるわけ

です。 

 ですから、ここにいるみんなも疑問点が拭えない。昨年と名前が変わっただけ

ではないのか。説明をされましたけれども、そうとしか思えない。そこには、理

事会のあるべき姿が見えなかったというのが事実ではないんでしょうか。ずっと

この総合調整監を置くというふうなことは、先ほど最初にも言いましたけれど

も、理事会の人事ミスです。ここからこのことが発生しているんだということ

を、まず自覚しなければならない問題であるというふうにも思います。 

 一気に全てを解決するということはできないかもしれませんが、これからのあ

るべき理事会の姿というものを、もう一度検証しなければいけないなと思うわけ

ですけれども、今、町長、その辺を理事としてどのように受け止めているのかお

尋ねいたします。 

町 長  ありがとうございます。 

 今、副議長の佐澤議員のおっしゃるとおり、理事会の在り方、このことが最も

私は今までの経過も含めて、反省に立った上で、今ここに立たさせていただいて

おりますが、まさしくまちづくりは経営であるわけですから、それがこれからの

地方創生の８倍の魅力を発信する、いい意味でのいろんな課題がたくさんある中

で、暗に甘んじて「こうします、ああします」では駄目だということも含めて、

経営のことも含めた形で、そしてその中で人材育成をどうするかということも含
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めた理事会の在り方、我々の責任でないかなと、こんなふうに思いますので、今

回を契機に改めて改めて理事会に対する今後の考え方、計画の在り方、人材の在

り方、制度の在り方についてより強くして臨まなきゃならないなということで、

今、副議長さんの意見を聞いて胸の痛い思いになるわけでありますが、私自身も

未熟なこと、説明不足もあったということをおわびを申し上げますけれども、改

めて決意をした形の中で、今後の最上広域全体の総責任者である理事会が最も大

事なんだということで、最上町議会のこの思いを改めて理事会にも発言させてい

ただく中で、今回まずは２年原則の、そういった面での消防のパワハラもあっ

た、本当に大変な状況にもあった、そういうことも含めて今後の課題解決につな

げるために、調整監を置かせていただくということでありますので、今後の広域

行政の在り方について、決意を持って臨ませていただきますので、どうかひと

つ、今回の案件についてはご理解をいただいて、ご承認をお願いしたいと思いま

す。 

９ 番 

佐 澤 

 今後１０年、２０年先の考えると、広域という文字から離れることはできな

い。広域でやらなければならないものはたくさんあろうかと思います。１自治体

だけで生きられるのかという……そういったことを考えたら、ごみ問題だけでは

なくて、全ての課において、必ず広域というものから進めていかなければならな

い問題が多数出てきます。 

 今、８市町村独立しているわけですが、合併というものに踏み切らなければな

らない町村も出てくるかもしれません。８市町村全てが合併したならば、広域と

いう文字はなくなるでしょうけれども。ただ、合併問題ではありませんので、こ

の問題は、このことは深くはお話ししませんけれども、そういったことも考えな

がらやっていかなければならない時代にあるんだということです。 

 介護保険にしても、広域でやらなければならない問題であると。病院問題にし

ても、広域でやらなければならない問題に必ずなってくると。１自治体だけでも

っていけない、１つ考えてみればすぐ分かることなんですけれども、行政サービ

スとしてごみの取扱いや回収をしているわけです。さて、これ、どういうふうな

ことになっていくのか。あと数年、１０年やその間で担い手がおられるのかとい

うこと。そういう行政サービスが、ほとんどできなくなってくるようなことも考

えなければならない問題であると。これも広域的なやり方で、最上町の業者が舟

形まで行って回収するとか、そういったことも考えていかなければならないよう

な、いろんな問題の中で広域化していかなきゃならない。そしてその先には合併

という文字が見えてくるわけです。 

 それらを考えながら、今の８市町村が取り組んでいる広域事業。どうも８市町

村長は、広域という組織を自分の自治体と同じく考えて見ているのか、やってい

るのか、ここが一番の問題だなというふうに思います。自分の自治体だけで手い
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っぱいなのに広域という、自分の自治体と同じような、そういう心構えで運営で

きているのかということ。かなり厳しい問題があろうかと思います。ですから、

こういった総合調整監というのも、必要とされるのではないかなということは分

りますが、いたずらにこういうふうに人を増やすというようなことではないとい

うことも理解しますが、どうも私たちには何か増やせばいいんだというような、

その裏には何があるんだというふうになったときに、８市町村の理事の方々が、

自分の自治体よりも力を入れていないなと、入れられないなというふうな、入れ

たくても入れられないなと。そんな時間がないんだなというふうに思えてなりま

せん。 

 ですから、理事会の在り方というものを、先ほども言いましたけれども、そう

いった先の、８市町村のこれから先の、１０年後２０年後を見据えた中でのやり

方も、きちっと取組を入れていかなければならないんでないのかなというふうに

考えますが、この総合調整監を含めながら、町長の考えをもう一度お示しをいた

だきたいと思います。 

町 長  今、佐澤議員の一言一言を、身の引き締まる思いで拝聴させていただきまし

た。 

 何といっても、理事会の在り方の今までの考え方を、もう一遍再構築していか

なきゃならないということも含めて、多くの反省をしながら、今、身の引き締ま

る思いでいるところでありますので、これからも一つひとつ、合併というお話し

なんかも初めて今言われましたけれども、一つひとつのまちづくりだけでなく

て、８倍にするということが大きな広域全体の目標でもあるわけでありますの

で、これからの財政問題も含めて、これからもひとつ広域行政の在り方について

も、理事者の１人としても責任があるんだということも含めて、改めて決意をし

ながら、これから理事会の在り方についても、大きな発言の中で、今日の最上町

議会の皆さんの意見なんかも反映させていただくような形の思いを伝えながら頑

張っていきたい。こんな思いでいるところでありますので、改めてこれからの広

域行政に対して、決意をもって臨まさせていただくということでご理解をいただ

いて、今回の案件についてはまずご理解をいただければと思いますので、よろし

くお願いします。大変なご指導、ありがとうございます。 

議 長  ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立４名です。 

 賛否同じでありますので、地方自治法第１１６条第１項の規定により議長が裁

決しますが、私から最終的な私の考えを申し上げます。 

 今、いろんな部分で皆さんの質問をいただきました。そして、それにも的確に

提案者であります町長のほうから、今までの経緯と、それから、その原因は、一

番最初に昨年の特別職を置くという、副管理者制度の導入に遡るわけですけれど

も、その点はルール的にはもう廃案になっている案件ではありますけれども、今

日につながっている部分が、広域行政の一番大きな今の課題になっている部分だ

というふうに理解をしております。 

 確かに、昨年の広域事業の中での考え方は提示をされましたけれども、ただジ

ャンプ的に、上から我々広域議会のほうにも説明すら何もないままで、そして賛

否を問うという、ちょっと横暴的なことがあったということで、皆さんの意見も

集約した中では、全会一致で否決をせざるを得なかったということが起きており

ます。 

 そのことが今日いろんな部分で尾を引いている部分はあります。しかしなが

ら、広域事業をやっている部分は、我々１町村単位でできるような時代ではあり

ません。８市町村しっかり連携を取って、今、皆さんがお話もされました。そう

いうこれからの将来的な展望も含めて、ここでしっかりもう一度原点に帰って、

８市町村が、最上地域が一丸となって取り組んでいかざるを得ない、大きな問題

だというふうに私は理解をしております。 

 だとしたら、町長が何回も皆さんに説明をしております。今までそういう部分

では、理事会の取ってきたいろんな行動の部分も少し違っている部分もあったと

いうふうに釈明もされておりますし、今後は今まで皆さんからいろんな部分でい

ただきました意見をしっかり受け止めながら、そしてこれから、いろんな部分で

しっかり情報交換しながら、責任を持って理事会の運営に当たりながら、この

８市町村の広域の事業の安定的な推移をするために、責任を持って頑張っていく

ということをしっかり答弁もいただきました。これは我々、ここに住む住民みん



 78 

なの一番大事な部分だというふうに理解をしております。 

 今まで皆さんが受けたいろんな疑問点の部分もしっかり受け止めて、それを反

復をしながら、そして一歩でも二歩でも前に進む。同時に、かかる経費もできる

限り、各町村の財政状況が厳しい今の状況でありますけれども、そういう中であ

ればあるほど、しっかり財政とそれから事業の必要性をしっかり受け止めて前に

進むと。そういうことを責任を持って理事会のほうでやってもらうと。そういう

ことをしっかり私らの思いの中を酌んでいただきますようにして、そしてみんな

がこの８市町村としっかり連携を取って、１つの地域をしっかり守るという思い

を、みんなで共有することを私は願って、この案に賛意を示したいと思います。 

 以上です。 

議 長  ただいまの議案第３８号は、原案のとおりに可決されました。 

 ここで暫時休憩します。 

 開会を３０分にします。 

 休  憩 １１時１８分 

再  開 １１時３０分 

議 長  会議を再開します。 

議 長  日程第１４ 議案第３９号 令和７年度最上町一般会計補正予算（第４号）に

ついてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第３９号 令和７年度最上町一般会計補正予算（第４号）についてご提案

申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ２億

３，２０８万２，０００円を追加をし、総額を７２億１，２３８万６，０００円

とするものであります。 

 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

４ 番 

佐藤（正） 

 私から質問させていただきます。 

 １６ページの地域おこし協力隊事業費でありますが、この地域おこし協力隊の
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ミッションをご説明願いたいと思います。 

産 業 振 興 

管 理 監 

兼商工観光 

課 長 兼 

エネルギー 

産 業 推 進 

室 長 兼 

産 業 振 興 

センター長 

 議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 産業振興部門で担当しております板垣と申します。 

 実はこの地域おこし協力隊の予算が載ってございますけれども、私どもが管理

している、商工観光費のほうの３０ページに記載あります会計年度任用職員関係

の報償費であったり、手当等に関するところの減額とも密接に関わっておりま

す。 

 商工観光課では、年度当初始まる前から国際交流の推進員の募集を行っていま

した。当初、昨年度までに地域おこし協力隊で勤めてくださった方が、非常によ

い功績を残してくださっておりまして、その方を会計年度任用職員として雇用し

ていくというような計画でございましたが、その方が急遽別のところにお移りに

なられたということで、最上町が進めようとしている国際交流についての推進が

滞るおそれがございましたので、それらを進めてくださる推進員を募集しており

ましたが、その募集に応募者がなかなか現れませんでしたので、打ち切ったとこ

ろです。 

 しかしながら、今後の国際交流を進めていく、また、当町としてはインバウン

ドの強化ということを図っていくためにも、ぜひインバウンド強化、国際交流推

進のために尽力をいただける人材を募集したいと思っておりまして、国際交流の

推進員のままではなく、広く国内、国外の方々からも知っていただけるような情

報の出し方として、また、職員の採用の仕方としても、地域おこし協力隊として

採用していく方向を固めたほうがよいのではないかとなりまして、こちらの総務

費予算のほうに、地域おこし協力隊の予算を起こしていただきながら、逆に、商

工費の会計年度任用職員の予算を減額させていただく補正を組ませていただいた

ところでございます。 

８ 番 

山 﨑 

 私のほうから、４点ほど質問させていただきます。 

 １つ目が１６ページ、真ん中のほう、財産管理費の庁舎管理費の中にあるＬＥ

Ｄ照明賃借料３３万、これ、この後も様々な項目に計上されていきます。実は昨

日の総務文教委員会では説明を受けているんですが、改めてＬＥＤ照明に切り替

えて省エネを目指していくというところだと思うんですが、賃借料になった理由

をお答えいただきたいのが１つ。 

 ２つ目が２８ページ、農林水産業費の上段、有害鳥獣対策費１５８万

３，０００円の部分で、近年、全国的にも鳥獣被害が増えている中で、毎年この

質問をさせていただいているんですけれども、やはり今年もさらに増加の傾向に

あることから、このような補正になっているかとは思うんですが、今の被害状況

とか、農業被害にも及んでいるかと思いますので、その部分など報告をいただけ
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ればなと思います。 

 ３点目、３０ページ、赤倉ゆけむり館運営費の中の維持修繕費の内容について

お伺いします。こちら、８月上旬から赤倉ゆけむり館のサウナのほうが故障して

いる状態で、現在も復旧されていないというふうに聞いております。この中の幾

らかがサウナの修繕費ということも事前にちょっとお伺いしたんですが、十数万

の部分だと思うんですが、サウナを楽しみにゆけむり館を利用されている利用客

から、本当にいつ復旧するのかという問合せもきている状況の中、この規模の修

繕費を補正に入れて、承認を得てから修繕という流れが本当に正しいのか、その

サービス業の部分として、当初見込んでいた予算の中から修繕ができなかったの

か、その部分をお伺いしたいなと思います。 

 最後に４点目、３２ページの除雪車修繕費の中にある……すみません、間違え

ました。除雪対策費の下のほう、電話料の部分が除雪管理システムの導入という

ことを聞いておりますが、こちらはどのような仕組みになっているのか、その部

分をお伺いいたします。 

総 務 企 画 

課 長 

 それでは、私のほうから、第１点目のご質問にお答えさせていただきたいと思

います。 

 このたび、ＬＥＤの照明の切り替えにつきまして、私ども総務のみならず、各

課にわたって子ども支援課、商工観光課、教育文化課、計５か所におきまして、

ＬＥＤの照明のほうを交換する予算を組まさせていただいております。こちらに

つきましては、賃借料というような形でリースを組んでいきたいと考えていると

ころでございます。 

 これ、リースにした理由はどういうことかというようなことでのご質問をいた

だいておりますが、リースではない一括工事になってしまいますと２，５００万

ほどの前提で、この５か所分を一括工事しますと２，５００万ほどの工事費にな

るというふうなこともございましたので、ここはいろいろな予算との兼ね合いを

見ながら、また、予算の平準化なども考えたときに、やはりリース事業で持って

いたほうが、全体の予算、今後の予算を組むにいたしましても、バランスが取れ

るんではないかというようなことから、このようにさせていただきました。 

 また、５年間のリースというようなことになりますので、この間のメンテナン

スも込みの内部となっております。そのようなことも理由の１つかというふうに

考えているところでございます。全体でこれから予算をお認めをいただきまし

て、実際の期間が１１月から考えますと、今年度においては５か月間のリースに

なろうかというふうに考えているところでございます。いろいろ、これの効果に

つきまして分析してみますと、例えば庁舎におきましては、照明関係が３２５か

所ございまして、この照明をＬＥＤに換えますと、電気使用料におきまして

３，７２０キロワットアワー、今使いますけれども、ＬＥＤに換えますと７３％
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ほど電力が削減できるというふうなことから、電気につきましては１，０００キ

ロワットまで下げることができます。 

 また、これを電気使用料、金額に換算いたしますと、基本料金を合わせて、今

の１月当たりの単価が１１万８，０００円ほど一月電気代がかかっていますけれ

ども、ＬＥＤにしますと今のようなことを計算し、月３万１，６６０円まで削減

することができます。また、それプラス、リース料が庁舎の場合は６万

６，０００円が加わりますので、それらを含めたといたしましても、月当たり

２万円ほどの削減ができるんではないかというふうに考えております。また、こ

れらリースが５年間終了しましたら、リース分が今度浮いてきますので、あわせ

ますと８万６，０００円ほどの削減が見込まれるというふうなことから、このよ

うな計画を立てさせていただきました。 

 なお、庁舎だけでなくて、先ほど言いましたけれども、各課において主要なと

ころを５か所換えていきたいと考えておりますので、なるべくこういったコスト

低減、または全体の電気料の削減に向けて推進してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

農 林 振 興 

課 長 兼 

農業委員会 

事 務 局 長 

 ご苦労さまです。 

 ただいま山﨑議員からありました、２８ページ、有害鳥獣駆除委託料１５８万

３，０００円に関する質問をいただきました。 

 今年は皆さんもご存じのとおり、熊、イノシシ共に、住民の方が生活している

生活圏までの入り込みが増えてきております。最新のまとめでありますが、ツキ

ノワグマにつきましては１８頭の捕獲、イノシシにつきましては１４頭の捕獲の

状況となっております。 

 その被害につきましてでありますが、被害額について算定はしておりません

が、水田に入られて稲を熊に食べられたというところもございます。あと、イノ

シシにそばを作付しているところに入り込まれて、ソバの収穫ができなくなると

いうところも出てきておりますので、これから稲刈り、ソバの収穫が行われます

けれども、そのときに集計などを行ってまいりたいと思います。 

 熊、イノシシにつきましては、これから秋にかけてますます出没する可能性が

ありますので、住民の方々に注意喚起を促してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

産 業 振 興 

管 理 監 

兼商工観光 

課 長 兼 

エネルギー 

 ゆけむり館の維持管理費について、質問をいただきました。 

 施設修繕費の内容の中には、サウナの修繕費も含まれております。この見積り

としては、十四万四千何がしという金額を見積もっているところでございます。

そのほかの大きなところは、貯水槽の修繕をどうしても行わなければならないと

いうようなことで上げているところであります。 
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産 業 推 進 

室 長 兼 

産 業 振 興 

センター長 

 サービス業としてサウナは非常に魅力的で、これを早く修繕してお客様に提供

することはできなかったのかということでございますが、サウナの修繕について

は、確かに８月上旬から故障が続いておって、一時町内の事業者さんから対応し

ていただきながら回復したこともございました。そうした中で、またお盆頃にや

っぱり駄目だというようなことになり、急遽、製造元から人を呼びながら動かす

ような形にしないと、点検していただきながら、来たときにしっかり部品をそろ

えた中で修繕してもらうというようなことの中で行っていただく予算として、こ

のたび１４万４，０００円というものを見積もって、修繕費として上げさせてい

ただいたところでした。すぐ来られなかったのということがございましたが、お

盆の需要期を逃した中でしか来られないというようなこともあり、９月の初旬か

ら９月議会が開催されるということもありまして、正式に提起してから、上程し

てから修理に当たるというふうなことを考えさせていただいたところでございま

す。 

 ゆけむり館の修繕費については、もうほぼほぼ底をついている状態で、予算の

運用としては需用費の項目内で、流用等がきくような操作はできるんですけれど

も、なるべく修繕費の中で正式な手続をというような形で、このたび上程させて

いただいて、１０日ほど延びるような形にはなるんですけれども、正式な手続で

工事をさせていただきたいということで、今回まで工事を延ばしているところで

ございます。工事といいますか、修繕を延ばしているところでございます。 

建 設 水 道 

課 長 

 ご苦労さまです。 

 ３２ページ、除雪対策費、電話料の１２万８，０００円でございますけれど

も、こちらにつきましては、議員おっしゃるとおり、今年度から導入予定の除雪

管理システムの部分の通信料になります。管理システムの通信料というよりは、

管理をするためのタブレットを３台整備させていただきます。その部分の通信料

になります。タブレットを整備することで、現在の位置情報であったり運行経

路、あるいはその時間の画像データであったり、そういったものを収集できます

ので、その部分の通信料となってございますので、よろしくお願いいたします。 

８ 番 

山 﨑 

 ＬＥＤの部分でとてもよい取組だなと思いますので、今後、様々な施設の部分

で、また必要になってくるところもあると思うので、計画的な対応をお願いした

いと思います。 

 鳥獣被害については、やはり……何というんでしょう、夏野菜、せっかくもう

すぐ食べ頃というところで、獣に食べられてしまったというところをよく耳にし

ており、本当に一所懸命育てて、最後にというところで、本当にやる気がなくな

ってしまうような部分でもあると思います。 

 多種多様な農産物が直売所などに並ぶことが最上町の農業の部分で、また、誘
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客にもつながっているところでもありますので、しっかりとした対策、また、田

作の補助の部分の周知、そして特に熊ですかね、今年はもしかするとブナの実が

不作で増えると懸念されておりますが、それだけではなく、やはり何というんで

しょう、生ごみとかそういったものを外に放置せずに処理するとか、住民が住ん

でいるところまで、新庄市のほうでも駅の近くまで熊が来ているという状況もあ

りますので、そういった部分で「気をつけて」だけではなくて、来ないようにす

るために、各家庭でできることに対する周知の徹底をお願いしたいと思います。 

 ゆけむり館のサウナについては話は理解したんですが、今後、もしこういった

議会が終わった後に、何か修繕が必要なことが発生して、それがサービスの低下

につながるようなことであれば、やはり議会の承認を得る前に、対応できるよう

な予算措置をしっかり取っておいていただきたいなと思います。 

 除雪のほうも、より効率的に除雪ができるシステムを、ＤＸ化の一環として対

応していただいていると思うので、ぜひ今回の導入に対する効果とか成果など

を、冬が明けたらまたご報告いただければなと思います。 

 熊について何か答弁あれば、お願いいたします。 

農 林 振 興 

課 長 兼 

農業委員会 

事 務 局 長 

 ただいま山﨑議員から、再度有害鳥獣の、特に熊への指示ですね。そちらのほ

うが、住宅地とか住んでいるところに来ないように、ごみを捨てたりということ

で、周知徹底ということでありました。 

 今年、山のほうは不作となっておりますので、秋にかけても熊の出没が予想さ

れますので、そういったところに生ごみや、あと、あれですね、夏場ですとスイ

カの皮とかもそうなんですけれども、秋にかけて家の外に捨てないようにお願い

していきたいと思います。 

 あと、電気柵につきましては、今年の事業については県、町の補助事業ですけ

れども、メニュー、事業費は目いっぱいになっておりまして、来年に向けまし

て、先月の広報で要望を集めているということで、周知させていただいておりま

す。今でも問合せが来ておりますけれども、県のほうで二次募集なんてあればそ

こで対応していきたいと思いますが、来年に向けて準備のほうを進めていきたい

と思っております。 

 以上です。 

建 設 水 道 

課 長 

 除雪管理システムにつきましては、今年度初めての導入ということで、まだま

だ未知数であります。当然、町民の皆さんの冬期間の道路除雪については、生活

を守る大変重要な業務でありますので、今シーズンはシステムを動かしながら、

来シーズンに向けてつなげてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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２ 番 

栗 林 

 私からは、１６ページの一番下の欄、地域交通リ・デザイン推進事業と、次の

１８ページにも公共ライドシェア導入支援補助金とございますが、こちらの件に

ついてお伺いします。 

 あらかじめご説明いただきましたことなんですけれども、何点か確認させてく

ださい。まず、１６ページの１２、パンフレット等作成業務委託料というのがご

ざいます。これは例えばロゴですとか、いろんなパンフレットやチラシ等を作成

するというふうにお聞きしています。例えば、今現在行われているデマンドの案

内のチラシ等は、役場の多分印刷機等で印刷されたものを配布するような形に今

なっていると思います。 

 例えば車のデザインとか、そういうもののデザイン等にも、デマンドの場合は

多分デザイン料などもかかっているのかなとは思うんですが、今回、このパンフ

レット等の作成というのが、多分ライドシェア関係のものになるとは思います

が、そういった一般的な車の、中古のたしか車等を準備するというような形です

し、委託というか、町営でなない部分なので、あまり派手なデザイン等はないの

ではないかというふうに私としては察するんですが、この１２０万円という金額

のデザイン料的なものにかかる金額。それから、パンフレット等、町民の方や利

用する方にパンフレットを見てもらうもの。それから実際にボランティアとか、

そういうものに参加してもらうためのお知らせ等もあるかと思いますが、その辺

の内訳はどういうふうに、どんなふうになっているかというのを細かく教えてい

ただければと思います。 

 それから、次のページ、１８ページの公共ライドシェア導入支援補助金という

３０万が載っておりますが、導入のための支援補助金、内容はどういうものなの

かお願いします。 

総 務 企 画 

課 長 

 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、１点目のパンフレットにつきましてのご質問をいただきました。 

 こちらにつきましては、まず、今までもパンフレット等はございましたけれど

も、議員がおっしゃるとおり、町の手作りのパンフレットというような状況にな

っておりました。 

 このたびのパンフレットにつきましては、現在進行中のデマンドの部分と、新

たに今度はライドシェアの部分が加わってきます。また、民間事業者のほうで

は、福祉バス、福祉タクシー、介護タクシーなども今進めておるところもありま

す。そういったところを、町全体の交通につきまして、網羅したような形で全体

のパンフレットを作りたいと考えているところでございますので、今、個々に行

っているところを全て統一しまして、町としてこういった運送に関わる、または

交通に関わる部分を紹介できるパンフレットを作成してまいりたいと考えており

ます。 
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 ですので、プラス、ロゴマークの作成につきましても、一緒に最上町のマーク

といたしまして、新たなライドシェアもできますけれども、そういったところの

ロゴマークも併せて考えていきたいなというふうに思っております。実際の金額

の内訳につきましては、この範囲内で進めていきたいと考えておりますので、ご

了承願いたいなというふうに思います。 

 あと、次のページにあります、ライドシェア導入支援補助金の内容につきまし

ては、先日もお話しさせていただきましたけれども、このライドシェアをスター

トするに当たって、いろいろなものをそろえなきゃならないというふうに考えて

おります。今回協力いただきます事業主体となる方々が、いざスタートする際

に、パソコンの整備であったり、あと受付する電話であったりと、いろいろなも

のが必要となってきますので、スタートさせる上で、支度をする上での準備をす

る上で、いろいろなものを整備するための補助金ということで、これらのところ

を支援してまいりたいと考えております。 

 いろんな事業をスタートする際に設備が必要となる部分につきましては、大き

なものに関しては車両となるわけですけれども、これは町のほうで、車両費とい

うことで１６０万ほど予算をあてがっておりますけれども、その他細々としたと

ころを支援する部分について、３０万の補助金という形でスタートさせていただ

ければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議 長  ここで１３時まで休憩します。 

 休  憩 １１時５９分 

再  開 １３時０１分 

議 長  それでは、休憩前に復し会議を再開します。 

 引き続き議案第３９号の本年度の一般会計補正予算についての質疑を行いま

す。 

２ 番 

栗 林 

 先ほどのお伺いした件で、さらに質問させていただきます。 

 １６ページの地域交通リ・デザイン推進事業の中のパンフレット等作成業務委

託料、そして、その次の１８ページの公共ライドシェア導入支援補助金のことを

お伺いしました。 

 説明をいただいたところなんですが、パンフレット等の作成業務で、正直言っ

て、もう少しこの経費を抑えることができないのかなということを感じたので、

質問させていただきました。というのは、例えば、庁舎、役場内でも、いろんな

部署の方がいろんなチラシを作成したりする機会をよく目にします。例えば、会

計年度任用職員の方などでも大変きれいなチラシ等を作成される方もいらっしゃ
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って、そういうものを配付資料として使われることもあります。いろんな、そう

いった職員の皆さんの技術とかも上がってきておりますし、今、例えば、印刷業

者さんなんかでも格安のいろんなシステムを持った印刷会社等があります。なの

で、なるべくこういったものを、できれば自作のような形で経費を抑えることが

できないかどうかというのを再度お尋ねします。 

 それから、公共ライドシェア導入支援補助金についてなんですが、これ確かに

前回説明を事前にしていただいたところでしたが、その中で、今、デマンド交通

等の実績のある団体さんに依頼しようかと考えていますという、まだ決定ではな

いということだったんですが、そういった実績のあるところにお願いしたいと考

えていますというご意見だったんですが、そういったところですと、多分いろい

ろな今まで使っていたシステム等、そういったものを同時に使うことができるん

じゃないかなと思います。３０万円という支度金なんですけれども、こういった

ものを少しずつでも見直すことができないかなというのは、やっぱりそういうも

のを見越して、今まで実績があるところの団体さんに依頼があるのじゃないかな

と。まるっきり新しい団体さんにお願いすると、いろいろな、様々なことが発生

してくると思うんですけれども、今までお願いしていた団体さんにお願いすると

すると、もう少し費用を抑えることができるのではないかなと感じたので、そう

いったことはどうなのか、質問させてください。 

 それからもう一つ、さっき、もう一項目、１６ページの先ほどパンフレットの

件でお伺いした、その下のもう一行下に地域交通システム導入研究業務委託料と

いう５０万円という項目がありますが、すみませんが、これについても、もう一

度内容を確認させてください、お願いします。 

総 務 企 画 

課 長 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まずパンフレットの件につきましては、先ほどからの引き続きの質問になるわ

けでございますが、１２０万円の内訳につきまして、先ほど申し上げたところを

訂正させていただければというふうに思います。 

 内訳といたしましては、１００万円がパンフレットの部分、そして、２０万円

がロゴの部分ということで、大変申し訳ありませんが、訂正をさせていただけれ

ばというふうに思います。 

 そして、これの内容については、本来であれば、こういった業者の方に頼んで

実際進めていくわけですけれども、版権につきましても買取りになるというよう

なことですので、今後またパンフレットが少なくなって増産するなんていう場合

は、もう町の権利に移るものですから、我々の手で増版することも可能になって

くるといったことになります。そういったことも含め、デザインから作成まで全

てお願いすることで、この金額になっているというようなことになります。 

 今、議員からは自前でできないかというような話でございましたが、こちらに
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ついては、このたび初版でございますので、そういったスキルを持っている職員

はたくさんおりますけれども、きちんとした形で初版は作っていきたいと考えて

おりますし、今回、この事業を推進するに当たりまして、歳入のほうで国から補

助金を頂いております。こういった関係から、きちんと契約行為もありますし、

補助事業としてのいろいろな手続の際に契約したところの証拠もつけなきゃなら

ないということもありますので、自前でやってしまうと、こういった補助事業に

も該当してきませんので、こういったところから、このたびはきちんとした形で

業者にお願いをしながら作ってまいりたいなというふうに考えておりますので、

自前のところは、本当に言われるとおりと思いますが、このたびはそのような形

で進めさせていただければというふうに思います。 

 あと、引き続きまして、その下段にあります地域交通システムの導入研究業務

につきましては、これらについては当初予算のほうにも出させていただいており

まして、このたび事業の中でさらに追加する部分が出てまいりまして、現在、こ

のシステムを考えるに当たって、町の現状分析であったり、今後どうすべきかと

いったところのシミュレーションをしたり、いろんなところを研究してもらって

いる中で、さらに動画での紹介もどうかというふうなところから、今度はショー

ト動画を作りたいというふうに考えておりまして、その部分の業務が追加となり

ます部分につきまして、このたび委託料といたしまして５０万円ほど追加させて

いただく内容となっております。 

 以上になります。 

 続きまして、失礼しました、３点目の１８ページの補助金の考え方につきまし

ては、同じ事業者で、かつ実績のある方でという説明をさせていただいたのは、

やはり今まで３年間デマンドの受付業務をなされた方になりますので、そういっ

た受付業務は本当に手慣れたところに今来ているというようなことで、引き続き

この流れをもって、ライドシェアについても受付をしながら実際運行もお願いし

たいというふうに考えておりまして、共通すべきシステムであったりというとこ

ろは、このたびのシステムについては共通できるとは考えておりませんので、そ

こも、システムをまた流用するようなところも考えておりません。ただ、新たに

受付する電話は別にしなきゃならないと考えておりまして、そういった意味か

ら、電話だったり、システムを別に考えるというところから、支度金が必要なの

ではないかというふうに考えております。同じようなシステムを使うとなれば、

また、使えないことはないんでしょうが、システム改築、改修も必要となってき

ますので、そこは分けて考えていきたいなと思っております。よろしくお願いし

たいと思います。 

１ 番 

宮 本 

 自分も今、１６ページの地域交通リ・デザイン推進事業に関連してお聞きした

いんですが、この事業については、新年度当初予算で今、先ほど説明ありまし
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た、外部に委託しながら調査、実験をしていきたいということでした。その結果

を踏まえて方向性を決めていくということが今年度だと思っていたんですが、ス

ピード感ということにはなると思うんですが、委託事業者との協議であったり、

実証実験の結果だったり、それを利用した方とか、そういった方の声も見えない

ままに車両などの購入費と実施主体、これも決めながら来年４月から本格導入と

いうことの進め方に少し不安感を覚えてしまうんですが、これは、今回実証実験

を行ったときに当然説明あったように、検証して直すところは直す、改善してい

くということはもちろんだと思うんですが、その部分、ここの社会実験、実証実

験で多分利用者ゼロということは考えにくいんですが、そういったところを踏ま

えて、方向転換ということも考えられるのか、その部分。あとは、全員協議会の

中の説明の中でも、当初の調査をしていただいている事業者さんとの協調性とい

うか、どうしても町のほうが主体的にＮＰＯさんと、今回の実施主体のほうとの

話合いを進めているような感覚を受けたんですが、そこが連携取れて、しっかり

と三者でそういった形で連携を取っての今回の事業の進め方になっているのか、

ちょっとお聞きしたいなと思います。 

総 務 企 画 

課 長 

 ただいまのご質問にお答えします。 

 今、宮本議員からは、この事業を推進するに当たりまして、研究業務をしてい

る委託業者、また現在運行しているデマンドバスの事業者との中で連携が取れて

いるかどうかというようなところについて質問いただいております。 

 当然ながら現場は同じと考えておりますので、連携を密に取りながら進めてい

るところでございます。実際のデマンドに対して、今現在、どういう問題がある

のか、そして、どういう要望があるのかという最前線は、現在行っている受付の

方が一番知っている状況になろうかと思いますし、また、住民目線での意見とい

うものもたくさんあろうかと思います。そういった現状分析も進めているところ

でございますので、両者連携取りながら、今後目指す本当の意味の最上町の交通

について研究、調査をしているというような状況になります。 

 町が先行して進めているんではないかというふうなことがございましたけれど

も、ある程度我々のほうで先行していかないと、本当にスピード感を持った対応

をしていかないとというふうな考えの下から、ある程度のシステム構築について

は我々のほうでリードをしながら、今、言いましたけれども、実証実験の状況な

どを踏まえて、最後にすり合わせをしていきたいというふうに考えております。

でありますので、今、研究しているところの現状分析については、今後大きな意

味で、昨日の質問もございましたけれども、町外の問題もございます。そういっ

たところまで含めた形の現状分析をお願いしているというふうな形になりますの

で、まずは、デマンドについては、我々が少し先行しながらも形をつくり、そし

て、実証実験ですり合わせをして４月１日を迎えたいと考えております。でない
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と、やはり全てお任せするということになりますと１年以上の時間がかかります

し、事業者が事業を撤退してから、もう年が明ければ丸一年というふうな空白区

間が空いてくるというような懸念がございます。そういったところを、スピード

感を持って進めるに当たって、我々も少し先行しながら、今、頑張っている受託

業者とも連携を取りながら進めているというような状況になりますので、当然な

がら、最終的にはいろんな方の意見をすり合わせいたしまして４月１日を迎えた

いと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

１ 番 

宮 本 

 分かりました。 

 当然、走りながらというところの部分、そして、スピード感を持ってというと

ころの部分は、もちろん分かります。まだ実際、実証実験をして、これから利用

者の……冬期間の実証実験になるのかなとは思うんですが、その部分もしようが

ないところもあるんですが、今後の維持管理の部分ですよね、維持管理経費の部

分であったりとか、そういったところも具体的に事業計画の部分、数字の部分も

実証実験を行って積み上げていただいて、利用者、町民の方が広く使えるような

ところをしっかりと取り組んでいただきたいなと思います。これは答弁要りませ

ん。 

 次に、また別の話になりますが、３９ページから４２ページの災害復旧につい

てお聞きしたいと思います。 

 昨年の豪雨災害から現在の復旧状況というのが、昨日、町長のほうから、農林

分野がたしか６割、公共土木が８割復旧しているというお話があったかなと思う

んですが、ただ、当初は見ていなかった査定以外の部分とか、そういったところ

も増えてきているということでした。それらを含めた復旧の見通しというのは、

今、どのぐらいあるのかというところをお聞きしたいなと思います。 

農 林 振 興 

課 長 兼 

農業委員会 

事 務 局 長 

 ただいま宮本議員から質問ありました災害の復旧状況、今後の見通しというこ

とでございますが、先ほど、先日、町長の答弁にもありましたが、農林施設、農

地につきましては６割から７割のほうで復旧が進んでおります。年度内に完全に

復旧をしたいという思いはございますが、河川の復旧後に手をつける農地であっ

たりというところもございまして、県の河川の復旧の状況を見ながら、復旧を待

っている部分もございます。こういうこともございますので、復旧に関しては、

今年度以降も、来年度ぐらいまでは復旧の時間がかかるのかなと思ってございま

す。年度内中には、ほぼほぼ復旧はできると思うんですけれども、完全の復旧と

なれば来年ぐらいになるのかなと思ってございます。 

 以上です。 

建 設 水 道  私から、公共施設の部分についてご報告させていただきたいと思います。 
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課 長  公共施設の災害につきましては、国庫補助金の対象としまして１１件ございま

した。現在、残すところ１件の発注のみとなってございます。完成につきまして

も４件完成してございますし、今現在、鋭意作業中でございます。特に単独事業

が多かったわけですけれども、こちらについても、昨年度かなりの件数をこなし

てまいりまして、現在、先ほど農林課長のほうからもありましたし、町長の報告

でもありました、８割程度、残り２割程度の状況となってございます。 

 建設課といたしましては、今年度中にはある程度けりをつけたいなと思ってご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

１ 番 

宮 本 

 分かりました。 

 やはり優先度を立てながら、今、現場復旧をしていただいていると思うんです

が、以前から言っていたような、原状復旧だけではなくて、今後の減災を見据え

た改良工事というか、そういったものを行っている箇所というのは、今、感覚と

してでいいんですが、詳しい件数ではなくてもいいんですが、どのぐらいあるの

か、そういったことをされているところはあるのかというところを１つお聞きし

たいのと、田んぼダムとか、そういった部分のこれからの推進とかによっての治

水利水とか、そういったところを含めたトータル的な、長期的な町全体を俯瞰し

たような計画、そういったものを協議されている場とかというのはあるのかとい

うのをお聞きしたいなと思います。 

農 林 振 興 

課 長 兼 

農業委員会 

事 務 局 長 

 ただいま宮本議員からは、災害の復旧について、原状復旧でなくて、同じよう

な災害が起きても同じような被災を受けないような復旧はしているのかというこ

とでございますが、残念ながら、農林課管轄の災害査定では原状復旧が基本だよ

ということで査定を受けております。町単独で重機代や材料代を支給しながら、

現場で農家の皆さんが自ら復旧した部分については、ある程度強固な復旧をした

ところもありますけれども、逆に、ただ水を通すだけ、まず通したいということ

で復旧したところもございます。 

 あと、田んぼダムとかのそういった取り組みについてでありますが、県の実験

事業で昨年、田んぼダムの実証をしまして、ある程度の効果はあるということで

結果が出ております。山形県でも、田んぼダムは有効だろうということで県内で

広げようという動きはあるんですけれども、やはり補助事業ということでもござ

いますし、あと受益者負担も出てくるというところで、今のところ、最上町は新

たに田んぼダムの整備をここでしていこうということにはなっておりません。 

 ただ、最上町土地改良区の管内でそういった動きが出てくれば話をしていきた

いなと思ってございますが、土地改良区の中ではそういった話がありませんの

で、今のところは話のほうはなっていないということでございます。 
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建 設 水 道 

課 長 

 引き続きまして、減災を加えた災害復旧というご質問でございますけれども、

ただいま農林課長のほうからもありました。公共につきましても、やはり原形復

旧が基本というところがございます。これは制度でありますので、制度設計がそ

ういった部分になっているところでは、常々町長も、減災に向けてプラスアルフ

ァを復旧でできないかというところは言ってございますけれども、今後、国・県

に向けて、そういった要望をしていく必要があるのかなというふうには思ってご

ざいます。 

 町とすれば、災害復旧の公共工事にかかわらず、町の単独事業、起債事業にな

りますけれども、緊自債、緊急自然災害防止対策債を使いながら、河川、あと道

路の災害を未然に防止する工事につきましては、随時優先順位をつけながら実施

してございますので、よろしくお願いいたします。 

３ 番 

尾 形 

 じゃ、私から、２４ページの災害救助費ということで山形県の防災通信システ

ム更新ということでありますけれども、これは防災無線、スピーカーというか

な、防災無線ですよねということで捉えていますけれども、たまに話が来るの

は、なかなか聞き取りづらくてというのも、あと聞こえづらいという話があるも

のですから、役場のほうにそういう話が本当に来ているのかなというのが一つ心

配なものですから。というのが、外にあるスピーカーも含めて、あのスピーカ

ー、大きくて近くの人は聞こえますけれども、うちのところは聞こえないのよ、

聞き取りづらくてよという声もあるものですから、その辺、各集落のほうにもう

一回見直しをかけてほしいなと私は思っているもので、その辺、町としての取り

組み方がどのように進んでいるのか、また、システムですから、つくったものを

また更新ということで、いろんな整備も必要だということで今回上げたと思うん

ですけれども、町民の皆さんが聞こえる、聞こえてよかったねというところまで

いってほしいことがあるものですから、一応質問とさせていただきます。 

 あと、それと２８ページ、先ほども有害鳥獣の話がありました。熊１８頭、イ

ノシシ１４頭ということで、これ捕獲もありましたけれども、お願いしているの

が猟友会のほうにお願いをしているわけですよね、当然ながら。今の現状的に、

猟友会が本当に今、人手不足でないのかなというのを私は心配しています。ま

た、最上町でそういうふうな状況、ほかの地区でもハンター不足というのが聞か

れますので、最上町の状況をまずお伺いしたいなというのが今回、よろしくお願

いします。 

政 策 調 整 

主 幹 兼 

危 機 管 理 

主 幹 

 ただいま尾形議員より質問のあった１点目の防災無線の部分についてお答えを

させていただきます。 

 まず、今回計上させていただいている防災無線の負担金の部分なんですが、こ

ちらにつきましては、市町村と県庁を結ぶ防災無線の部分になっておりまして、
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質問としていただいたのが、町内に設置をさせていただいております防災無線で

聞き取りづらい部分、そういった声はあるのかといったところなんですが、最近

もございまして、そのときには我々職員が現場に行って、まず状況の確認をさせ

ていただいております。その上で、職員で対応可能な部分については対応させて

いただき、どうしても業者さんにお願いをせねばならないといった部分につきま

しては、時間は要するんですが、業者さんに連絡を取らせていただき対応を行っ

ているといったような状況となっております。 

 また、どうしても全域を同じ音量でいうんでしょうか、やっぱりそういった形

で聞けないというのは、正直あろうかと思います。そういったところを補完する

という意味でも、今、進めておるのがＩｎｆｏＣａｎａｌという、スマートフォ

ンとかを使って、アプリケーションで文字情報として防災無線で流れた情報を見

ることができる、そういったものも進めさせていただいておりますし、また、防

災無線、昔、防災ラジオってあったと思うんですが、そういった機械なんかも提

供させていただきながら、聞き取りづらい、そういった方々への対応なんかも併

せて行わせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

農 林 振 興 

課 長 兼 

農業委員会 

事 務 局 長 

 尾形議員のほうから、有害鳥獣対策駆除委託料で業務を受けていただいている

猟友会の状況ということで質問ございました。 

 今、猟友会のメンバー、最上町の猟友会の方々は４０名弱の人数となっており

ます。中にはわな免許のみの方もおりますが、そういった人数で今、業務を受け

ていただいております。ほかの郡内の町村と比較しますとですけれども、最上町

のほうは多い状況となっています。最上町の人数が多いということではなくて、

ほかの町村から比べると多い人数となっております。 

 ただ、年齢的に大分ベテランの方も増えてきておりますので、若手の猟友会、

猟銃、わな免許の取得について町のほうで単独の予算を上げまして、銃免許、わ

な免許の取得に対して補助金なども準備しておりますので、これからも猟友会の

担い手を育成していくために町でも支援していきたいと思っております。 

 以上です。 

３ 番 

尾 形 

 防災無線に関して、今、道路によっては聞き取りづらいところがある。その中

で、今、調査していますという話もありました。それで、あと、携帯を利用した

ＩｎｆｏＣａｎａｌも、それも一つの広報活動かなとは思っております。 

 それで、西公園多目的広場、あそこで活動なんかをしていますと、あそこが聞

こえないんですよね。ほかに、あそこでいけば大堀駅前のほうで何か鳴っている

なという感じはするんですけれども、多目的広場のところに、りんどうさんもあ

りますけれども、中では多分聞いていると思うんですけれども、外になかったな

ということで、あそこで集まっているときに、そういうふうな地震も、いろんな
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広報活動も、あとは危険ということであったときの放送になったときに、あそこ

にスピーカーがあれば、皆さん安心して使える場所でないのかなという、公共施

設の中にあってほしいなという願いもあるんですけれども、その辺も検討してい

ただければなということで思っております。その辺の考え方、お願いします。 

 あと、今、有害鳥獣のほうの話になりまして、最上町では４０名ほどの猟友の

皆さん、わなも含めて、いるということで、少しは安心できるかなとは思います

けれども、ただ、やっぱり猟友会の皆さんも、もしかして仕事を投げてという

か、休んで猟友会のほうに、狩猟のほうに、鳥獣が出たということで出動しなけ

ればならない面があると思います。そうしたときに、それも情報ですけれども、

ほかの自治体のほうでは、ハンターがいないので困ったやというのが、先ほどほ

かの自治体から比べれば多いほうだということでありますけれども、ただ、それ

で生活という形でするには本当に十分なのかなと。最上町の町民の安心安全とい

ったときに、スムーズに来てもらえるような補充体制というのは、私はもう少し

あってもいいのかなと思っています。その辺でも検討も必要でないのかななんて

思っておりましたので。 

 それと、最近、住宅地に現れる可能性が、可能性というか、実際出ていますけ

れども、現れているという情報が多いように私は聞こえます。そうしたときの、

今年、国のほうで、環境省のほうで、自治体の専門人材育成や市街地への出没防

止を支援するということで、全国で３７億という予算も立てて、防止のほうに国

のほうも環境省のほうも動き始めているということで、やはり猟友会の今の補充

体制、支援というのが、今、十分なのかなという心配がありますけれども、その

辺いかがでしょうか。 

政 策 調 整 

主 幹 兼 

危 機 管 理 

主 幹 

 尾形議員より、西公園多目的広場の辺りで防災無線が聞こえにくいといった件

につきましてお答えさせていただきます。 

 まず、どういった状況なのか調査のほうをさせていただければと思います。 

 また、併せて、先ほどご紹介をさせていただきましたＩｎｆｏＣａｎａｌなん

ですが、今現在２，３００件登録していただいているということで、かなり多く

の住民の方からご利用いただいているといったところもございまして、さらにこ

ちらのほうは普及促進を目指していきたいといったところも踏まえまして、調査

のほうを進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

農 林 振 興 

課 長 兼 

農業委員会 

事 務 局 長 

 今、尾形議員からは、重ねて有害鳥獣の対応をしていただいている猟友会の皆

さんについてご質問ございました。 

 令和７年度の業務委託のほうですが、単価契約をしておりまして、そちらのほ

う令和６年から若干見直しさせていただいて、少し上げさせていただいておりま

す。昨年来、捕獲したイノシシや熊の処分にもお金がかかるということもござい
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ましたので、そういったものを加味した形での委託料ということで、若干委託料

のほうを見直しております。 

 あと、国の交付金につきましては、こちら最上町のほうは利用しておりまし

て、ただ、これまで３００万円規模の事業計画を立てまして国のほうに要望して

おりますが、圧縮がかかりまして、１５０万から１９０万ぐらいの予算で交付が

来ております。今回の新聞の情報によれば、要望した額が満額交付されるのかな

と思って、ちょっとは期待しているところでございます。そういった形で、町の

予算だけではなく、国の交付金も利用しながら鳥獣対策を行っていきたいと思っ

ております。 

３ 番 

尾 形 

 防災無線については、まず了解しました。 

 あと、今、有害鳥獣のほうで、先ほど、私は、最近住宅地の現れるというの

が、防災無線のほうでもちょこちょこ放送されています。その中で、町内の状況

を見ますと、割と多いのが絹出川という情報で放送されています。その絹出川イ

コールもう、すぐ住宅地でもありますし、その住宅地の近くに小学校があるわけ

です。当然、子どもたちが通学路を使って学校のほうに行っているわけですけれ

ども、小学校付近に現れているということであれば、やはり町としても子どもた

ちへの安全対策というのも、私は町の対策がどのようになっているのかなという

のがちょっと心配なものですから、関連ではありますけれども、その辺の通学路

と学校の有害鳥獣、特に熊が心配なんですけれども、熊対策ということで、どの

ような対策を行っているのかお伺いしたいと思います。 

教 育 長  今、鳥獣に関わっての子どもたちへの安全対策というようなことでのご質疑が

ありましたけれども、実際、今回というか、最近だけでなく、以前からもそうい

った事例、事案というのはありまして、そういったところで、子どもたちには防

犯ブザーとか、最近は熊鈴、そういったものもふだん身につけて登下校している

ということ。そして、実際に近くに鳥獣が出たというような情報が入った場合

は、すぐに町のほうから近くの学校のほうに連絡する、そういった環境はできて

おりますので、その際にあっては、１つは集団での一斉下校とか、そこには必ず

職員がつくとか、そういったことを、万全の対策を取って対応していますので、

そういったところでは、今のところは問題なく進んでいるのかなと思いますが、

いずれにしても、そういったことは今後予想されることですので、スムーズな連

絡と、すぐその情報をキャッチして動き出すという体制をこれからも取って進め

ていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

９ 番  ３６ページの教育委員会ですけれども、一番下段にあります中学校学校管理費
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佐 澤 の、項目はないんですけれども、実は、中学校の正面から中央公民館のほうに歩

いてくる歩道がありますよね。あれ歩いてくると丁字路になりますよね、すぐ、

２０メーターぐらい歩いてくると。愛宕山のほうに行く丁字路になります。そう

すると、歩道が愛宕山のほうに曲がるわけですよね。真っすぐ歩道が来るのでは

なくて、歩道が愛宕山のほうに角度をついて曲がるわけです。当然道路の向かい

側も曲がった地点から道路側に斜めに行って、また真っすぐ行くというような、

いわゆるこういうふうな状態になるということですよね。車というのは、歩道の

前では必ず止まることになっています。ところが、ほとんどの車が止まらなく

て、道路のほうまで来るんです。ここで大変なことが起きるんです。あそこに

昔、ゴミ処理場だったかがあったんですけれども、今、小屋になっていますよ

ね、建物があります、その丁字路のところに。建物が邪魔になって左側が見えな

いんです。中学校側の道路が見えないんです。ですから、歩道を越えていく。そ

うすると、小学校の子どもは、歩道が来ているのが見えなくて、走ってくると飛

び出してくるんです。大変なことが起きている。物すごく危険なあそこの歩道な

んですけれども。あの建物という、小屋になっている部分、ほごすことはできな

いのかな。愛宕山のほうから入ってきまして丁字路にぶつかったとき、右側は見

えます、中央公民館のほう、道路、職員駐車場とか見えるんです。左側が、その

小屋があるために全くもって見えないんです。車が来ているのか、人が来ている

のかが見えなくて、前に行ってしまうんです。そうすると危険な状態になるんで

すね。ですから、その辺、学校側と話をしていただいて、あそこに行ってみれば

分かると思いますけれども、話をしていただいて改善していただけないかなとい

うふうに。 

 実は、交通安全協会の会長をさせられていますけれども、８月１０日の日に新

庄市内で酒飲んだ男が人をひいて死亡事故が起きました。残念なことですけれど

もね、本当に、亡くなったご家族のことを思えば、つらい思いをしています。先

日もまた舟形地内になりますか、長沢に国道から入るところの交差点で、以前に

も死亡事故がありましたけれども、あそこでも死亡事故が起きてしまいました。

そういったことを考えると、その中学校のところの愛宕山の来たところで左側の

ほうが見えないという部分、子どもたちが走ってくると、とても危険な部分だと

いうこと、そういうふうなことを考えると、あそこで事故が起きないのが不思議

なんですけれども、起きないのは何よりですけれども、安全を確保するために

も、あの辺どうするのかということを中学校側と一度話合いをしていただきたい

なということでございます。 

 それから、もう一つ、要望として、あそこにイチョウの木があって、実がなり

ますよね。イチョウの木があるんです、小屋のすぐ脇に、建物の脇に。それが、

中学生が登校していくところに物すごい量が散乱するんです。そこを歩いていく

わけですよ。物すごい臭いがしますね。あの木の処理も考えたらどうなのかなと
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いうふうに。学校側から教育委員会のほうにそういうふうなことが何も来ていな

いとすれば、学校側としては問題はなかろうかと思うんですけれども、父兄と

か、家族の立場からいったら、子どもたちに踏ませたくないなというふうな思い

もあるものですから。雌の木でしょうね、実がなるんですから、雄は実がなりま

せんけれども。その木の処理も、一応学校側とお話ししていただけないかなとい

うことでのご質問であります。 

教 育 文 化 

課 長 

 ただいまのご質問、ご要望についてお答えさせていただきたいと思います。 

 毎年、小中学生の通学路につきましては危険箇所の点検、そうしたところも行

っておりまして、今までそこの箇所、今日おっしゃっていただいた箇所につい

て、特段、今のところは大きな事故もなく過ごしておりますけれども、登下校で

は多くの車が通ったり、あと徒歩通学の生徒も歩くというところでは、そうした

ところの状況をいま一度点検をいたしまして、講じられる対策については、学校

のほうとも相談をしながら対策を講じてまいりたいと思っております。 

 また、後段でいただきました学校の敷地内にありますイチョウの木の実が落ち

たときの放つ臭いとか、そうしたところの対策についても、今後学校のほうとも

相談をしながら、でき得る対策について相談をしていければと思っております。

検討をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

９ 番 

佐 澤 

 もう一つお願いが、そういえば、ありました。 

 その歩道が真っすぐならば、そこのところで止まればいいんですけれども、曲

がって内側に来ているものですから、そこにラインを引くことができないのかな

と。あれ警察に言ったら捕まります、歩道のあるところは必ず停止しなければな

らないと法律で決まっていますので。ところが、止まる人はいません。建物があ

って見えないんですから、真っすぐ行ってしまうんです。恐らく、どうなんでし

ょう、こんなことを言っていいのか分かりませんけれども、スクールバスは止ま

っているんでしょうかね、一旦前で。それで、また丁字路まで行って止まるんで

しょうか。ですから、あそこに横断歩道でもあればなというふうに。そうすれば

安全は確保できると思うんです、小屋があっても。そういったことも、併せて検

討していただきたいなというふうに思いますけれども。 

建 設 水 道 

課 長 

 ただいまの佐澤議員のほうからのご質問にお答えしたいと思います。 

 当然町道でございます。町道の歩道でもございますので、横断歩道が現時点で

はついていないという部分もございます。横断歩道をつけるに当たっては、公安

の許可が必要になってございますし、この間、絹出橋のたもとに横断歩道を設置

させていただきました。そのときも一つ注意点というか、いただいたんですけれ

ども、歩道をつけるに当たっては、必要でなくなった歩道があれば、そちらを消
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却しつつ改めて増やすというような、そういった指導もございまして、なかなか

増やすというところが公安としてもネックになっているようでございます。 

 今後、危険な箇所であれば、建設課としても公安と協議しつつ、横断歩道を設

置して停止線等も設置するような考えでおりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

９ 番 

佐 澤 

 いや、町道ということは分かっていますけれども、私がお願いしているのは建

物だったものですから、教育委員会のほうにというので、奈良課長の家の前で

す。玄関からいったら真後ろになるのか。ですから、その部分ですので、とにか

く、今日、この会議が終わったら足を運んでいただければ、どれだけ危険なのか

が理解していただけるかなというふうに思いますので、十分に検討していただけ

ればというふうに思います。 

７ 番 

佐藤（義） 

 私からは、残った部分を質問させていただきます。 

 １２ページ、物品売払収入３８１万９，０００円、立場がら非常に気になるい

い数字だなというふうに思っています。 

 あと１６ページ、先ほど来、リ・デザイン推進事業の話がいろいろありまし

た。また、全協でも説明をいただきました。その中で、たった一つだけ質問させ

ていただきます。 

 将来を見据えた事業の継続性の確保という欄の中で、町営バス、幼児送迎バ

ス、スクールバスの運転手の不足から事業の継続性が不安視される。これは現場

の今の、あるいはこれからの大きな問題であります。それを何とか改善しようと

いう中で、町の運転業務の一元化に伴う効率化の検討という項目がございます。

これをもう少しかみ砕いて分かりやすく説明を求めたいというふうに思います。 

 ２２ページ、ウエルネスプラザ運営費、１２節ボイラ設備点検調査委託料、こ

の中身につきましてお願い申し上げます。 

 ４０ページ、上のほう、西公園施設運営費、簡易宿泊施設排水管調査業務委託

料１０万、この中身につきまして説明を求めたいというふうに思います。 

総 務 企 画 

課 長 

 それでは、私から、ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 まず第１点目、１２ページになります物品売払収入につきましてご報告させて

いただきたいと思います。 

 この内訳というようなことになります。１つは消防積載車になります。こちら

が１台、あと赤倉温泉スキー場の圧雪車の売却となります。これら合わせて、こ

の金額になっております。 

 あと、２点目の質問にお答えいたしたいと思います。 
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 ２つ目は、リ・デザイン事業につきまして、この前説明をさせていただきまし

たけれども、議員からは、特に今回３つのプロジェクトを立てておりますけれど

も、３番目の将来を見据えた事業の継続性の確保というところのご質問の中の町

の運転業務の一元化に伴うところの具体的なところというような話をお伺いしま

した。当然、今回３つのプロジェクトを掲げている中でも、特にここが我々とい

たしましても、将来的にもここを充実していかないと、本当に持続可能な足の確

保であったり、町の運営であったりというところが一番重要なところだなという

ふうに私も理解しているところでございます。 

 それを受けまして、今回、先ほど来、説明しておりますが、研究業務の調査業

務の中でもこの部分も入ってきていますし、これから最上町として、運送、タク

シー業であったりというところをきちんと整理した上で取り組んでいかなきゃな

らないというふうに考えております。その第一弾として取り組んでいくのがまず

はライドシェアではございますけれども、最終的には、町の運送に関して、どう

いうふうな方向がよろしいかというところを今回調査の中でも研究しているとい

うようなことになりますので、特に今、心配されているバスの運転手不足という

のは、町の直営でやっている部分についても、運転手自体が高齢化していますの

で、本当に来年どうなるかというところまで来ているんではないかなというふう

に思っています。ここを時間を見ながら、人を調整しながらというようなところ

を、一つの、例えば、運転業務室になるかはまだ検討中でございますけれども、

一元化することで、各課を横断することで、一つの業に持っていけないかという

ようなところまで考えております。今は、各課で単独で運転手を雇いながら、そ

の目的に合った運行をしておりますけれども、これはもう、一つ統一すべきとこ

ろに来ているんではないかなというふうに考えていますので、そういった将来的

なところを踏まえて、１つの課というところまではいかないと思いますが、運送

に集中できるようなシステムをつくっていかないと、非常に人材不足といいます

か、運転手不足には対応できないんではないかなというふうに考えております。 

 でありますので、今回これを機に、町の住民の足もそうですが、町の公共の本

当に町営バスであったり、幼児送迎、スクールバスであったりというところまで

考えていかないと、将来の不安が残るのではないかということから、このたび、

こういったプロジェクトを掲げて、町の運転業務一切合切をひっくるめた形で、

うまく人のやりくりもできないものか考えているところであります。当然なが

ら、すぐすぐできることではございませんので、今、ある町の課題などもいろい

ろ調査をしながら、今後目指すところをこのたび考えていかなきゃならないとい

うことで進めていることになります。 

 この３つ目のプロジェクトについては、単年度では到底答えを出すことができ

ませんので、毎年検証をしながら、いろんな方のご意見もお聞きしながら、一元

化に向けてスムーズな運行ができるように構築していきたいなと考えております
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ので、よろしくお願いしたいと思います。 

健 康 福 祉 

課 長 

 佐藤議員の３点目のご質問にお答えいたします。 

 こちらボイラーのほうの後部煙室耐火材修繕事前調査委託料ということになっ

ておりまして、ウエルネスプラザとして病院も含め、全体的なところでの調査と

なっております。こちらのほうは、ボイラーの後部煙室内が高温となるため、耐

火材が用いられているのですが、その耐火材が劣化してきていることが定期点検

により指摘を受けているようで、これからも安定的に熱供給するために稼働させ

るために耐火材の打ち替えが必要ということで、こちら病院主導のほうで行って

いる検査になりますが、そちらのほう、ウエルネスプラザ分として健康福祉課の

ほうで案分している額を計上させていただいております。 

教 育 文 化 

課 長 

 ４点目のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 西公園施設運営費のほうの簡易宿泊施設排水管の調査業務委託料、こちらにつ

きましては、今、既設の単独浄化槽、こちらを合併浄化槽に切替えができないか

というようなことで検討をさせていただいております。こうしたときに、りんど

うのほう、トイレの配管であったり、また温泉のほうの配管、そうしたところ

が、増改築を繰り返している施設でもございますので、配管のほうが若干複雑化

しているような状況です。図面だけではなかなか確認できないような場所の配管

について、場所によっては内部を確認したりというような作業も出てくるという

ところで、こうした調査を進めるために業者のほうに委託をさせていただいて、

配管の状況を確認をさせていただきたいと思っております。その後、合併浄化槽

の切替え、設置に向けた適切な場所の検討に入るための調査となっております。

よろしくお願いいたします。 

７ 番 

佐藤（義） 

 じゃ、１番最後のほうから。 

 まさかあそこが単槽であるとは想像もしませんでした。町がＰＦＩ方式を取っ

て、一番率先して合併浄化槽に切り替えておったのかなというふうな思いであり

ましたけれども、単槽だということで、できるだけ早く、やっぱり率先して合併

浄化槽にすべきだというふうに私は思っています。 

 また、かなりあそこも建築してから大分なるんで、今、おっしゃったように、

どこに配管が、何というかな、水道管も含めた排水管が埋まっているのか、ある

いはどこで、必ずはつながっているんでしょうけれども、どれだけ劣化している

かというのは、やっぱりなかなかね、病院のこともあったけれども、何だか分か

らないというのが実態だというふうに思うんで、実際、これからいろんな改修工

事をやる上では、やっぱり専門的な調査は必要だというふうに私は思っていま

す。そういう中でぜひ、でも、１０万とは安いなというふうな思いで見ておりま
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した。答弁は要りません。できるだけ早くやってください。 

 あと、健康福祉課のほうのボイラー設備のボイラーの耐火材、れんがというふ

うな話を聞いておりました。燃焼室は結構傷むんだというふうに思うし、昔、広

域のごみの焼却施設も、えらいお金がかかったというふうな思いがあります。結

構なお金がかかるんだろうなというふうに思うし、法的な点検の調査の結果、や

っぱりいろいろと、再調査しながら、大きな修繕費もかかるんではないかなとい

うふうに私は思っています。なおかつアスベストというような話も聞きました。

今の法律の中では、絶対それは調査しなければならんというふうになっているん

でしょうけれども、結構なこれから大規模な改修工事が予想されるなというふう

に片方では思っています。 

 でも、この前も所管事務調査で話になったんですけれども、あそこかなりもう

ウエルネスプラザのボイラー、経年劣化といいながら、耐用年数もというふうな

思いの中で、今後どうなるんだろうと。あるいはこれが莫大なお金がかかるんだ

ったらというふうな思いも片方ではあるんで、今後あそこをどういうふうにして

いけばいいのかというのが、我々これから勉強しようかなというふうな思いで、

所管のテーマの一つにもなっています。 

 でも、その前に町の執行部のほうで、あれを今後どのように考えていくのか、

必ず経年劣化は付き物であるし、外国産なんで改修費もかなりのものだというふ

うに思っています。また、いろんな補助事業もあれば最高なんですけれども、環

境省に出向した課長もなかなかないというふうな話なんで、どういうふうにあそ

こを今後考えていくのかなと。病院の大規模改修と併せながら、あっちも考えて

いかなければいけないんではないかなというふうに思っています。 

 あと、もう一つ、総務課長の答弁の中でありましたけれども、これも調査項目

の一つだというふうに聞きまして、ぜひ調査してほしいなというふうに思ってい

ます。我々二人とも監査委員の中では、今、課別なんだよね、幼児教育課あるい

はスクールバス、いろいろ全部分かれて、結構そのエリアというのは固定されて

いるような感じでした。ぜひ、この中に民間の活力も入れながら、あるいは競争

の原理あるいはサービスの質の競争、この辺も念頭に置きながら、業務の一元化

を一つ実施していただければなというふうに思っています。 

 また、併せて、この前もいろいろと話になったんですけれどもね、委託料の単

年度契約じゃなくて、運転手を確保するには、雇用をしてもらうには、雇用する

には、やっぱり単年度でなくて最低３年ぐらいの長期契約、そして、固定費と変

動金額というかね、そういうのを抱き合わせながら、何とかして運転手不足を解

消し、少しでも軽減していくには、そういう長期的な雇用を用いながら、今、言

ったこれから目指そうとする、いろんな壁があって大変な中で業務の一元化とい

うふうに取り組んでいくというふうな前向きの姿勢は評価します。ぜひ、そんな

形の中で、そこにも競争の原理を含めた、いろんな形の中の民間の活力を活用し
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ていただければなというふうに思うんで、その辺のところ一つもう一度お願いし

たいというふうに思います。 

 あと、物品の売払い収入、これはインターネット公売ですか。売れるものは何

でも売ってください。少しでも収入の確保を図っていただきたいというふうに思

うんで、いい方法だなというふうに思うし、今後ともばんばんやってほしいなと

いうふうに思います。これはインターネット公売なのかどうかを一つお願いしま

す。 

総 務 企 画 

課 長 

 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

 まず最初に、公売につきましては、インターネット公売という手法ではなく

て、普通の財産売払いの公売でさせていただきました。当然宣伝に関しては、イ

ンターネットを通じながら宣伝はさせてもらいましたけれども、普通の入札を取

った形の公売とさせていただいております。札入れになります。 

 ２点目、先ほどのリ・デザインの話になりますが、運転手を確保するという

と、現在は各課ばらばらで運転手を雇い上げしておりまして、時間から時間まで

の運転手となっております。そういったところで、なかなか人が集まらない部分

もございますし、あとは高齢化ということもございますので、今、議員がおっし

ゃられるように、例えば、これを効率よく運転手を回すためには、一つのなりわ

いになるような時間帯などの組合せをしながらしていくことで集約化も図られる

だろうし、効率も図られるんではないかなというふうに考えておりますので、そ

ういったところも、どういうふうに今後進めたらいいか研究してまいりたいと思

っていますし、そういう方向をだんだん目指さなきゃならないだろうというふう

にも理解しているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

副 町 長  じゃ、私のほうからウエルネスプラザ関係のボイラー等も含めて、今後の見通

しという部分で説明させていただきます。 

 佐藤議員おっしゃるように、ボイラーももう２０年以上たっている。あとプラ

ザ自体も、もう二十六、七年ほどになっていますので、施設内の配管関係もかな

り劣化しているということ、加えて屋根の部分とか、かなり老朽化が激しくなっ

てきています。 

 そこで、今、病院のほうとも話をしているんですが、当面まず病院については

ハードとソフト、どういうふうな規模であるべきかということを今、検証、これ

からスタートすることになっていまして、その辺の進め方も、それによって、バ

イオマスボイラーにずっと頼るということでこれから続けるのかどうか、この辺

も今、検証しているところです。恐らく、今と同じようなエネルギーのシステム

でいくのは困難だろうというふうには踏んでいるところです。 

 もう一点、あそこの施設はかなり特徴的で、いわゆる福祉と医療と保健を一体
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とした施設ということで、全ての建物が平屋の造りになって廊下でつながってい

るということで、じゃ、あそこで病院だけを別にするとか、福祉関係だけ別にす

るとなったとき、ウエルネスタウン構想との絡みはどうなるんだというようなこ

ともこれから議論しなければならないと思っているところです。病院長とも時々

話はしているんですが、今後のことを考えていくと、ウエルネスタウン構想とい

う、あの建物の、プラザというシンボルの在り方にいつまでもこだわるというこ

とじゃなくて、もう少し柔軟な発想で、あそこのエリアについてはどうするかと

いうことを、具体的な検討にもう入っていく時期というように踏んでおりますの

で、まだまだ結論は出ませんが、そういった体制で、今、いるところでございま

す。 

７ 番 

佐藤（義） 

 今、副町長から話がありましたけれども、病院のほうを含めたウエルネスプラ

ザのほうはよく分かりました。私はボイラーそのもの、チップボイラーそのもの

の耐用年数、その辺も来ているし、もう改修になれば外国産だから半端な金では

ないだろうというふうに思うんで、今後ともああいうような形でやっていくのか

どうか、これもまた同じように検討事項の中に入っているのかどうかということ

を一つ聞きたい。 

 あと総務課長、私は今、非常に説明を受けまして理解をしましたけれども、

私、言わんとするのは、業務の一元化はもちろんだけれども、そこに民間の活力

を入れながら、なおかつ競争の原理あるいはサービスの質の向上、安全性はもち

ろんですけれども、この辺のところのいい面を一つ、経済的な、何というか、効

率性ばかりじゃなくて、そういう面も含めながら、民間活力を十分に発揮できる

ような場面も頭の中に置いて、調査項目の一つに加えていただければなと。そし

て、なおかつに３年ぐらいの長期契約はどうだろうかなというふうな、議員とし

てもそんな話になっていますので、その辺のところの答弁が漏れておりましたん

で、お願いします。 

副 町 長  病院のほうのボイラーのほうにつきましては、まだ断定したことはなかなか言

いづらいところもあるんですが、今のバイオマスボイラーを更新しながらやって

いくということは、かなり不可能に近いというふうな捉え方であります。その理

由につきましては、現時点でも、例えばバイオマスボイラーで熱供給、温水もや

っているんですが、やっぱり重油で保温しなければならないという部分、それか

ら、空調のほうもなかなか冷えないというところがだんだん目立ってきて、今、

病院の中でもかなりの部屋に室内のエアコンなんかも、電気を使ったやつを置い

ているという、そういう状況を見ていくと、バイオマスボイラーだけであそこの

空調、それから、温水関係を全てコントロールするのは難しいということで、次

の新たな仕組みということについては、今、検討に入らなければという、そうい
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うところです。ただ、まだ確定はできませんが、そういう状況でございます。 

総 務 企 画 

課 長 

 引き続き、先ほどの答弁の漏れたところについてお答えさせていただきたいと

思います。 

 やはりこの事業を一元化してまいりますと、業務そのものも膨らんでくるかと

いうふうに思われますので、当然ながら、こちらについては民間の方々の力をお

借りしていかないと、町独自での単独での運転手確保というのは非常に難しい話

になってきますので、そこは業務委託というようなところになってくるんだとい

うふうには思います。 

 そういったところで、受ける側といたしましても、１年契約、３年契約では当

然人材を確保する上で非常に大きな問題となろうかと思いますので、いろいろな

業務委託をする中でも、民間としても安定雇用を目指さなきゃならないところも

あるかと思いますので、そこは３年になるか、５年になるかは協議をしながら、

どういった形が一番いいのかも研究をしながら進めてまいりたいと思います。た

だ、民間の方も本当に、あくまでも業と、仕事としてやっていくわけですので、

そういったところも加味した上で、我々としても事業の構築に頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

４ 番 

佐藤（正） 

 私から質問したいことがあります。 

 商工費の中のページ３０ページ、赤倉温泉スキー場運営費の中の１０項施設等

修繕費、それから、その下の機械等修繕費とあります。金額が５８７万

６，０００円と２８０万になっていますが、この内訳というか、詳細を教えてい

ただきたいと思います。 

産 業 振 興 

管 理 監 

兼商工観光 

課 長 兼 

エネルギー 

産 業 推 進 

室 長 兼 

産 業 振 興 

センター長 

 議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず初めに、施設等修繕費の詳細ということですけれども、索道関係の部品を

調達しながら職員が修繕していく部分がございます。その部品代として２７５万

７，２５７円の見積りを頂いています。 

 あとは、索道そのものを業者さんにお願いしながら直してもらう見積りとして

２２万７，７００円、あとリフト券売場のところでキャッシュレス決済機の導入

に伴って改造しなければならないところが出てきますので、その予算として

１６３万円、あとはスキー場のエリアをＷｉ－Ｆｉ等のネットワークで結ぶため

の増強として３６万６，１６０円、あと、その他設備等で修繕が見込まれるもの

として９２万５，０００円がございます。それらのトータルがこの金額になるか

と考えております。 

 機械等修繕費については、圧雪車が今回売却１台ということでございました

が、残り２台ございます。その２台の修繕費、１台が１５０万円、もう一台が
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１３０万円の見積りを頂いておりまして、これらを執行させていただきたく予算

計上させていただきました。 

２ 番 

栗 林 

 ２２ページの民生費の児童福祉費の中のこども家庭センター運営事業費のこと

をお尋ねします。 

 子育て支援団体応援補助金２５万円とありますが、こういった子どもの支援を

する団体というのが、町内にどのくらいあってどんな活動をしているか、既に活

動をしているのか、それとも、今後こういった活動をする団体ができたのか。ま

た、こども家庭センターとの関わりや、もし複数団体があるとすれば団体同士の

連携等があるかどうかをお尋ねします。 

こども支援 

課 長 兼 

こども家庭 

センター長 

 ただいまの栗林議員のご質問にお答えします。 

 ２２ページのこども家庭センター運営事業費の子育て支援団体応援補助金

２５万円でございます。この補助事業につきましては、新たな補助事業というこ

とになっておりまして、財源として全て企業版のふるさと納税を活用させていた

だく事業となっております。補助の内容といたしましては、子育て家庭で低所得

であったりとか、ひとり親世帯への食の支援であったりとか、食料の配達であっ

たりとか、あとは居場所的な、そういった支援を行っている団体に対して補助を

想定しているところです。 

 現在、そういった団体があるのかというところのご質問もいただいたわけです

けれども、ＮＰＯの団体であったりとか、あとは社会福祉協議会のほうで以前か

らはっぴーバスケットというような食の支援を、先進的な支援をしている活動も

ございますので、今回はこの補助をあくまでも寄附者の意向に沿った形での補助

事業と考えているところです。 

 今年度、併せまして、こども家庭センターのほうを設置したわけですけれど

も、こども家庭センターの事業の内容としましては、そういった様々な子育て家

庭への相談事業はもちろんなんですけれども、町内の様々な資源の新たな発掘で

あったりとか、新たな子育て支援のサービスの開発などというところもございま

すので、そうした、現在もある団体とも連携しながら子育て支援の充実に努めて

まいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

８ 番 

山 﨑 

 １８ページの総務管理費の一番最後の部分、若者定住環境モデルタウン木質バ

イオマスエネルギー事業の地域熱供給設備修繕費３３３万２，０００円のところ

の内容、結構頻回に補正がここの部分でも入ってきているのかなというところ

で、やはり維持管理に莫大な部分が、費用がかかっているのかなというところ

で、今後どのようにこの部分を抑えていくのか、計画がありましたら教えていた

だきたいのが１つ。 
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 あと、３６ページの小学校費の中段の学校施設非常階段修繕工事請負費、マイ

ナス１５７万円。これたしか６月の補正に上がっていたところでの結果的にマイ

ナス補正の状況になっていると思うんですが、この内容を教えていただきたいで

す。 

産 業 振 興 

管 理 監 

兼商工観光 

課 長 兼 

エネルギー 

産 業 推 進 

室 長 兼 

産 業 振 興 

センター長 

 議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 地域エネルギー推進費の中の若者定住環境モデルタウン木質バイオマスエネル

ギー事業における１０節地域熱供給設備修繕費でございます。こちらは各住宅に

熱量計が設置されています。それの法定で計測器として認められている期間が

８年間ということで、それを今回は１３戸分を交換しなければならない状況にな

っております。１か所当たり２５万６，３００円ということで、９月の定例会を

もって修繕費として計上しながら対応していくというようなことで計画しており

ました。よろしくお願いします。 

 あと、これからモデルタウンの熱供給設備の修繕等の計画はということでござ

いますけれども、まずは今、常時委託事業で管理していただいている部分があ

り、劣化する部分があれば、そこの部分に対応していくというようなことを計画

しています。耐用年数であるとか、消耗品の傷みがあらかじめ予想されるという

ようなことで、それに対応して修繕していくというような方向ではなく、県内の

中に対応が可能な事業者さんがおりますので、即時対応が可能でありますし、こ

の地域熱供給システムの特徴としては、大きなシステムタンクの中に湯量を大量

に保管しておりますので、一時期システムが止まっても、ある程度熱供給ができ

るシステムとなっています。早急に事業者さんから対応していただける状況がま

だあるというようなことで、大きい部品、大きいシステム関係の修繕を計画にの

せているということは、今の時点ではございません。 

教 育 文 化 

課 長 

 議員２点目のご質問であります、３６ページ、小学校管理費の学校施設の非常

階段修繕工事請負費の１５７万円の減額につきましては、こちら議員おっしゃる

とおり、非常階段の工事の際にアスベストの含有物質があったということで、安

全に工事を進めるための増額の補正をさせていただいた経緯もございました。お

かげさまをもちまして、夏休みを中心に、安全対策を講じながら工事のほうは順

調に今、進捗しておりまして、工事のめども立ってきたということで、安全対策

のための最大限の対応についての補正を取らせていただいたのですが、こうした

対策が見込みよりも少なくて、工事のほうが安全に済みそうだというところで、

こちら１５７万円の減額のほうを行わせていただいております。 

 以上になります。 

議 長  ほかに質疑はありませんか。 
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 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩をします。 

 休  憩 １４時２２分 

再  開 １４時３２分 

議 長  それでは、会議を再開します。 

議 長  日程第１５ 議案第４０号 令和７年度最上町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第４０号 令和７年度最上町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）についてご提案を申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ

９５１万７，０００円を追加をし、総額を９億５，１５０万円とするものであり

ます。 

 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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３ 番 

尾 形 

 私から、１０ページの一般会計繰出金ということで、直営診療施設等人材育成

ということで、ここで奨学金という言葉が載っておりますけれども、今、この奨

学金を利用している人数が分かれば。そして、どういうふうに町として、今後、

この奨学金を活用方向に向けようとしているのかお伺いしたいと思います。 

健 康 福 祉 

課 長 

 尾形議員のご質問にお答えいたします。 

 現在、こちらのほう医療職、看護師を含む医療職のほうに対して貸付けをして

いるようなものになっております。年間６０万円を上限に修学期間に対して貸付

けという形を取っておりますが、基金を基に貸付けをしておりますので、今年度

は新規の募集はかけておりませんでした。返還される方がいらっしゃってのこの

たびの１８０万、３年間貸し付けた分の返還ということで返還を受けております

が、もともとは給付型の奨学金ということで、１０年のうち５年、最上町内の医

療機関、介護施設等に医療職としてお勤めになった場合はこちらのほうが給付さ

れるという額面になっておりましたが、このたびは、こちらの返還を行い、この

方の進む道のほうへ進んでいかれるということの説明がありまして、返還を受け

たところです。 

 現在、猶予期間の方はほかにもいらっしゃいますが、貸付けを現在行っている

のは継続している１名のみとなっております。 

 今後の展開についてですが、こちらのほう、やはり貸付けを受けて、それから

自分の腕を磨いて、またこちらの町に戻ってきたいという方のことも考え、

１０年間のうち５年間の勤務により給付型という形を設計しておりましたが、拘

束される時間が長い、１０年のうち５年間だけという形ではあるんですが、若い

方の先の見通しに対しても、いろいろまだ経験を積みたいとか、勉強したいとい

う方も多い中で、なかなか人材育成にまではつながっていない状況であります。

こちらの制度の考え方に関しても、他町村のやり方なども参考にしながら、借り

た方にではなく、勤めていただいた方に対して給付するような形も含め、うまく

いっている事例等を参考にしながら検討してまいりたいと考えているところで

す。 

３ 番 

尾 形 

 なかなか人材育成という言葉で、町の有利な支援金があるということなんです

けれども、ということは、今、看護師不足という言葉がほかの自治体でもあるよ

うなんですけれども、町の看護師状況は不足していますか、していませんか。も

う十分補充されているということで、今の病院を運営しているということです

か、いかがでしょうか。 

ウエルネス 

プラザ総括 

 ただいま、尾形議員より看護師が不足しているのか、していないのかというご

質問をいただきました。 
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管 理 監 兼 

最 上 病 院 

事 務 長 兼 

介 護 老 人 

保 健 施 設 

事 務 長 兼 

認知症対応 

型共同生活 

介 護 施 設 

事 務 長 

 最上病院では正看護師、准看護師、随時募集を現在も行っておりまして、しか

しながら、なかなか応募される方がいないというのが現状であります。そうした

中、やはり一旦退職された方に会計年度任用職員として引き続き頑張っていただ

いているというのが実情であります。 

 ただ、看護師は確かに不足している状況なんですけれども、看護師補助者さん

ということで４月から２名、また、６月に１名、７月１名ということで応募等が

ありまして、現在も働いていただいているという状況です。 

 最上病院に限らず、どこの病院でもこうした医療スタッフが不足しているとい

う現状もありますので、何とか持続可能な質の高い医療サービスを提供していく

ためにも、もちろん医師の確保もそうですけれども、それを支える看護師さん等

の今後の補充というか、そういう部分は非常に重要になってくると考えておりま

すので、引き続き募集のほうを行ってまいりたいと思います。 

議 長  ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第１６ 議案第４１号 令和７年度最上町後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第２号）についてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第４１号 令和７年度最上町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第
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２号）についてご提案を申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、既定の歳入歳出予算を補正をすることなく、

歳入歳出の一部を組み替えるものであります。 

 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第１７ 議案第４２号 令和７年度最上町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第４２号 令和７年度最上町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてご提案を申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ

３，１６４万２，０００円を追加をし、総額を１２億３，２７５万４，０００円

とするものであります。 

 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 
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議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

８ 番 

山 﨑 

 １０ページの地域支援事業費、包括的支援事業・任意事業費の中の包括的支援

事業費の職員給与事業の時間外勤務手当１３３万３，０００円の部分について、

どのような内容なのか教えていただければと思います。 

健 康 福 祉 

課 長 

 山﨑議員のご質問にお答えいたします。 

 こちらの時間外手当ですが、今年度、新たに重層的支援事業ということで、新

しい事業のほうに応募して、補助金を受けながら準備段階を進めております。そ

の中で、専門職が必要な包括支援のほうの事業なわけですけれども、現在保健師

が１人育休で休暇を取っております。こちらのほうの分を補塡するような形で、

他の職員が事業に当たっておるところを含めまして、こちらのほうの見込みで、

包括支援センター３名分の人件費の時間外のほうを計上させていただいておりま

す。 

議 長  ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第１８ 議案第４３号 令和７年度最上町立最上病院事業特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。 
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 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第４３号 令和７年度最上町立最上病院事業特別会計補正予算（第２号）

についてご提案を申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、収益的収入及び支出について、既定の収入支

出予算にそれぞれ８６万２，０００円を追加をし、総額を１１億７，３４９万

２，０００円とし、資本的収入及び支出については、収入予算について既定の収

入予算に６２０万円を追加をし、収入予算の総額を１億４２７万６，０００円と

し、支出予算については、既定の支出予算に６２５万円を追加をし、支出予算の

総額を１億２，９６４万５，０００円とし、不足する２，５３６万９，０００円

は現年度及び過年度分の損益勘定留保資金で補塡するものであります。 

 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

３ 番 

尾 形 

 私から、９ページになりますけれども、医療機器購入費とあります、５１５万

円。確かにこれから読み取れるのは医療の充実かなと思いますけれども、この辺

のどういうふうな機器であるのか、あともう一つ、その下の工事請負費と

１１０万ほどありますけれども、どのような工事になりますか、お伺いしたいと

思います。 

ウエルネス 

プラザ総括 

管 理 監 兼 

最 上 病 院 

事 務 長 兼 

介 護 老 人 

保 健 施 設 

事 務 長 兼 

認知症対応 

型共同生活 

介 護 施 設 

事 務 長 

 ただいま尾形議員より２点質問がありました。 

 まず初めに、９ページの医療機器購入費ですけれども、これは２つありまし

て、まず１つ目が高機能のエアマットレスの購入ということで、これにつきまし

ては、山形県の生産性向上、あと職場環境整備等補助金ということで、１床につ

き４万円掛ける６０床ということで、２４０万円でエアマットレスを１８台購入

予定となっております。このエアマットレスにつきましては、入院患者のベッド

等の背上げ、あと背下げする際、患者さんに負担がかかるということで、医療技

術も要するということで、この高機能エアマットレスを使用することで患者さん

の負担が軽減されるということと、あと自動体位変換機能がついておりまして、

いわゆる褥瘡というか、床擦れを防ぐために看護師さんが２時間おきに体位の交

換をしていたんですけれども、この機能がついているということで、自動で最適

な体位の変換が可能になるということで、看護師さんと、あと患者さんの負担軽

減ということで今回計上させていただいております。これは県の補助事業を活用

しております。 
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 あともう一つが食器洗浄機、あとシンクの購入になります。病院の給食室内に

あります食器洗浄機が経年劣化によりまして不具合が生じており、また２０年以

上経過しているということで、修理が困難であるということで今回更新するもの

で、併せまして、シンクのほうも老朽化で水漏れが激しいということで、衛生面

や入院患者さんの安全面を考えた際に、安全な食事を提供するために今回更新す

るものであります。 

 あと、下のほうの工事請負費ですけれども、これは消毒剤注入設備増設工事と

なります。最上病院の給水設備における地下水等の消毒処理につきましては、

１台の消毒剤注入設備でこれまで行ってきたんですけれども、７月の保健所の立

入検査において、水道施設の技術的基準を定める省令というのがあるんですけれ

ども、その中で予備の消毒剤の設備を設けられていることという規定がありまし

て、これを受け保健所のほうから指導がありましたので、給水の安全性、あと確

実性を向上させるため、予備の設備を今回１基増設させていただきたいと思いま

して、計上させていただきました。よろしくお願いします。 

議 長  ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第１９ 議案第４４号 令和７年度最上町介護老人保健施設事業特別会計

補正予算（第１号）についてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 
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町 長  議案第４４号 令和７年度最上町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第

１号）についてご提案を申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、収益的収入及び支出について、既定の収入支

出予算にそれぞれ８万８，０００円を追加をし、総額を３億５，１９０万

４，０００円とするものであります。 

 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第２０ 議案第４５号 令和７年度最上町水道事業特別会計補正予算（第

１号）についてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第４５号 令和７年度最上町水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

てご提案を申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、収益的収入及び支出について、既定の収入支

出予算にそれぞれ７４万円を追加をし、総額を２億３，８４５万８，０００円と

するものであります。 
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 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第２１ 議案第４６号 令和７年度最上町瀬見温泉管理事業特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第４６号 令和７年度最上町瀬見温泉管理事業特別会計補正予算（第

２号）についてご提案を申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ

９３万６，０００円を追加をし、総額を１，５１８万４，０００円とするもので

あります。 

 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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１ 番 

宮 本 

 １０ページの歳出の維持修繕費の９３万６，０００円の内容と、たしか休止の

期間がせみの湯のほうであったと思うんですが、その部分と関係しているのか、

その部分を修繕されて今後も問題なく稼働できるということなのか、確認したい

なと思います。 

総 務 企 画 

課 長 

 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１０ページの維持修繕費につきましては、議員が今、言われるとおり、

この前も休止をしていたときがございまして、今、修繕が必要なところといたし

まして浄化槽の部分で不具合が生じておるものですから、そちらに対応すべく予

算を取らせていただきたいと思います。 

 この前の休止に至った原因といたしましても、排水に関わる部分の物の詰まり

であったり、あとは浄化槽の基盤のところの接触であったりと、いろいろなとこ

ろで不具合が生じて応急措置で対応した部分もございまして、このたびはきちん

とした修繕を施したいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

議 長  ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

議 長  日程第２２ 議案第４７号 令和７年度最上町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 
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 町長に提案理由の説明を求めます。 

町 長  議案第４７号 令和７年度最上町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてご提案を申し上げます。 

 ご提案をいたします補正予算は、収益的収入及び支出について、既定の収入支

出予算にそれぞれ５１３万５，０００円を追加をし、総額を２億６，７０９万

９，０００円とし、資本的収入及び支出については、既定の収入支出予算にそれ

ぞれ１００万円を追加をし、収入予算の総額を２億４，３７８万２，０００円、

支出予算の総額を３億３９９万１，０００円とするものであります。 

 詳細につきましては、審議の過程におきまして関係者から説明させますので、

よろしくお願いをいたします。 

議 長  質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

３ 番 

尾 形 

 私から、７ページ、管路建設改良ということで工事請負費１００万とありま

す。日本全国いろんな箇所で、今、老朽化で下水管ということで、災害も起きて

いる箇所がありました。なかなか下水管というのは見えづらいところが多くあり

ますので、最上町でも老朽化が進んでいるのかなという心配がありますけれど

も、その辺の検査及びチェック体制について、今、どのような形で、１週間に

１遍とか、例えば１か月に１遍とか、チェックをどういう形で行っているのかお

伺いしたいと思います。 

建 設 水 道 

課 長 

 ただいま尾形議員のご質問にお答えします。 

 ページ、７ページの工事請負費でございますが、こちらの内容については、実

際は公共汚水ますの設置の部分の工事費となってございますので、ただいま尾形

議員からいただいた質問、老朽化に伴った点検の状況ということでお答えしたい

と思います。 

 実は、１ページ戻って５ページのほうに、営業費用の中に委託料４０万円を計

上してございます。こちらにつきましては、埼玉県八潮市の下水道の陥没事故を

きっかけに、国のほうでもいよいよ公共インフラの点検という部分に力を入れて

きてございます。国からの通達の中で、下水道管の劣化度が高い部分、考えられ

る部分を点検しなさいということで、今回下水処理場から約１００メートルほど

の管路の点検をこの４０万円で行ってまいります。下水道の管路自体、全長で

２９キロほどございます。これ点検を全部一気にということはできませんので、

通常５年に１遍とか、そういった部分で点検をしなさいというような国からの指

導はありますけれども、今現時点では、今回初めて、その４０万円を使った下水



 117 

道の点検のほうをさせていただきます。 

 今後、劣化のひどい部分については維持管理の中で点検しつつ、あとはコンサ

ル等の点検作業のほう、そういった部分も念頭に入れながら、陥没等、事故等が

ないようにしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

３ 番 

尾 形 

 延長で２９キロほどあるということですけれども、一番最初に改良工事が始ま

った年数は幾らからでしたか、分かりますか。 

建 設 水 道 

課 長 

 下水道事業の一番初めの開始年度ということで、工事自体は、私の記憶ですと

平成７年からだと記憶してございます。供用開始については平成１３年から供用

開始してございますので、現在では２４年ですか、経過していることになってご

ざいます。 

 下水道の管路の耐用年数につきましては、水道と違って５０年となってござい

ます。そういった法定耐用年数ですので、５０年もつかと言われれば６０年もつ

かもしれないですし、そこは４０年になるかもしれないんですが、そういった部

分を含めて、今後調査等をして、古い部分から更新というような部分も出てきま

すけれども、検討してまいりたと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議 長  ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 本案を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 



 118 

議 長  日程第２３ 報告第３号 令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不

足比率の報告についてを議題とします。 

 町長に説明を求めます。 

町 長  報告第３号 令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告

につきまして提案理由をご説明を申し上げます。 

 この制度は、平成１９年度の決算から地方公共団体の財政の健全化に関する法

律により、全ての自治体が決算の数値を基に自らの健全化判断比率と資金不足比

率を算定をし、監査委員の審査を経た後に議会に報告をし、公表が義務付けられ

ております。また、健全化判断比率が早期健全化基準を超えた場合は、財政健全

化計画の策定が義務づけられることとなっております。 

 今般、令和６年度決算に基づいた本町の健全化判断比率及び資金不足比率につ

きまして、それぞれの算定基準及び算定の基礎となる事項を記した書類を提示

し、監査委員に説明を申し上げ、審査を受けました上で、別紙のとおり審査の意

見書を頂きました。 

 同法第３条による健全化判断比率の状況につきましては、実質赤字となった会

計がないことから、実質赤字比率及び連結実質赤字比率ともに数値が表れない結

果となりました。実質公債費比率につきましては、昨年報告いたしました数値

１０．７％から１１．２％と０．５ポイント上昇をしております。この要因につ

きましては、算定における分母について、標準財政規模について町民税の減少に

より減少し、分子については公債費支出が平成２７年度から増加に転じており、

公債費に充当する一般財源も増えてきたことによる結果と分析をしておりま

す。 

 一方、負債等の残高の割合に当たる将来負担比率につきましては、昨年の

２６．８％を下回る２５．０％となりました。将来負担比率が前年を下回った要

因としては、将来負担比率を算定する中において、分母を構成する充当可能基金

の残高について１，８９５万５，０００円減少したものの、分子を構成をする一

般会計の地方債の現在高が前年差４億２，２１４万円減少したこと、特別会計に

おける地方債残高も減少し、町全体の地方債残高が減少していることによって比

率が改善したものであります。 

 昨年の７月豪雨災害の復旧を進めるとともに、災害から町民の生命、財産をし

っかりと守り、財政基盤をより強固なものとするべく、財政調整基金等への積極

的な積み戻しを実行してまいります。 

 次に、法第２２条による各公営企業会計における資金不足比率の状況でござい

ますが、各公営企業会計ともに資金不足には当てはまらず、比率としては数値に

表れない結果となっております。 

 以上、報告させていただいたそれぞれの比率のうち、実質公債費比率及び将来
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負担比率については、主に公債費負担の状況を示す指標であることから、地方債

の残高が増え続けることのないよう、今後の財政運営にはなお一層の効率化を目

指すとともに、財政の健全化に努めてまいる決意を申し添え、法の規定による報

告とさせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げたいと思います。 

議 長  報告第３号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 これで報告第３号の件の報告を終わります。 

散   会 

 

議 長  お諮りします。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日の会議はこれまでとし、会議規則第２４条第１項の規定により、これで散

会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

議 長  異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 明日９月１１日から９月１８日までの８日間を決算特別委員会審査のため休会

としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

議 長  異議なしと認めます。 

 したがって、９月１１日から９月１８日までの８日間を休会とすることに決定

しました。 

 なお、９月１９日は午後１時３０分に本会議を開きますので、ご参集をお願い

します。 
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 大変ご苦労さまでした。 

 散  会 １５時１３分 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月１９日（金）開議 

 

（第３日） 
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令和７年９月最上町議会定例会議事日程（第３号） 

第１１日 令和７年９月１９日（金） 午後１時３０分開議 

 

（所管事務調査の報告） 

 

日程第 １ 総務文教常任委員会 「人口減少における、持続可能な町づくり」について 

日程第 ２ 産業厚生常任委員会 「エネルギーの利活用と環境に優しいまちづくり」に 

                 ついて 

 

（決算特別委員長報告と採決） 

 

日程第 ３ 認定第 １号 令和６年度最上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 認定第 ２号 令和６年度最上町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

日程第 ５ 認定第 ３号 令和６年度最上町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

日程第 ６ 認定第 ４号 令和６年度最上町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

日程第 ７ 認定第 ５号 令和６年度最上町立最上病院事業特別会計収入支出決算の認 

             定について 

日程第 ８ 認定第 ６号 令和６年度最上町介護老人保健施設事業特別会計収入支出決 

             算の認定について 

日程第 ９ 認定第 ７号 令和６年度最上町水道事業特別会計収入支出決算の認定につ 

             いて 

日程第１０ 認定第 ８号 令和６年度最上町瀬見温泉管理事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

日程第１１ 認定第 ９号 令和６年度最上町下水道事業特別会計収入支出決算の認定に 

             ついて 
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開   議 

 

議 長  大変ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は全員であります。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

所管事務調査の報告 

 

議 長  日程第１ 「人口減少における、持続可能な町づくり」についてを議題としま

す。 

 総務文教常任委員会委員長に報告を求めます。 

総 務 文 教 

常任委員長 

 それでは、私のほうから、今回の新しい所管事務調査の立ち上げということ

で、「人口減少における、持続可能な町づくり」についてというテーマで、目的

は、現在最上町の人口は７,２２２人、世帯総数２,７２２世帯、令和７年８月

３１日現在となっています。 

 さらに、年々加速的に人口減少が続いています。このことは最上町だけの問題

だけではなく、東京都など一部の都市を除く日本全体の問題でもあります。 

 このことを注視し、総務文教常任委員会では今後、最上町の行政の在り方につ

いて、どうしたら賢く縮むことができるかを調査、研究するものであります。 

 このことについて、会議規則第７４条により、閉会中の継続調査ができますよ

うによろしくお願い申し上げます。 

 令和７年９月１９日。 

 総務文教常任委員長、菅孝。 

 よろしくお願いします。 

議 長  委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 総務文教常任委員会における所管事務調査については、報告のとおりとしま

す。 

 総務文教常任委員長から所管事務調査について、会議規則第７４条の規定によ

り、閉会中の継続調査の申出書が提出されております。 
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 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 

議 長  異議なしと認めます。 

 したがって、総務文教常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。 

議 長  日程第２ 「エネルギーの利活用と環境に優しいまちづくり」についてを議題

とします。 

 産業厚生常任委員会委員長に報告を求めます。 

産 業 厚 生 

常任委員長 

 私から、このたび産業厚生常任委員会で起こしました所管事務調査、「エネル

ギーの利活用と環境に優しいまちづくり」について、ご報告いたします 

 調査の趣旨としましては、バイオマス産業都市、ゼロカーボンシティを宣言し

た町として、さらなるエネルギーの地産地消による産業振興や、環境に優しいま

ちづくりの実現に向けて、調査研究するものであります。 

 本会議の会期中に調査を終えることができないため、会議規則第７４条の規定

により、閉会中も調査できますようお願い申し上げ、報告といたします。 

議 長  委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 産業厚生常任委員会における所管事務調査については、報告のとおりとしま

す。 

 産業厚生常任委員長から所管事務調査について、会議規則第７４条の規定によ

り、閉会中の継続調査の申出書が提出されております。 

 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

 （ 異 議 な し の 声 ） 
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議 長  異議なしと認めます。 

 したがって、産業厚生常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。 

決算特別委員長報告と採決 

 

議 長  決算特別委員長報告と採決を行います。 

 日程第３ 認定第１号 令和６年度最上町一般会計歳入歳出決算の認定につい

てから、日程第１１ 認定第９号 令和６年度最上町下水道事業特別会計収入支

出決算の認定についてまでの９議案を一括して議題とします。 

 決算特別委員長の報告を求めます。 

決 算 特 別 

委 員 長 

 決算特別委員長報告。 

 認定第１号から認定第９号までの全９議案を、９月１１日から１７日まで慎重

かつ活発な質疑応答がありました。また、回数として２００回ほどの質疑が交わ

されました。応答では、財政に対しての質疑があり、財政の危機感を感じながら

町政を進めていかなくてはならないという強い発言がありました。 

 今後、町補助金や交付金の在り方にも深く議論が及び、見直しなどの対応を考

慮しなくてはならない時期に来ているという考えも示されました。 

 また、令和６年７月の豪雨災害の復興に対しては、進捗状況の説明や今後の進

め方などのきめの細かい質疑となりました。町民が生命、財産の安心感を得られ

るような迅速な対応と、単なる復旧工事でなく、さらなる危機に備えた強固なも

のにしなければならないといった議論が交わされました。 

 今後の自主財源の確保といったところでは、ふるさと納税の質疑がありまし

た。主要な品目の一つである米ですが、昨年からの品薄感から、今年度の納税品

目、米の確保が堅いとの認識から、令和６年度実績が１０６トンであったとこ

ろ、令和７年度は何とか１３０トンの確保を目指すとの力強い方針が示されまし

た。 

 さらに、米や農作物に関連しますが、連日ニュースで見かける熊、イノシシと

いった鳥獣被害と、これに対応した政策の重要性も大きな問題として議論され、

国・県のさらなる支援策と併せ、町、独自の対策の強化と、支援策や要望が質疑

されました。さらに、最近では人命をも脅かす事態となっており、このことも大

きな議論となりました。 

 また、道の駅の経済効果やスキー場のインバウンドに対する滞在型観光の在り

方、ＪＲバスやレインボーバスなどの地域公共交通、子どもたちの学校での学習

や部活動の様子、さらにクラブ活動への支援の在り方などなど、活発な質疑があ

りました。 
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 特別会計では、最上町立病院の老朽化に対応した支援や、病床数の確保と病院

経営のバランスなど、深く質疑されました。 

 さらに、ウエストラインの早期実現と、災害で４７号線が交通止めになり、最

上町が孤立する事態への対応も緊急を要する事案であり、併せて、国・県への強

い要望を必要とすることも、町長、執行部と共有することで強く進めていくとい

った確認もありました。 

 今回の決算特別委員会で審議された議論が、町民の幸せのために次年度の予算

編成に反映されますことを願います。 

 最後に、全９議案、全員賛成をもって認定すべきものと決したことをご報告い

たします。 

 決算特別委員会委員長、菅孝。 

議 長  決算特別委員長報告に対して、一括して質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

 これから、認定第１号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第１号 令和６年度最上町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決し

ます。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 

議 長  起立全員であります。 

 したがって、認定第１号は認定することに決定しました。 

議 長  認定第２号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 
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議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第２号 令和６年度最上町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、認定第２号は認定することに決定しました。 

議 長  認定第３号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第３号 令和６年度最上町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを採決します。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、認定第３号は認定することに決定しました。 

議 長  認定第４号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第４号 令和６年度最上町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決します。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 
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議 長  挙手全員であります。 

 したがって、認定第４号は認定することに決定しました。 

議 長  認定第５号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第５号 令和６年度最上町立最上病院事業特別会計収入支出決算の認定に

ついてを採決します。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、認定第５号は認定することに決定しました。 

議 長  認定第６号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第６号 令和６年度最上町介護老人保健施設事業特別会計収入支出決算の

認定についてを採決します。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、認定第６号は認定することに決定しました。 

議 長  認定第７号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 
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議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第７号 令和６年度最上町水道事業特別会計収入支出決算の認定について

を採決します。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、認定第７号は認定することに決定しました。 

議 長  認定第８号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第８号 令和６年度最上町瀬見温泉管理事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

 （ 賛 成 者 挙 手 ） 

議 長  挙手全員であります。 

 したがって、認定第８号は認定することに決定しました。 

議 長  認定第９号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し の 声 ） 

議 長  討論はないものと認め、討論を終わります。 

 認定第９号 令和６年度最上町下水道事業特別会計収入支出決算の認定につい

てを採決します。 

 この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

 （ 賛 成 者 起 立 ） 
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議 長  起立全員であります。 

 したがって、認定第９号は認定することに決定しました。 

閉   会 

 

議 長 

 

 これで本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 よって、令和７年９月最上町議会定例会を閉会します。 

 大変ご苦労さまでした。 

 閉  会 １３時５２分 

 

  



 132 

     上記会議録は、書記の記載したものであるが、その内容において正確なことを認め 

    署名する。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

議     長 

 

会議録署名議員 

 

会議録署名議員 

 


	2.会期日程
	3.開会
	4.議事日程
	5.本文
	6.開議
	7.議事日程
	8.本文
	9.開議
	10.議事日程
	11.本文

